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伊丹市男女共同参画計画基本理念 伊丹市男女共同参画計画基本理念 伊丹市男女共同参画計画基本理念 伊丹市男女共同参画計画基本理念 

「男女(一人ひとり)が対等な存在として個性や能力を発揮でき、 

まちづくりの主役としてつながりつつ共に輝く」 

伊丹市総合計画（第5次）の体系から 伊丹市総合計画（第5次）の体系から 伊丹市総合計画（第5次）の体系から 伊丹市総合計画（第5次）の体系から 

将来像 「みんなの夢 まちの魅力 ともにつくる 伊丹」 

基本目標 市民が主体となったまちづくりの実現 

基本方針２．多様性を認め合う共生社会 

基本施策３）男女共同参画の推進 

 

日本国憲法第 14 条第 1 項 日本国憲法第 14 条第 1 項 日本国憲法第 14 条第 1 項 日本国憲法第 14 条第 1 項 

「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、

政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」 

日本国憲法第 24 条第 2 項 日本国憲法第 24 条第 2 項 日本国憲法第 24 条第 2 項 日本国憲法第 24 条第 2 項 

「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の

事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければ

ならない」 

男女共同参画社会基本法第 3 条 男女共同参画社会基本法第 3 条 男女共同参画社会基本法第 3 条 男女共同参画社会基本法第 3 条 

「男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別に

よる差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることそ

の他の男女の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない」 

第３次男女共同参画基本計画「第 1 部基本的な方針」から 第３次男女共同参画基本計画「第 1 部基本的な方針」から 第３次男女共同参画基本計画「第 1 部基本的な方針」から 第３次男女共同参画基本計画「第 1 部基本的な方針」から 

「男女共同参画社会の実現は、女性にとっても男性にとっても生きやすい社会を作ることであ

り、政府一体となって取り組むべき最重要課題である。その目指すべきは、①固定的性別役

割分担意識をなくした男女平等の社会、②男女の人権が尊重され、尊厳を持って個人が生

きることのできる社会、③男女が個性と能力を発揮することによる、多様性に富んだ活力ある

社会、④男女共同参画に関して国際的な評価を得られる社会である」 

 

「女性差別撤廃条約」第 1 条から 「女性差別撤廃条約」第 1 条から 「女性差別撤廃条約」第 1 条から 「女性差別撤廃条約」第 1 条から 

「『女子に対する差別』とは、性に基づく区別、排除又は制限であつて、政治的、経済的、社

会的、文化的、市民的その他のいかなる分野においても、女子（婚姻をしているかいないか

を問わない。）が男女の平等を基礎として人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使す

ることを害し又は無効にする効果又は目的を有するものをいう」    



    

（写）（写）（写）（写） 

 

2012（平成 24）年 10月 29 日 

 

伊丹市長 藤 原 保 幸 様 
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「伊丹市男女共同参画計画」の進捗状況に関して（報告） 

 

 伊丹市男女共同参画施策市民オンブードは、「伊丹市男女共同参画施策市民オン

ブード設置要綱」第 11条の規定に基づき、平成 23年度における「伊丹市男女共同

参画計画」の進捗状況について、別紙のとおり報告します。 

 伊丹市においては、本報告書を踏まえて「計画」の実現へ向けた一層の努力を要

請します。 

 



    

 



はじめに  はじめに  はじめに  はじめに  

 

 15 年目を迎えた伊丹市男女共同参画施策市民オンブードは、継続しているオンブード 1

名と新しいオンブード 2 名とで計画の進捗状況及び市の男女共同参画施策について、市民

の立場から調査を行いました。今年度は、伊丹市男女共同参画計画が中間報告に基づいて

改正されたことも鑑みながら行ないました。 

 今年度は、計画の進捗状況及び市の男女共同参画施策全体を対象にすることとともに、

特に市民の目線で見た場合の３つの視点においても検証することとし、ここに報告します。 

 １つめの視点は、男女共同参画施策が進んでいるかというのは、施策が順調に行われて

いるかどうかではなく、その施策が市民に対してどうであったかを確認するものと考え、

「住民に情報が届いているか」としました。 

 平成 22年に行われた伊丹市の「第 5回男女共同参画に関する市民意識調査の概要」にお

いて固定的性別役割分業を表す代表的な「男は仕事、女は家事・育児という考え方に賛成

か」という質問に賛成するという人は 50.6％と、全国調査の 37.3％と比較しても固定的性

別役割分業意識が高く、前回調査の平成 13年から見てジェンダー意識の改善にはつながっ

ているとは言えません。そこで、２つめの視点は、「子育て、介護は両性で担っているか」

で確認することとしました。 

３つめの視点は、「市の施策に両性の意志が反映されているか」です。さまざまな施策を

立案するに至って、市民の代表者たちが当事者意識をもって行うことが望ましいと考えら

れます。しかし、自治体の審議会などの委員の女性割合は低く、女性にはこのような役割

や立場をあえて与えられない時代が長く続いた故の結果です。内閣府においても毎年調査

し、その率を上げる努力がなされています。兵庫県下での女性の審議会等への登用率は、

伊丹市は 31.9％で 5 位と上位ではありますが決して高いとは言えず、近年順位の変動がほ

とんどありません。国内でも画期的な男女共同参画施策市民オンブードがあるにも関わら

ず残念な結果です。 

目標を立てることは、後の評価を行う上で重要なことです。それ故に、評価ができるよ

うな目標を立てる必要があります。近年、数値目標を立てることが多くなりました。数字

ではなくても、「増加傾向に」や「減少方向に」という表現もあります。数字を目標にする

ことは、力を入れるあまり、数字がゴールでなってしまい本質を見失いやすいというデメ

リットがある反面、向かう目標が明確になることでやりがいや自信につながるメリットが

あります。 

目に見えた数字で結果を判断し、評価するのは危険であることは承知ではありますが、

伊丹市の男女共同参画施策を「実施している」だけではなく、各課が「結果を数字で出す」

努力につながることを期待します。 

 

伊丹市男女共同参画施策市民オンブード 

 高 田 昌 代 
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①市民への広報・啓発活動★ ②男女共同参画の視点に立った制度・慣行の見直し ③人権尊重の視点に立った性教
育 ④メディアにおける男女の人権の尊重 ⑤法律・制度への理解促進のための取り組み 

①学校・幼稚園・保育施設での男女平等教育などの推進★ ②男女平等の視点に立った進路指導、職業観教育★ ③
子どもの自尊感情やコミュニケーション能力を高める教育 ④教職員へのきめ細やかな研修の実施と PTA・保護者
などへの啓発 

 
①男女共同参画の視点に立った家庭教育の推進 ②男女共同参画の視点に立った社会教育の推進★ ③男女共同参
画に関する地域における学習機会の提供★ ④多様な選択を可能にする「キャリア教育」の推進 

①労働基準法、男女雇用機会均等法などの周知と定着 ②雇用の場での男女平等を推進するための啓発 ③企業のポ
ジティブ・アクションの取り組みの推進★ ④雇用の場でのセクシュアル・ハラスメント防止対策 

①昇進・昇格や職域の拡大など働く女性へのチャレンジ支援★ ②就労・再就職支援、起業支援など働きたい女性へ
のチャレンジ支援★ ③多様な働き方に対応した条件の整備 ④農業や商工業など自営業における女性の評価と、生
活の場における男女共同参加 ⑤困難を抱える若者への支援 

①保育サービス・児童くらぶなどの充実 ②「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）」に関する啓発★ ③
男性にとっての男女共同参画の推進★ ④企業における取り組みへの評価★ 

①年代や性差に応じた生涯にわたる健康の保持増進 ②妊娠や出産などに関する女性の主体的な意思決定に関する
啓発 ③母子保護の向上、母子保護の充実 ④健康を脅かす問題への配慮 ⑤医療・福祉従事者への男女共同参画に
ついての研修 

①高齢者・障がい者（児）が安心して暮らせるそれぞれへの介護環境の整備 ②介護者が安心して暮らせる環境の整
備 ③高齢者・障害者（児）の自立や社会参画への支援 ④ひとり親の家庭に対する支援 

①子育て相談体制、情報提供の充実 ②多様な子育て支援サービスの充実 ③食環境・住環境など、子育てをめぐる
生活環境への取り組み ④子ども達の居場所づくりへの取り組み ⑤子育ての不安を解消する小児医療の充実 

①配偶者等からの暴力対策の推進★ 

①児童虐待や子どもへの性犯罪を防ぐ取り組み ②高齢者虐待防止への取り組み ③学校･地域ぐるみでの安全対策
の推進 

①市民生活におけるセクシュアル・ハラスメント防止対策 ②さまざまなハラスメントに対する防止対策 ③性犯
罪・売買春・ストーカー行為などへの対策 

①さまざまな地域活動における男女共同参画の推進★ ②女性リーダーの養成とネットワークづくりへの支援★ 
③市民活動などへの育成・支援 ④防災における男女共同参画の推進★ ⑤地域における「たまり場」づくり 

①男女共同参画推進拠点機能の充実★ 

①行政委員会・審議会などの委員への女性の登用促進 ②女性職員・教員の管理職への登用促進、職域の拡大 ③仕
事と育児・介護の両立支援への率先した取り組み ④行政従事者への男女共同参画についての研修の充実 ⑤職員、
庁内組織のネットワーク化への取り組み ⑥県や近隣自治体との連携 

①推進本部を中心とした庁内の連携による推進による推進体制の充実 ②市民参画による進ちょく管理 ③市民、市
民団体、企業などとの連携と協働★ ④市民への意識・実態調査の実施と施策への反映 

①多文化共生への取り組み ②国際社会での男女共同参画に関する情報の収集と提供 ③国際交流の推進、NGO・
NPO への支援 ④地球環境保全の視点に立った認識と取り組み 

①ユニバーサルデザインの普及啓発 ②安心・安全の視点に立った都市計画の推進 ③男女共同参画の視点に立った
公共施設などの整備の推進 

１ 固定的な男女の役割分担にとらわれず、一人ひとりの人権を

尊重する教育・啓発の推進 

３ 男女共同参画を推進する生涯学習の充実 

２ 男女平等を推進する学校教育などの充実 

６ 男女の仕事と育児・介護の両立のための雇用環境の整備 

 

５ 男女の働く意欲を支え、多様かつ柔軟な働き方が選択できる

条件の整備 

４ 雇用の場での男女の均等な機会と待遇の確保への取り組み 

 

９ 安心して子どもを生み育てられる環境の整備 

 

８ 高齢者・障がい者（児）、ひとり親の家庭などが孤立せず、安

心して暮らせる環境の整備 

７ 生涯を通じた男女の心と体の健康づくり 

 

12 子どもや高齢者の安全を守る取り組みの推進 

 

11 セクシュアル・ハラスメントなどへの防止対策の推進 

 

10 配偶者・パートナーからの暴力（ドメスティック・バイオレン

ス）防止対策の推進 

15 地域の国際化と国際社会への貢献 

 

14 ユニバーサルデザインの推進による男女共同参画の環境整備 

13 市民の連携による男女共同参画の推進 

 

18 男女共同参画に向けた拠点の充実 

 

17 市の率先した取り組みの推進 

 

16 市民との協働による推進体制の確立 
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平成２４年度ヒヤリングに際しての視点 平成２４年度ヒヤリングに際しての視点 平成２４年度ヒヤリングに際しての視点 平成２４年度ヒヤリングに際しての視点 

    

    視点視点視点視点１ １ １ １ 「「「「住民住民住民住民にににに情報情報情報情報がががが届届届届いているかいているかいているかいているか」 」 」 」 

 

市民が、市の男女共同参画計画の進捗状況をチェックし市長に報告する制度が 10 年以

上続いている日本の自治体は伊丹市だけです。 

 伊丹市の平成 22 年度『男女共同参画に関する市民意識調査』によると、男女共同参画計

画の認知度は 40.3％と前回の調査（平成 16 年度）19.1％よりも大幅にアップしています

が、市民オンブードの認知度は平成 22 年度調査では 14.6％と前回調査 13.4％とほぼ横ば

いです。 

 アンケートの意見内容によると、『意識調査に協力し伊丹市が男女共同参画活動を行なっ

ている事を初めて知った』『市の取り組みや施策などが全く伝わって来ない』との意見が多

くあり全体的に情報が市民に伝わっていない事が明らかになりました。 

例年、男女共同参画週間（6 月）や暴力防止週間（11 月）の際には、市の広報紙に取り

上げられ、パネル展等が行なわれています。 

広報紙には取り上げられているものの、文字ばかりが並んでいる紙面では興味を引きに

くく、市民への啓発として視覚的に訴えるのに効果的なパネル展ですが、市役所や女性児

童センターのサロンなど、限られた場所での展示では多くの市民は目にする事はないでし

ょう。 

 男女共同参画に関するイベントは、女性児童センターで開催されますが、伊丹市を上げ

てのイベントと位置づけて、大々的に広報展開する必要があります。 

 学校教育での啓発書面配布を行なう事により、子どもだけでなくその保護者に対して情

報を発信する事ができ、地域では自治会の回覧で、まちの中では商業施設等、不特定多数

の市民が目にする場所を選ぶなど、市民が情報を知り得る環境を整える必要があります。 

 市民に対しての施策や事業が周知される事なく、行政が勝手に行ない自己満足している

現状では、税金の無駄遣いであるといわれてもいたしかたないでしょう。 

 伊丹市がトップクラスの男女共同参画推進の街になるには、市民への周知を徹底するべ

く戦略的に市民にアピールするなど、積極的な努力が必要です。 
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    視点視点視点視点２ ２ ２ ２ 「「「「子育子育子育子育てててて、、、、介護介護介護介護はははは両性両性両性両性でででで担担担担っているかっているかっているかっているか」 」 」 」 

 

伊丹市の 2010(平成 22) 年実施の「男女共同参画に関する市民意識調査」よると、子育

てに主に関わる割合は妻が 61.6％、夫婦共同が 29.1％です（無回答を除いて換算）。育児

に関わる時間は週平均で一日について「3 時間以上」の割合が、女性は 9 割、男性は約 4

割です。介護に主に関わる割合は妻が 39.4％、夫婦共同が 31.4％です（無回答を除いて換

算）。 

全国的には、平均家事時間が女性約 5 時間に対して、男性約 30 分という状況です。こ

れでは子育て、介護は両性で担っているとは言いがたい状況です。 

また、市職員（平成 23 年度の伊丹市長部局）の育児休業取得率と介護休業取得率は下

表のとおりです。 

 男性職員 女性職員 

育児休業取得率 10.5％（2/19人） 95％（18/19人） 

介護休業取得率 0％ 0％ 

「市民意識調査」では、男性の育児等の参加促進に有効と思うものについて、男女とも

に「取得しやすい職場環境の整備の推進」が 7 割で最も高く、次いで「風潮づくり」が 5

割となっています。 

市職員については、育児休業の男性の取得は平成 21 年度以前には長年ゼロでしたが、

平成 22 年度と 23 年度は 2人取得しています。変化が見られ始めました。しかし介護休業

は取得されていません。介護休業が取得しやすくなるような職場環境の整備が急がれます。 

市職員が率先して取得し、市民に対して模範となることを期待します。 

また、ワークライフバランスのとれた生活は女性にとっては勿論、男性にとっても人間

らしい生活であることが多くの人々に理解されることが重要です。女性は仕事の方に、男

性は生活の場に、より一層参加していくことが求められます。その為には、子育てと介護

を、生活の場で両性が担っていくことは重要です。それだけでなく、子育ての社会化、介

護の社会化（家族だけでなく、社会が担っていくこと）が必要です。保育所については 4

月時点での待機児童は０ですが、年度途中にも入れるような対応が必要です。また一時保

育、延長保育、病後児保育、休日保育が一部で行われていますが、ニーズに合わせて増や

す必要があります。さらに病児保育への対応も望まれます。 

介護については、全国的にみると女性が多く、女性介護者約 69.4％に対して男性介護者

30.6％です (国民生活基礎調査 2010 年厚労省)。 

 しかし、年々男性介護者は増えていて、伊丹市では、男性介護者の会「きたいの会」（会

員 10 数名）が平成 21 年に発足し、主に伊丹市社会福祉協議会が運営のサポートをしてい

ます。伊丹市「介護保険・保健福祉に関するアンケート調査報告」によると、何らかの介

護を受けている人の中で「介護サービスのヘルパー」が介護・介助をしている割合が 44.9％

で社会化が進んでいます。さらに充実することが望まれます。 
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 視点視点視点視点３ ３ ３ ３ 「「「「市市市市のののの施策施策施策施策にににに両性両性両性両性のののの意志意志意志意志がががが反映反映反映反映されているかされているかされているかされているか」  」  」  」  

 

 政策・方針決定過程への女性の参画の拡大が進むようにすることは、国の動きのひとつ

であります。また、伊丹市は、計画のなかで「女性管理職の割合」を「2016 年 20％」、審

議会等の女性の占める割合を「2016 年 40％」、「女性の占める割合が 0 の審議会等がない」

と目標を設定して取り組むようにしています。 

1. 女性職員の採用、登用 

 管理職総数は、210人中 42名、20.0％となっており、全体では徐々に男女格差が少なく

なってきています。しかし、教育委員会事務局の女性管理職の割合は 4.8％と低率です。

人事の異動の際に、考慮する必要があります。新規採用については約半数が採用されてい

ます。 

2. 女性の占める割合が 0の審議会等がない 

 審議会等の女性の登用は、審議会等数 50、うち女性委員のいる審議会数は 45であり、

図書館協議会、公務災害補償等認定委員会、伊丹市予防接種健康被害調査委員会において

は、充て職が男性であることや女性が少ない職種が委員であるなどの事情があるのは理解

できます。しかし、伊丹市が決めた目標を達成するためには、すべての職員が努力するの

は当たり前のことです。女性の視点が委員会に入ることの意味を理解し、職種改選の時期

には適切な女性委員の委任をする努力が必要です。 

3. 審議会等の女性の占める割合 

審議会等の女性の登用は、審議会等数 50、委員数 639 のうち女性委員は 204人、31.9％

（平成 24 年 4 月 1 日）であり、40％に届きません。これまでの推移をみると足踏み状態で

す。目標達成には現在の 52人の男性が女性に代わる必要があります。一昨年、モデルとな

る事例がありましたが、今年度はそのような事例の更新が見られませんでした。目標値を

達成できていない審議会等は、上記同様に、その審議会等の事情を「言い訳」にすること

なく、性別に偏ったところには、積極的な努力が必要です。 

伊丹市において、目標の 40％の半分つまり 20％に満たない審議会等は、以下のとおり

です。（かっこ内は％） 

図書館協議会（0） 

公務災害補償等認定委員会（0） 

予防接種健康被害調査委員会（0） 

監査委員(0)  

農業委員会(0)  

国民健康保険運営協議会（7.1）  

総合教育センタ 運営協議会（10.0） 

福祉対策審議会（10.5）  

防災会議（11.1）  

老人ホーム入所判定委員会（12.5） 

国民保護協議会（13.5） 

建築審査会（14.3） 

博物館協議会（14.3） 

公設卸売市場運営委員会（16.7） 

固定資産評価審査委員会（16.7） 
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基本目標Ⅰ 男女共同参画への意識づくり 
 

基本目標Ⅰ 男女共同参画への意識づくり 基本目標Ⅰ 男女共同参画への意識づくり 基本目標Ⅰ 男女共同参画への意識づくり 基本目標Ⅰ 男女共同参画への意識づくり 

 

 昨年度（平成 23(2011)年度）は伊丹市男女共同参画計画の見直しが行われました。 

 平成 22(2010)年に実施された「男女共同参画に関する市民意識調査」の結果を見ると、

本市においては性別による固定的な役割分担意識が根強く残っている（全国調査より女性

で 13.3ポイント、男性で 20.5 ポイント高い）ほか、雇用や社会の慣習・しきたり、家庭

生活など様々な分野で『男性が優遇されている』と感じている市民の割合が高くなってい

ます。 

今年度（平成 24(2012)年度）より男女共同参画推進委員会が設置されました。以前から

指摘されているように市民レベルでの推進が大きな課題です。 

 男女共同参画に関する認識を深め、定着させるための広報・啓発活動をより積極的に展

開する必要があります。 

 

【固定的な男女の役割分担にとらわれず、一人ひとりの人権を尊重する教育・啓発の

推進】 

●市民への広報・啓発活動 

（広報課）ＰＴＡ広報担当者向けの出前講座では『男女平等に関する表現指針』に基づい

て、男女平等に関する表現方法の説明を加えました。『刊行物等作成にあたっての男女平等

に関する表現指針』の一部を抜粋した別資料を用意し、男女平等に関する表現指針の内容

充実に努めています。 

・平成 24(2012)年 5月 21 日＝総合教育センターで実施（小・中合同 120人参加） 

＊『広報伊丹』毎月１日号の相談窓口案内だけではなく、広報欄外（下の部分）にＤＶ相

談のインフォメーションをしてはどうでしょうか？ ＤＶ被害者にとって常に情報が届く

状態でないと被害を防ぐ事が難しくなります。 

●メディアにおける男女の人権の尊重） 

（女性・児童センター）『コマーシャルに見る女と男』（H23.10.30）を実施しました。 

（同和・人権推進課）（人権教育室）インターネット等様々なメディアにおける性の商品化

について、実態把握に努め防止に向けた啓発を行うため、平成 23(2011)年度よりインター

ネットのモニタリングを実施しました。  

・市職員を対象に月１回人権啓発センターにて実施。・H23 年度は中学校教諭 8名受講 

・H24 年度は小学校、特別支援学校教諭 18 名受講 

・昨年 10 月には『伊丹市人権教育・啓発推進白書』を作成しましたが、初めての取り組み

であったため、計画的に推進することが出来なかったとのことです。白書の内容が多くの

市民に届くよう啓発方法が、今後の課題です。 

●法律・制度への理解促進のための取り組み 

（同和・人権推進課）女性弁護士による法律相談を女性・児童センターで実施。相談日は

毎月第４木曜 13:00 16:00（６コマ）但し、一部土曜に実施月あり。 
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基本目標Ⅰ 男女共同参画への意識づくり 
 

・年間相談件数は 61件（予約件数は 82件） 

＊コマ数が少ないので、今後増やせるか検討していただきたい。 

 

【男女平等を推進する学校教育などの充実】  

 伊丹市においては『男女共生教育基本方針』に基づき 1998（平成 10）年より男女共生教

育を進めています。2009(平成 21)年に『伊丹市男女共生教育基本方針（伊丹市男女共生教

育ハンドブック）』を改定し、男女共生教育の一層の推進を図りました。また、2010(平成

22)年 7月『新保育の道しるべ』の基本方針に、男女共同参画の理念が明記されました。 

 人権担当者会や研修においても、男女共生教育を中心においています。また、人権尊重

と男女平等を推進する視点から、子どもの自尊感情とコミュニケーション力を養う教育が

推進されています。 

●学校・幼稚園・保育所での男女平等教育の推進 

 平成 24(2012)年度新規採用男性保育士は 1名で、全体で男性保育士は正規職員６名、臨

時職員２名になりました。 

 男性を積極的に採用するため、ホームページに男性保育士を掲載したところ、反響が大

きく男性受験者が増えました。 

●男女平等の視点に立った進路指導、職業観教育 

 中学校では進路学習ノートの活用を通して、固定的な役割分担にとらわれず、個々の興

味・関心や適性に応じた進路選択ができるように進路指導やキャリア教育が行われていま

す。 

 『トライやる・ウィーク』における活動事業所の選択にあたっては、男女の固定的な役

割分担にとらわれず、生徒一人ひとりが主体的に自らの興味・関心に応じた事業所の選択

が行えるように指導が行われています。 

●教職員へのきめ細やかな研修の実施 

（学校指導課）（総合教育センター）『伊丹市男女共生教育ハンドブック』を各学校園にお

いて活用し、男女共生教育を進めています。中学校道徳教育担当者会や人権教育担当者会

において、各校の取り組み状況の情報交換や、人権教育研修会において男女共生教育を視

点においた研修が行われています。 

●ＰＴＡ・保護者などへの啓発 

就学時健康診断、学校説明会、学童保育についての説明会も全て平日の午後に行われて

います。働く親はその日のために、仕事を休まなければなりません。オープンスクールや

入学前説明会には、以前に比べ父親の参加が増えています。働く親にとって参加しやすい

よう、土・日曜日に実施できるように検討願います。 

 子どもを取り巻く大人も男女共同参画の理念を理解し、意識を高めることが大切ですが、

残念ながら学校での取り組みが保護者にはあまり伝わっていないようです。学校園での日

常の取り組みを、入学前説明会等で直接保護者に伝える機会を設けていただき、意識の浸

透、啓発に一層努力していただきたい。 

・学校園での日常の取り組みについて 
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基本目標Ⅰ 男女共同参画への意識づくり 
 

幼稚園・・・性別で色分けしないよう配慮しています。 

 小学校・・・男女混合名簿、男女共に『さん』づけで呼ぶようにしています。 

 中学校・・・男女混合名簿の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              女性・児童センターでの講座の様子 

＜成果目標と現状＞    

項目 計画当初 現状 
成果目標 

（H28 年度） 

市民意識調査における「伊丹市男女共同参画計画」の認知度 
40.3% 

(H22 年度） 
- 

60% 

（次回調査

時） 

保健教育の授業参観を行った学校数 
15 校 

(H22 年度） 

16 校 

(H23 年度） 
20 校 

女性・児童センターの年間利用者数 
129,246 人 

(H22 年度） 

135,542 人 

（H23 年度） 
130,000 人 

女性・児童センター（働く女性の家・女性交流サロン）講座等参加者数 
3,406 人 

(H22 年度） 

3,919 人 

(H23 年度） 
4,000 人 

男女共同参画関係まちづくり出前講座実施回数 
4 回 

(H22 年度） 

4 回 

(H23 年度） 
10 回 
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基本目標Ⅰ　男女共同参画への意識づくり

基本目標Ⅰ　男女共同参画への意識づくり　基本目標Ⅰ　男女共同参画への意識づくり　基本目標Ⅰ　男女共同参画への意識づくり　基本目標Ⅰ　男女共同参画への意識づくり　 【【【【主要事業一覧主要事業一覧主要事業一覧主要事業一覧】】】】

番号及び番号及び番号及び番号及び
具体的施策具体的施策具体的施策具体的施策

担担担担
当当当当
課課課課

市行政評価市行政評価市行政評価市行政評価
における事における事における事における事
務事業コー務事業コー務事業コー務事業コー
ド及び事務ド及び事務ド及び事務ド及び事務
事業名事業名事業名事業名

平成23年度の主な取り組み及び成果 課題及び改善内容平成23年度の主な取り組み及び成果 課題及び改善内容平成23年度の主な取り組み及び成果 課題及び改善内容平成23年度の主な取り組み及び成果 課題及び改善内容

①市民への広報・啓発活動①市民への広報・啓発活動①市民への広報・啓発活動①市民への広報・啓発活動

広
報
課

①｢広報伊丹」への掲載
・23年6月15日号の特集面で「男女共同参画週間」「市民オン
ブード決まる」
・同9月1日号「男女共同参画社会づくり総理大臣賞に高島進
子さんが受賞」
・同11月15日号「市民オンブードによる報告書提出」
・24年２月15日号で「いたみミモザの日」
・同3月15日号「男女共同参画推進事業所表彰」－－他。
②市広報番組「伊丹だより」
・23年6月20日号＝男女共同参画施策市民オンブードがゲス
ト出演
・24年1月30日号＝「男女（ひとりひとり）が対等で共に輝くま
ち伊丹を～女性・児童センター」と題し、女性のための相談事
業なども紹介。気軽に施設を利用してもらえるような番組作成
に努めた。

「広報伊丹」をはじめ、昨年度から運用開始
したデータ放送などの広報媒体を活用し、よ
りわかりやすく、市民参画を呼び掛けるような
情報発信を心掛ける。

同
和
・
人
権
推
進
課

(921305)
男女共同
参画情報
紙発行事
業

①広報伊丹への掲載（広報課参照）
②市広報番組「伊丹だより」（広報課参照）
③公募した市民編集委員の企画・編集による男女共同参画
情報紙「com-com」を２号・計4,000部発行。「スウェーデンに
学ぶ Work-Life Balance」及び「結婚前と後の変化～出産
後、妻が夫に求めているもの」を特集し、一部記事は伊丹商
工会議所「会議所ジャーナル」にも転載した。
④女性・児童センター事業「ぐるっと一日だんじょきょうどうさん
かく」「ミモザの日」等のイベント周知と啓発をＦＭいたみにて
行い、幅広い層に男女共同参画事業及び拠点施設としての
女性・児童センターを知らせることができた。

①②引き続き、広報課との連携で積極的な広
報活動に努めたい。
③「com-com」も継続実施する。多くの市民に
読んでもらえるよう発行部数や配布場所等を
工夫する。

同
和
・
人
権
推
進
課

(921307)
女性・児
童セン
ター管理
運営

①女性交流サロン情報コーナーの充実を図るため、男女共
同参画の視点で厳選した図書を購入。23年度は仕事、心理
に関連する本を中心に各分類に即して充実させることができ
た。その他、制度に関する専門分野についての資料も購入す
ることができた。また、視聴覚資料の充実を図っていくために
上映権付きＤＶＤを4本購入した。
・購入＝図書（ソロプチ文庫含む）80冊、雑誌34冊、ＤＶＤ4本
・寄贈＝図書11冊、雑誌12冊
・貸出＝図書834冊　雑誌110冊　ＤＶＤ4本
・貸出の多い分類は、「心理」「家族」「こども」となっている。
②センター通信「ハート・メール」を年４回、各2,000部発行し、
情報発信を行った。

①引き続き、男女共同参画に関する図書等
の充実を図っていくとともに、他施設の情報
や行政資料のファイリング、情報相談に関連
する資料の充実を図っていきたい。
・「本の企画展」、本の展示の開催
・講座等における図書リストの作成配布
・情報相談における資料の提供
・各分野における多様なニーズに合わせた資
料の充実

図
書
館

平成23年度の男女共同参画関連図書購入実績＝冊数47
冊。金額82,870円

男女共同参画を正面から捉えた新刊本は
数少なく、利用者からの要望も少ないが、男
女共同参画の視点を持った書籍を幅広く収
集する。

人
権
教
育
室

(921108)
視聴覚教
材貸出事
務

研修ビデオ７本新刊２６冊を新規購入。書籍の内DVについ
て考える場面のある「よくわかるＤＶ被害者への理解と支援」と
職場における男女共同参画について考えることができる「女
性を生かす会社の法則」により充実を図った。また、教材目録
を関係機関に配布して積極的な活用について啓発した。
・平成23年度貸出数９件

視聴覚教材目録の活用及び周知について
工夫が必要である。目録の送付については、
担当者会等を通じて説明を加えたうえで、配
布する。
利用者のニーズに対応した教材の選択及
び貸し出しの一元化の工夫が課題。

【基本課題１】固定的な男女の役割分担にとらわれず、一人ひとりの人権を尊重する教育・啓発の推進

1-1-11-1-11-1-11-1-1
広報紙、情報
紙 、 イ ン タ ー
ネット、テレビ、
ラジオなど様々
な媒体を活用
し、本計画の周
知や男女共同
参画への理解
を深める広報・
啓発を行う

1-1-21-1-21-1-21-1-2
男女共同参画
に関する図書
や視聴覚資料
の充実を図る
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基本目標Ⅰ　男女共同参画への意識づくり

人
権
啓
発
セ
ン
ター

(921112)
人権文化
市民講
座・啓発
事業
(921117)
地域に学
ぶ体験学
習支援事
業

①人権啓発パネル展では「部落問題を考える」・「命と性を考
える」をテーマに、部落問題をはじめ、女性の人権、性的少数
者への差別などを取り上げ、広く市民に啓発した。（来場者
数：1,197名）

②中学生ジョイントクラブでは、「性」を学習テーマに設定し、
多様な性（同性愛や性同一性障害など）や思春期のこころや
からだについての講話を聞くことにより、性に対する理解を深
めることができた。

引き続き、男女共同参画の視点を入れた啓
発事業を実施する。

人
権
教
育
室

(921104)
「伊丹市
人権教
育・啓発
推進に関
する基本
方針」の
推進

①「伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針」に基づ
き、女性の人権について教育・啓発を推進。「伊丹市人権教
育・啓発推進白書」として平成23年１０月に作成し、市長を本
部長とする伊丹市人権教育・啓発推進本部および伊丹市人
権啓発推進委員会（各小学校区より２名選出、34名中女性8
名）において報告した。
②同和・人権推進課との連携により各イベントで互いの取り組
みにおけるリーフレット配布や講師選定にあたっての情報を
共有するなど連携した取り組みができた。

①「白書」作成については、初めての取り組
みであったため、計画的に推進することがで
きなかった。今後、その内容が多くの市民に
届くよう啓発方法を工夫する必要がある。
②伊同教男女共生部会が活性化すれば、年
3万部発行している「ひかり」に男女共同参画
の記事掲載ができる可能性がある。

②男女共同参画の視点に立った制度・慣行の見直し②男女共同参画の視点に立った制度・慣行の見直し②男女共同参画の視点に立った制度・慣行の見直し②男女共同参画の視点に立った制度・慣行の見直し
1-2-41-2-41-2-41-2-4
地域や職場な
どにおける慣行
のうち、男女で
活動選択にお
いて中立的でな
いものについ
て、広くその見
直しを呼びかけ
る

同
和
・
人
権

推
進
課

まちづくり出前講座（４回実施）や伊丹市男女共同参画計画
中間見直し作業に当たっての意見交換会等において、平成
22年度に実施した「市民意識調査」結果をもとに、市民の間
に根強く残る固定的な男女の役割分担意識の見直しを呼び
かけた。

男女共同参画委員会他、引き続き様々な
機会を通じて呼びかけを行っていきたい。

③人権尊重の視点に立った性教育③人権尊重の視点に立った性教育③人権尊重の視点に立った性教育③人権尊重の視点に立った性教育
1-3-51-3-51-3-51-3-5
児童･生徒の発
達段階をふまえ
ながら体系的な
性教育の充実
を図るとともに、
授業参観などを
通じて、保護者
への啓発を行う

保
健
体
育
課

性教育について、児童生徒の発達段階と、学習指導要領に
準拠した、カリキュラムを検討し各校において推進した。これ
により、男女の特性を発育面などから学ぶとともに、男女が互
いに尊重する態度を育成することに効果があった。また、授
業参観などを実施することにより、保護者への啓発活動も
行った。

引き続き、各校の実態を踏まえたカリキュラ
ムの検討を行い、教育的ニーズに応じた性教
育の充実を図る。

④メディアにおける男女の人権の尊重④メディアにおける男女の人権の尊重④メディアにおける男女の人権の尊重④メディアにおける男女の人権の尊重

広
報
課

①「男女平等に関する表現指針」に基づいて広報紙発行等
を行っているため、課内研修で取り上げるなど職員の資質向
上につなげた
②例年実施しているPTA広報担当者向けの出前講座で、男
女平等に関する表現方法の説明を加えた。
・平成23年5月・110人（全員女性）。

24年度のPTA広報担当者向けの出前講座
では、新たに「刊行物等作成にあたっての男
女平等に関する表現指針」の一部を抜粋した
別資料を用意し、男女平等に関する表現指
針の内容充実に努める。

同
和
・
人
権

推
進
課

①同和・人権推進課や女性・児童センターの発行するもの
は、「指針」に則った適切な表現に心がけた。
②他課の依頼でチラシ、パンフレット等の表現について「指
針」に沿ったアドバイスを行った。

今後とも「指針」に則った適切な表現を行
う。「指針」は平成20年に改定後、５年を経過
するので、改訂に向けて課題を整理する。

同
和
・
人
権
推
進
課

(921307)
女性・児
童セン
ター管理
運営

①はじめての男女共同参画の講座において「CMから見る女
と男」と題しメディアにおける男女共同参画をはじめ、男女共
同参画の視点でCMを検証していく実践的な事業を行った。
参加者からは、何気なく見ているCMから固定的役割分担に
対するメッセージが組み込まれていることを知ったという感想
が得られた。
②学校教育におけるジェンダーの講座では、アンケート調査
から見る子どもが考える男女観から見えてくることを保育サ
ポーター会員を中心に学び、子育て支援に関わる人たちに
対しての学びを持つことができた。
③情報活用講座（IT編）やパソコンヘルプデスク、編集員養
成講座においても表現やインターネットにおけるリテラシーの
学びを実施した。

①メディアにおける様々な分野でのリテラ
シー学習の必要性があることから24年度は言
語におけるリテラシー学習を予定している。
②継続して実施していく事業等は、
・講座の実施（情報活用講座、パソコンヘル
プデスク、リテラシー講座等）
・情報相談における表現指針の周知
・リテラシー関連資料の充実
・研究団体、活動団体とのネットワークづくり

1-4-71-4-71-4-71-4-7
学校教育や生
涯学習の機会
を通じて、メディ
ア･リテラシー向
上のための学
習・研修機会を
提供する

1-1-31-1-31-1-31-1-3
「伊丹市人権教
育・啓発推進に
関する基本方
針」に基づき、
男女の人権の
尊重について
教育･啓発を行
う

1-4-61-4-61-4-61-4-6
市の行政文書
や広報番組の
放送は、市の
「男女平等に関
する表現指針」
に則って行うよ
う努める。また、
必要に応じて同
指針の見直しを
行う
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基本目標Ⅰ　男女共同参画への意識づくり

人
権
啓
発

セ
ン
ター

(921111)
人権文化
市民講
座・啓発
事業

初心者・初級者向けのパソコン教室を年５回実施。また、実
施するにあたり、インターネットによる人権侵害や個人情報の
保護についてもふれている。
また、パソコン操作についての疑問にこたえるパソコンヘル
プデスクを今年度から年３回実施した。

引き続き、人権を視点に入れたパソコン教
室を実施する。

学
校

指
導
課

中学校技術・家庭科担当者会で、情報通信ネットワーク及
び情報モラルについての研修を行い、中学校技術・家庭科に
おいて、男女に関わりなくＩＣＴ機器の適正な活用の仕方につ
いて学習指導をした。

学校において引き続き、男女に関わりなく、
ＩＣＴ機器の活用について学習する機会を提
供する。

総
合
教
育
セ
ン
ター

(210402)
情報教育
推進事業

情報教育研修会、システム管理担当者会、学校園別コン
ピュータ研修会、出前講座等において、携帯電話、ブログ、
プロフ、ツイッターなど新たなメディアとのつきあい方につい
て、教員等が児童生徒に指導できるよう、研修を実施したこと
で、研修が学校園や家庭･地域で「ネットいじめ」等の未然防
止につながるメディア･リテラシー向上に資する学習機会を提
供することにつながった。

ネット利用に係るトラブルが複雑化する中、
被害者にも加害者にもならないメディア・リテ
ラシーを児童生徒に指導できるよう、教員の
スキルを高めていく。

公
民
館

(231105)
講座等生
涯学習活
動支援事
業

　パソコン相談室を実施。
・市民ボランティアスタッフがパソコン操作についての疑問に
こたえる。気軽に参加できる相談窓口として、市民に好評であ
る。年間22回開催。延べ195人参加（男女比は、おおよそ7：
5）。

気軽に参加できる貴重な相談窓口として継
続していきたい。

同
和
・
人
権
推
進
課

(921307)
女性・児
童セン
ター管理
運営
(921110)
インター
ネット掲示
板モニタリ
ング

①幼児期の性教育事業において命の大切さと自分自身のカ
ラダを大切にすることを親子で学ぶことでメディアにおける性
の商品化に敏感な視点を持つことへの学びを実施した。
・「いのちのおはなし」全3回　親子延べ98名参加。

②伊丹市、伊丹市民に関するインターネット掲示板上の表現
をモニタリングを行った。年間12回実施

①メディアにおける性の表現の実態に関する
資料の充実とともに、性の話を子どもに伝え
ていくために大人対象のセクシャリティに関す
る事業を24年度は実施する予定である。
継続して実施していく事業等は、
・講座の実施（いのちのおはなし、性の話をし
よう等）
・情報相談におけるリテラシーの周知
・性に関するリテラシー関連資料の充実
・研究団体、活動団体とのネットワークづくり
②「性の商品化」につながる書き込みは発見
されなかったが、引き続き、把握に努める。

人
権
教
育
室

(921101)
インター
ネット掲示
板モニタリ
ング

①「伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針」に基づ
き、取り組みを推進する。
②市職員を対象に月1回人権啓発センターにおいてインター
ネット掲示板モニタリング研修会を開催した。特に夏季休業中
に中学校教員を対象に研修会を開催した。

小･中学校教員の研修会を計画していた
が、中学校教員を対象としたモニタリング研
修のみとなった。
今後も市長部局と教育委員会が協力してモ
ニタリング研修を行う。また、小学校教員や保
育士、幼稚園教諭を対象とした研修を行い、
取り組みを充実させる。

少
年
愛
護
セ
ン
ター

(213105)
青少年健
全育成・
環境浄化
事業
(213106)
青少年健
全育成関
係広報啓
発事業

①市内１６カ所に白ポストを設置し、有害図書類を12,390冊回
収した。毎月の回収状況を少年補導委員に報告し、協力を
依頼している。
②青少年を守り育てる県民スクラム運動に協力し、環境実態
調査を少年補導委員の協力のもと11月～12月にかけて市内
全域で実施し図書販類売店、ビデオレンタル店、カラオケハ
ウス、がん具取扱店、インターネット・まんが喫茶、携帯電話
ショップを訪問し、県の青少年愛護条例が遵守されているか
を確認、指導をおこなった。
③県の作成したフィルタリング啓発パンフレットを愛護補導連
絡会、学校補導連絡会で、参加者に配布し、フィルタリングの
推進を図った。

③スマートフォンの普及により、携帯電話へ
のフィルタリングの徹底が困難になってきてい
る。

⑤法律・制度への理解促進のための取り組み⑤法律・制度への理解促進のための取り組み⑤法律・制度への理解促進のための取り組み⑤法律・制度への理解促進のための取り組み
1-5-91-5-91-5-91-5-9
女性の権利や
男女共同参画
に関連の深い
法律や制度に
ついて、啓発資
料の整備や学
習機会の提供
を行う

同
和
・

人
権
推
進
課

(921307)
女性・児
童セン
ター管理
運営

働く場における社会保険制度や権利などについて学ぶ講
座「働く」を実施。それに伴って関連図書を充実させたことで
講座で学んだことをさらに深める機会を提供できた。
・参加者数33人（３回）

講座終了後、修了生同士の学び合いがみ
られたことは、事業成果といえる。
様々な分野におけ女性の権利について学
ぶ機会を実施していく必要性から、24年度
は、弁護士による法律講座を実施する予定で
ある。

1-4-81-4-81-4-81-4-8
インターネット等
様々なメディア
における性の商
品化について、
実態の把握に
努め、防止に向
けた啓発を行う
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基本目標Ⅰ　男女共同参画への意識づくり

1-5-101-5-101-5-101-5-10
女性のための
法律相談を実
施する。相談弁
護士は男女共
同参画の視点
を踏まえて選定
する

同
和
・

人
権
推
進
課

(921306)
女性のた
めの法律
相談

女性弁護士による法律相談を女性・児童センターで実施。
相談日は毎月第４木曜13：00～16：00（６コマ）。ただし、一部
土曜に実施月あり。
・年間相談件数は６１件。（予約件数は８２件）
・主な相談内容は離婚に伴う慰謝料や財産分与、親権、養育
費など

継続実施する。法テラス等関係機関の紹介
や連携に努める。

　【基本課題２】男女平等を推進する学校教育などの充実

番号及び番号及び番号及び番号及び
具体的施策具体的施策具体的施策具体的施策

担担担担
当当当当
課課課課

市行政評価市行政評価市行政評価市行政評価
における事における事における事における事
務事業コー務事業コー務事業コー務事業コー
ド及び事務ド及び事務ド及び事務ド及び事務
事業名事業名事業名事業名

平成23年度の主な取り組み及び成果 課題及び改善内容平成23年度の主な取り組み及び成果 課題及び改善内容平成23年度の主な取り組み及び成果 課題及び改善内容平成23年度の主な取り組み及び成果 課題及び改善内容

①学校・幼稚園・保育所での男女平等教育の推進①学校・幼稚園・保育所での男女平等教育の推進①学校・幼稚園・保育所での男女平等教育の推進①学校・幼稚園・保育所での男女平等教育の推進
2-1-12-1-12-1-12-1-1
「男女共生教育
基本方針」に基
づき、指導方法
の研究や教材
の点検、作成な
どに取り組み、
男女共生教育
の推進を図る

学
校
指
導
課

小・中・特別支援学校人権教育担当者会及び人権教育研
修会を実施。
「伊丹市男女共生教育基本方針」のもと、「伊丹市男女共生
教育ハンドブック」を各学校園において活用し、男女共生教
育をすすめていくとともに、中学校道徳担当者会や人権教育
担当者会において各校の取り組み状況等の情報交換を行っ
たり、人権教育研修会において男女共生教育を視点におい
た研修を行った。

引き続き、道徳の時間や各教科等におい
て、男女共生教育の視点に立った指導方法
の研究や教材の点検、作成などに取り組み、
男女共生教育の推進を図る。

2-1-22-1-22-1-22-1-2
「新保育の道し
るべ 」 に基づ
き、男女平等の
保育を推進する

保
育
課

(211214)
公立保育
所通常保
育事業
(211215)
私立保育
所通常保
育事業委
託等事業

｢保育所保育指針」の配慮事項として「子どもの性差や個人
差にも留意しつつ、性別などによる固定的な意識を植え付け
ることがないように配慮すること」と記されており、園内研修や
公開保育、職場人権研修を行なうことにより職員の意識向上
を図った。

引き続き、あらゆる場で男女平等の視点を
もって保育が進められるように計画的に保育
に取り組み、意識を高めるよう努める。

②男女平等の視点に立った進路指導・職業観教育②男女平等の視点に立った進路指導・職業観教育②男女平等の視点に立った進路指導・職業観教育②男女平等の視点に立った進路指導・職業観教育
2-2-32-2-32-2-32-2-3
固定的な男女
の役割分担にと
らわれず主体的
に進路の選択
ができるよう、進
路指導の充実
やキャリア教育
の推進に努める

学
校
指
導
課

中学校進路学習ノート（１・２年生用）改訂委員会及び進路
指導担当者会（3年生用）
・進路学習ノートの効果的な活用を通して、固定的な男女の
役割分担にとらわれず、個々の適性に応じた進路選択ができ
るよう、中学3年間の継続的な進路指導およびキャリア教育を
行った。

引き続き、実態に即した進路学習ノートの
改訂を行うとともに、効果的な活用法の研究
を行う。

2-2-42-2-42-2-42-2-4
「 ト ラ イ ・ や る
ウィーク」におけ
る活動事業所
の選択にあたっ
ては、男女の固
定的な役割分
担に と ら われ
ず、生徒の主体
性を尊重した選
択が行えるよう
留意する

学
校
指
導
課

「トライやる・ウィーク」推進事業や進路学習ノートを活用しな
がら、生徒一人ひとりが主体的に自らの興味・関心に応じた
事業所の選択ができる力を養うとともに社会のルールやマ
ナー等を学べている。

引き続き、男女の固定的な役割分担にとら
われず、生徒一人ひとりの適性・見通しをもっ
た事業所選択が行えるよう計画的に指導を行
う。
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基本目標Ⅰ　男女共同参画への意識づくり

2-2-52-2-52-2-52-2-5
高校において、
インターンシッ
プなどの取り組
みにより生徒の
職業意識を高
める

学
校
指
導
課

総合的な学習の時間において、 自分は将来どんな人間に
なりたいのか、また、「仕事」や「働くことの意義」について、考
える機会になった。

引き続き、卒業生や職業人等による講話、
職業調べ学習や発表会を実施し、インターン
シップの効果を高めるよう努める。

③子どもの自尊感情やコミュニケーション能力を高める教育③子どもの自尊感情やコミュニケーション能力を高める教育③子どもの自尊感情やコミュニケーション能力を高める教育③子どもの自尊感情やコミュニケーション能力を高める教育
2-3-62-3-62-3-62-3-6
子どもの自尊感
情の育成や暴
力によらないコ
ミュニケーション
能力の向上に
ついて取り組む

学
校
指
導
課

道徳の時間及び教科等において、自尊感情を高める授業
を行った。また、小学校では「ことば科」、中学校では「グロー
バルコミュニケーション科」を市独自教科として設定し、児童
生徒のコミュニケーション能力の向上や自己表現力の育成に
努めた。

引き続き、各教科等において、人と人とのふ
れあいを大切にしたコミュニケーション能力の
育成を図る。

④教職員へのきめ細やかな研修の実施とＰＴＡ・保護者などへの啓発④教職員へのきめ細やかな研修の実施とＰＴＡ・保護者などへの啓発④教職員へのきめ細やかな研修の実施とＰＴＡ・保護者などへの啓発④教職員へのきめ細やかな研修の実施とＰＴＡ・保護者などへの啓発

保
育
課

(211214)
公立保育
所通常保
育事業
(211215)
私立保育
所通常保
育事業委
託等事業

①人権研修「子ども一人ひとりを大切にするために考えられる
事は」実施。
・公私立保育所および認可外保施設の職員を対象
・伊丹市人権教育指導員を講師にグループ学習と講話を実
施し、日頃の保育内容を見直す機会となった
・参加者数は公私立保育所（園）からは２４８人、認可外保育
所からは5人
②伊同教の研究集会（就学前部会）に参加

引き続き人権研修を実施し、研修を通して
人権意識を上げていく。

総
合
教
育

セ
ン
ター

(211608)
人権教育
研修会推
進事業

　人権教育研修会実施。
・児童虐待の防止及び対応について
・講師は関西国際大学教育学部教育福祉学科・濱田格子さ
ん。
・虐待の早期発見、早期対応のために、日々の子どもの観
察、子どもや保護者との関係づくり、学校園内での円滑なコ
ミュニケーションが重要である事を学んだ

男女共生の視点を交えた内容で教職員対
象の研修を継続的に実施する。

2-4-82-4-82-4-82-4-8
職務分担などが
男女の固定的
な役割分担によ
らないよう働き
かけるとともに、
学校運営に男
女共同参画の
視点が生かされ
るよう教職員の
意識改革を図る

職
員
課

校園長会において校務分掌に男女の区別や差がないよう
に周知した。また、各校園の校務分掌の決定において、男女
の性差に関係なく適材適所に留意した配置を行い、職場をよ
り活性化させるよう校園長に指導した。

各校園において、各々の実態や、業務遂行
の効率を考慮し、男女の性差に偏ることなく、
より適材適所の配置に努めていく。

保
育
課

(211214)
公立保育
所通常保
育事業
(211215)
私立保育
所通常保
育事業委
託等事業

園便りや掲示物の内容は、固定概念にとらわれない観点で
表現するよう配慮し、参観や懇談会などでは保育や保育士の
関わり方を通して、自然な形で意識の浸透を図っている。（平
成２４年度新規採用男性保育士は１名で、全体で男性保育士
は正職６名、臨職２名）

固定概念にとらわれない保育の充実に努め
ていく。

学
校
指
導
課

学校園での日常の取り組みを、学校園だよりやホームペー
ジ等により保護者や地域に情報発信するとともに、オープンス
クールや授業参観、行事等をとおして取り組みを公開した。

引き続き、学校園だよりやホームページ等
をとおして、男女共生教育や男女共生参画を
推進する取り組みの状況を保護者に知らせる
ことにより、意識の啓発に努める。

2-4-102-4-102-4-102-4-10
多くの保護者が
参加しやすい
PTA活動となる
よう働きかける
など、ＰＴＡ活動
に男女共同参
画の視点が生
かされるよう啓
発する

社
会
教
育
課

(230608）
ＰＴＡ関係
家庭教育
推進事業

①男女共同参画の基本方針を伝えるとともに、団体での事業
形態に合わせた啓発活動を促した。
ＰＴＡ連合会で実施している広報セミナーにおいて、男女共
同参画の視点も含み講義を実施するよう働きかけた。
②PTA連合会の会合や事業では、保護者が参加しやすい時
間帯を設定する等、配慮をするよう働きかけた。
・理事会等の会議は児童・生徒の就学時間や未就学児の保
育時間を考慮して午前中の開催が多くなり、出席率も高い。
会議の内容やメンバーの事情に合わせ、時間帯等の配慮を
行っている。
・単位ＰＴＡの会議等については、フルタイムで働く会員等の
各々の事情を汲んだ実施方法を検討している。

①男女共同参画講座情報・イベント情報の紹
介を行う。また、会議や会合の場を通して、男
女共同参画の視点を多くの方に広める。
②今年度も引き続き参加しやすい時間帯の
会合を促す。

2-4-72-4-72-4-72-4-7
教職員や保育
士に対して、男
女共生教育や
男女共同参画
についての研
修や啓発を実
施するとともに、
手法などを工夫
し、研修内容の
充実を図る

2-4-92-4-92-4-92-4-9
学校園、保育施
設での男女共
生教育や男女
共同参画を推
進する取り組み
の状況を、参観
や懇談会、保護
者だよりなどを
通じて保護者に
知らせ、意識の
浸透を図る
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基本目標Ⅰ　男女共同参画への意識づくり

　【基本課題３】男女共同参画を推進する生涯学習の充実

番号及び番号及び番号及び番号及び
具体的施策具体的施策具体的施策具体的施策

担担担担
当当当当
課課課課

市行政評価市行政評価市行政評価市行政評価
における事における事における事における事
務事業コー務事業コー務事業コー務事業コー
ド及び事務ド及び事務ド及び事務ド及び事務
事業名事業名事業名事業名

平成23年度の主な取り組み及び成果 課題及び改善内容平成23年度の主な取り組み及び成果 課題及び改善内容平成23年度の主な取り組み及び成果 課題及び改善内容平成23年度の主な取り組み及び成果 課題及び改善内容

①男女共同参画の視点に立った家庭教育の推進①男女共同参画の視点に立った家庭教育の推進①男女共同参画の視点に立った家庭教育の推進①男女共同参画の視点に立った家庭教育の推進
3-1-13-1-13-1-13-1-1
世代を超えた市
民・地域ぐるみ
での家庭教育
を支援する

家
庭
教
育
課

(213102)家
庭・子ども
支援地域
ネットワーク
事業（すこ
やかネット
事業）

各ネットごとに「あいさつ一声運動」「早寝・早起き・朝ごは
ん」運動などの「共同実践事業」及び地域における「交流連携
事業」を実施。参加者41,181人

　交流連携事業の充実及びネット間の連携。

家
庭
教
育
課

(212102)
草の根家
庭教育推
進事業

　父親の子育てを促す内容を取り入れた家庭教育パンフ
レットを作成し、４カ月健診時に保護者へ配布し、啓発
を図った。
①４カ月健診時＝月2回、延べ２４回。参加者数1,914
人。家庭教育ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ「子どもは社会の宝です」の配布
とビデオ「新米ママ＆パパに贈るﾒｯｾｰｼﾞ」上映
②3歳児健診時＝月2回、延べ24回。参加者数1,895人。
「3歳児からの家庭教育のしおり」の配布。
③就学前＝小学校1日入学時。参加者数3,726人（保護者
の児童）。配布資料「家族っていいな！」。腹話術で基
本的な生活習慣の大切さや親としての在り方を考える機
会とする。
④思春期＝中学校入学説明会時。参加者数1,899人。配
布資料「どんと来い思春期！」「思春期の心理と行
動」。講話内容「思春期の心理と親の対応」
　パンフレットの配布については一人ひとりに声をかけ
ながら手渡しをし、家庭教育の啓発を行なっている。

　パンフレットの内容の充実。

家
庭
教
育
課

(212108)
家庭教育
講演会

市民一人ひとりが、ワークライフバランスへの理解を深めると
ともに、家族の絆と家庭教育について考える機会となるよう、
子育て期の市民や事業主を対象とした講演会を開催し、約
700人が参加した。

　２３年度のみの事業。

②男女共同参画の視点に立った社会教育の推進②男女共同参画の視点に立った社会教育の推進②男女共同参画の視点に立った社会教育の推進②男女共同参画の視点に立った社会教育の推進

同
和
・
人
権

推
進
課

(921307)
女性・児
童セン
ター管理
運営

女性交流サロン主催事業、他市で実施する講座情報を配
架、ファイリングし、利用者に幅広く提供し、必要に応じて情
報相談を実施した。また、全事業において男女共同参画関
連情報の提供することで、来館者が情報、相談、事業のどの
窓口から入ってきても男女共同参画の理念を学べるように拠
点施設としての機能を充実させた。
　23年度は他施設への図書の貸し出し、選定も実施した。

市民に対してはもちろんのこと、団体への情
報提供をしていくことで包括的、多角的に取
り組んでいくことができることから様々な団体
とのネットワークをつなげていく仕組みづくり
を考えていきたい。

社
会
教
育
課

(220701)
生涯学習
センター
管理運営
事業
(220801)
北部学習
センター
管理運営
事業

ラスタホール・きららホールにおいて、生涯学習関連の講座
やイベントを実施するなかで、乳幼児と保護者を対象とした講
座や、子どもから高齢者まで集うことのできる講座等を充実さ
せた。
・親子で一緒に参加できる講座を年間を通じて展開した。

引き続き、社会情勢に応じた男女共同参画
を視野にいれた講座等の充実を図る。

3-2-33-2-33-2-33-2-3
男女共同参画
の拠点施設や、
社会教育、生涯
学習施設にお
いて、男女共同
参画の推進に
関する情報提
供や学習機会
を提供する

3-1-23-1-23-1-23-1-2
男性の子育て
参加の促進な
ど、男女共同参
画 の 視 点 に
立った家庭教
育を推進する

-13-



基本目標Ⅰ　男女共同参画への意識づくり

公
民
館

（231103）
公民館事
業推進委
員会活動
事業
（231105）
講座等生
涯学習活
動支援事
業

①市民講座「パパと一緒に野外料理を楽しもう！」
・野外活動センターで、野外料理やゲームを通して親子の絆
を深め、父親の子育てを促した（8家族参加、内父親は5人）
②市民講座「たくましく生きた女性たち」
・中世、戦国時代に生きた女性の生き方を学び、今後の女性
の果たす役割について考える機会となった（16人参加。男女
比3:5）
③市民講座「働く」を考える講座「ハッピーワーク＆ライフシ
リーズ」
・「働く」ことの意味を考え、どのように生きていくか自分を見つ
めなおす機会をつくり、様々な立場の「働く」を考える時間を4
回にわたって持った（延べ32人参加。男女比2：3）
④市民アカデミー「源氏物語～艶やかに、やがて哀しい女た
ちの物語」
・源氏物語にみる女性の生き方・生き様を、現代を生きる私た
ちとの連続性を絡めて読み込んだ（39人参加。男女比1:19）

男女共同参画は公民館が重点課題の1つ
でもあり多様な目線で男女共同参画をとらえ
た講座を実施してきた。
今回特に新たな切り口として「働く」をテー
マにした講座を実施したが、参加人数が少な
く、市民への広報ＰＲが今後の大きな課題で
ある。平成24年度は、自治会の回覧に講座
チラシを挟み込む等の工夫をして、幅広い対
象に講座の広報PRを努めていきたいと考え
ている。

3-2-43-2-43-2-43-2-4

講座などの開催
時には一時保育
や介護サービス、
手話通訳・要約筆
記サービスを実施
するなど、多くの
市民が参加しや
すいよう配慮を行
う

同
和
・
人
権
推
進
課

（921307）
女性・児
童セン
ター管理
運営 講座実施時における一時保育は、提供しているが、介護

サービス、要約筆記は実施していないが、希望者があれば検
討していきたい。

一時保育は、継続して実施していく。介護
サービス、手話サービスに関しては、需要が
あれば検討していきたい。

③男女共同参画に関するの地域における学習機会の提供③男女共同参画に関するの地域における学習機会の提供③男女共同参画に関するの地域における学習機会の提供③男女共同参画に関するの地域における学習機会の提供
3-3-53-3-53-3-53-3-5
出前講座等の
活用を促すな
ど、地域におけ
る男女共同参
画についての
啓発活動を推
進する

同
和
・
人
権

推
進
課

伊丹市男女共同参画計画の中間見直し作業に当たって、
市民や団体等に働きかけ、出前講座等で啓発活動や意見交
換を行った。伊丹市人権推進委員、女性・児童センター登録
グループ、人権担当の教員などを対象に14件実施。

男女共同参画推進委員等を通して、引き続
き地域での啓発活動を推進する。

④多様な選択を可能にする「キャリア教育」の推進④多様な選択を可能にする「キャリア教育」の推進④多様な選択を可能にする「キャリア教育」の推進④多様な選択を可能にする「キャリア教育」の推進
3-4-63-4-63-4-63-4-6
固定的な男女
の役割分担にと
らわれず主体的
に職業等の選
択ができるよう、
キャリア教育の
推進に努める

同
和
・
人
権
推
進
課

(921307)
女性・児
童セン
ター管理
運営

　チャレンジ支援講座や「はじめての男女共同参画」において
固定的な性別役割分担をはじめとするジェンダーバイアスに
ついて学ぶ環境を整えている。また、キャリア教育に関する図
書の充実を図るとともに情報提供を実施している。

継続してキャリア教育に関する講座を実施
するとともに、職業レファレンス、ハローワーク
情報等を有効活用しながら、自立支援に向
けた体制を整えたい。
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基本目標Ⅱ 男女が対等に働ける環境づくり 

基本目標Ⅱ 男女が対等に働ける環境づくり 基本目標Ⅱ 男女が対等に働ける環境づくり 基本目標Ⅱ 男女が対等に働ける環境づくり 基本目標Ⅱ 男女が対等に働ける環境づくり 

 

 日本の女性の年齢別労働力率パターンは 20歳代後半から一時低下したあと再び上昇する

「Ｍ字型」を示します（コラム「Ｍ字型曲線の解消を！」参照）。平成 22(2010)年度に行わ

れた「男女共同参画に関する市民意識調査」によると、女性の働き方については『子ども

ができたら仕事をやめ、大きくなったら再び仕事をする方がよい』という“再就職型”（Ｍ

字型）を肯定する割合が、男女とも最も高くなっています。一方全国調査では、『ずっと仕

事を続ける方がよい』という“仕事継続型”（台形型）を肯定する割合が最も高くなってい

ます。「台形型」を目指すためには、女性にとっても男性にとっても人間らしい生活である

ワークライフバランスのとれた生活にしていくことが重要です。その為には女性は職場に、

男性は生活の場に、より一層進出する必要があります。 

    

【雇用の場での男女の均等な機会と待遇の確保への取り組み】  

●労働基本法、男女雇用機会均等法などの周知と定着 

商工労働課では最低賃金改定、改正育児・介護休業法の記事掲載など広報をしており、

女性を含めた労働相談を行い、その案内チラシを作成しています。今後、宣伝などについ

て女性・児童センターとの連携による効果的な活動が望まれます。 

●企業のポジティブ・アクションの取り組みの推進 

 伊丹商工会議所会報に、ワークライフバランスを中心に、シリーズ「男女が輝く職場作

りに向けて」を連載し、事業主への啓発を行っています。これは同和・人権推進課と商工

労働課の連携によるものですが、今後も継続して取り組んでもらいたいと思います。 

●雇用の場でのセクシャル・ハラスメント防止対策 

 女性のためのセクシャル・ハラスメント相談窓口を開設しましたが、相談件数が０だっ

たそうです。もっと広報に力を入れて対応する必要があります。 

 

【男女の働く意欲を支え、多様かつ柔軟な働き方が選択できる条件の整備】  

●昇進・昇格や職域の拡大など働く女性へのチャレンジ支援 

 女性のチャレンジ支援として、「女性のための企画力アップ講座」などが実施され、参加

者のステップアップにつながっており、評価します。更に地域活動への講座実現を目指し

てもらいたいと考えます。また「いたみ女性チャレンジひろば」での情報相談が実施され

ており（1,017 件）、平成 28(2016)年の目標件数（1,300 件）に近づいていることは評価で

きます。 

●多様な働き方に対応した条件の整備 

 女性に焦点をあてた社会起業講座を開講し、講座を受講した女性が実際に起業した例が

出てきています。その方が講座の講師としても活躍されたそうです。継続を期待します。 

●農業や商工業など自営業における女性の評価と、生活の場における男女共同参加 

 農家での家族経営協定締結の啓発に取り組んでいますがまだ 4 件だそうです。とりわけ
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基本目標Ⅱ 男女が対等に働ける環境づくり 

女性の労働条件を守るためにも推進される必要があります。 

 農会長会の中で男女共同参画に関するパンフレットを配布し、啓発されていますが、継

続し、できれば、一般農家にも回覧もされることを期待します。講演会をやめられたそう

ですが、出前講座などの利用も含めて代わるものの工夫が望まれます。 

 女性創業塾や託児付き女性起業支援セミナーが催されました。託児の利用はなかったそ

うですが、託児の条件や形態がニーズにあったものかどうかをアンケートなどにより調査

して改善し、今後利用して参加する人が増えていくことを期待します。また実態調査を通

して、男女の労働の実態把握に努めることは平成 21(2009)年度からされていないので今後

早い時期に取り組んでもらいたいと思います。 

●困難を抱える若者への支援 

 関連各課の横断的対応のために『「子ども・若者」のための相談・支援ハンドブック』を

作成し、関係職員に配っているとのことでした。更に関連各課のとりまとめの役割も期待

します。 

 

【男女の仕事と育児・介護の両立のための雇用環境の整備】  

●保育サービス・児童くらぶなどの充実 

 保育所の待機児童は 4 月時点では０ですが、年度途中で入所できる対応が必要です。ま

た、保育に関する多様なニーズに答えるため、一部の保育所では、延長保育・一時保育・

休日保育・病後児保育が実施されていますが、例えば病後児保育は 2 カ所で２人ずつと少

ないのでニーズに合わせて増やす必要があります。さらに病児保育も望まれます。 

 児童くらぶで延長保育を実施したり、指導員研修や巡回指導をされています。１７カ所

中１３カ所で延長保育がされていますが、要望があれば 5 人未満でも１７カ所での実施を

していただきたいと思います。 

 ファミリーサポートセンターでは、出生届交付時に配布している「おめでとうセット」

の中にファミリーサポートのチラシを入れたり、４カ月健診の時、センター講座の時等に

チラシを配布し、ファミリーサポート会員の増加を図られています。男性会員については、

ニーズを調査し、ニーズに合わせて増やしていただきたいと考えます。 

●「仕事と生活の調和（ワークライフバランス）」に関する啓発 

 商工労働課ではハローワークが近い為、ハローワークのセミナーのチラシ等の配布をお

こなっているそうです。できれば独自の企画にも取り組まれることを望みます。 

●男性にとっての男女共同参画の推進 

 女性･児童センターでは男性の生活力を促進する為の事業が実施されていますが、継続発

展されることを期待します。 

伊丹次世代育成支援推進行動計画「愛あいプラン」後期計画にもとづいて、商工会議所

でワークライフバランスの講座を実施し、事業者への周知も行っています。関連各課に対

して横断的に進めようとされていますが、更に推進してもらいたいと思います。 

●企業における取り組みへの評価 

 「愛あいプラン」後期計画の事業所への周知を行っています。事業所の反応を把握し、
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基本目標Ⅱ 男女が対等に働ける環境づくり 

更に周知していただきたいと思います。 

 同和・人権推進課と商工労働課が連携して、男女共同参画推進事業所表彰を実施されま

したが、このような連携はもっと色々な課の組み合わせで行われることを期待します。 

 

 

 

＜成果目標と現状＞    

項目 計画当初 現状 
成果目標 

（H28 年度） 

「いたみ女性チャレンジひろば」年間利用者数 
1,235 人 

(H22 年度) 

1,017 人 

（H23 年度） 
1,300 人 

女性・児童センター登録グループ数 
72 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

(H22 年度） 

64 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

(H23 年度） 
90 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

若者就労支援事業参加者数 
133 人 

(H22 年度） 

191 人 

(H23 年度) 
200 人 

保育所入所定員 2,230 人 2,230 人 2,385 人 

児童くらぶ待機児童数 0 0 0 

ファミリーサポート男性会員数（協力会員・両方会員） 
39 人 

(H22 年度) 

37 人 

(H23 年度) 
64 人 

市民意識調査における「ワーク・ライフ・バランス」という語の認知度 
38.3% 

(H22 年度) 
- 

50% 

(次回調査時) 

 

（左写真）男女共同参画推進事業者表彰を

受けた近畿中央ヤクルト販売

株式会社阪神支社（右）と住友

電気工業株式会社 

伊丹製作所（左） 
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基本目標Ⅱ 男女が対等に働ける環境づくり 

 

コラム①「Ｍ字型」曲線の解消を！ コラム①「Ｍ字型」曲線の解消を！ コラム①「Ｍ字型」曲線の解消を！ コラム①「Ｍ字型」曲線の解消を！ 

 日本の女性の年齢別労働力率パターンは、20歳代後半から一時低下したあと再び上昇

する「Ｍ字型」を示します。出産・育児期に家庭に入り、子どもに手がかからなくなっ

たら職場復帰するというものです。このようなパターンをとるのは世界の中で日本と韓

国の特徴です。多くの国の女性は男性並みの「台形型」パターンです。すなわち生産年

齢を通じて働き続けているということですⅰ。 

 国際社会で生き残るためには、男性だけでなく女性も働き続けることが必要です。「日

本経済が立ち直り成長を遂げていくために、女性の就業率アップがカギである。」と述べ

られていますⅱ。その為には、男女とも早くワークライフバランス（仕事と生活の調和）

のとれた生活に切り替える必要があります。 

 国内の都道府県別の女性年齢別労働力率パターンを見ると、「Ｍ字型」の底が浅い富山

県や山形県では、就業率と出生率が共に高くなっています。奈良県、神奈川県では「Ｍ

字型」の底が深く、就業率と出生率が共に低くなっています。これらの差は保育サービ

スが充実しているかどうかですⅲ 

 「Ｍ字型曲線」の解消のためには、男女のワークライフバランスが重要ですが、社会

的サポート（保育所など）も重要です。伊丹市は 4 月時点の待機児童が０ですが、年度

途中に入れるような対応が必要です。 

 

ⅰ 川島典子/西尾亜希子編著「アジアのなかのジェンダー」ミネルヴァ書房 2012 

ⅱ 大阪弁護士会「貧困の実態とこれからの日本社会」明石屋書店 2011 

ⅲ 坂爪聡子「少子化対策として効果的なのは保育サービスの充実か労働時間の短縮か？」「季刊社会保障研究」2008 
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基本目標Ⅱ男女が対等に働ける
環境づくり

基本目標Ⅱ　男女が対等に働ける環境づくり基本目標Ⅱ　男女が対等に働ける環境づくり基本目標Ⅱ　男女が対等に働ける環境づくり基本目標Ⅱ　男女が対等に働ける環境づくり 【【【【主要事業一覧主要事業一覧主要事業一覧主要事業一覧】】】】

　【基本課題４】雇用の場での男女の均等な機会と待遇の確保への取り組み

番号及び番号及び番号及び番号及び
具体的施策具体的施策具体的施策具体的施策

担担担担
当当当当
課課課課

市行政評価市行政評価市行政評価市行政評価
における事における事における事における事
務事業コー務事業コー務事業コー務事業コー
ド及び事務ド及び事務ド及び事務ド及び事務
事業名事業名事業名事業名

平成23年度の主な取り組み及び成果 課題及び改善内容平成23年度の主な取り組み及び成果 課題及び改善内容平成23年度の主な取り組み及び成果 課題及び改善内容平成23年度の主な取り組み及び成果 課題及び改善内容

①労働基本法、男女雇用機会均等法などの周知と定着①労働基本法、男女雇用機会均等法などの周知と定着①労働基本法、男女雇用機会均等法などの周知と定着①労働基本法、男女雇用機会均等法などの周知と定着

②雇用の場での男女平等を推進するための啓発②雇用の場での男女平等を推進するための啓発②雇用の場での男女平等を推進するための啓発②雇用の場での男女平等を推進するための啓発
4-1-14-1-14-1-14-1-1
労働基準法や
「男女雇用機会
均等法」などに
ついて関係機
関と連携しなが
ら、事業主・労
働者双方へ周
知、啓発を行
い、雇用の場の
男女共同参画
を推進する

商
工
労
働
課

「広報伊丹」平成23年8月号に中小企業退職金共済制度、
11月号で最低賃金の改定、24年4月の改正育児･介護休業
法の施行にあわせて記事掲載を行った。

今後も関係機関との連携を図り、時機を得
た啓発･広報に努める。

4-1-24-1-24-1-24-1-2
労働相談を活
用して、女性雇
用のための相
談を行うととも
に、窓口に周知
に努める

商
工
労
働
課

(324202)
労働相談
事業

週2回の相談日において、女性も含めたあらゆる方々からの
相談に対応している。あわせて労働相談の案内チラシにはセ
クハラ等にも対応する旨の説明を記載し、市民部所管の女性
のための相談事業もあわせ、掲載した。
・平成23年度相談件数65件（55人。うち男性34人、女性21
人）

相談者にとってわかりやすい案内に努める
とともに、チラシの設置場所など宣伝方法に
ついても検討を続ける。

③企業のポジティブ・アクションの取り組みの推進③企業のポジティブ・アクションの取り組みの推進③企業のポジティブ・アクションの取り組みの推進③企業のポジティブ・アクションの取り組みの推進

同
和
・
人
権

推
進
課

伊丹商工会議所会報「会議所ジャーナル」において、平成
24年１月～６月号の６回に渡り、シリーズ「男女が輝く職場づく
りに向けて」を連載し、事業主への啓発を行った。
・内容はワーク・ライフ・バランスを中心に、男女共同参画情報
紙「com-com」から抜粋や男女共同参画表彰事業者の紹介
など。

引き続き、様々な機会や手段を通じて啓発
に努める。

商
工
労
働
課

兵庫労働局が随時発行する啓発チラシ・パンフレットについ
て、庁内および産業・情報センターに配置した。

昨年度は川柳等の募集チラシを配布物に
挟み込んだりもしており、市内中小企業向け
の案内を行うために、男女共同参画担当との
連携が必要である。

④雇用の場でのセクシュアル・ハラスメント防止対策④雇用の場でのセクシュアル・ハラスメント防止対策④雇用の場でのセクシュアル・ハラスメント防止対策④雇用の場でのセクシュアル・ハラスメント防止対策
4-4-44-4-44-4-44-4-4
セクシュアル・
ハラスメントに関
する雇用管理
上の配慮など
について関係
機関と連携しな
がら、事業主・
労働者双方へ
周知、啓発を行
い、雇用の場の
男女共同参画
を推進する

商
工
労
働
課

兵庫労働局が随時発行する啓発チラシ・パンフレットについ
て、庁内および産業・情報センター、スワンホールに配置し
た。

今後も適時、チラシ等の配布や広報伊丹へ
の掲載に努めていく。

4-4-54-4-54-4-54-4-5
出前講座の活
用などにより、
事業所と連携し
た セ ク シ ュ ア
ル・ハラスメント
防止、及び発
生してしまった
場合の対応に
ついて情報提
供や啓発を行う

同
和
・
人
権
推
進
課

女性のためのカウンセリングの枠を活用してセクシュアル・
ハラスメント相談窓口を開設し、広報伊丹や相談カードで周
知したが、
・平成23年度相談件数は０であった

伊同教企業部会等への働きかけや23年度
に購入した啓発ＤＶＤを活用し、周知・啓発を
進める。

4-3-34-3-34-3-34-3-3
ポジティブ・アク
ションの趣旨な
どについて関
係機関と連携し
な が ら 、事業
主・労働者双方
へ周知、啓発を
行い、雇用の場
の男女共同参
画を推進する
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基本目標Ⅱ男女が対等に働ける
環境づくり

　【基本課題５】男女の働く意欲を支え、多様かつ柔軟な働き方が選択できる条件の整備

番号及び番号及び番号及び番号及び
具体的施策具体的施策具体的施策具体的施策

担担担担
当当当当
課課課課

市行政評価市行政評価市行政評価市行政評価
における事における事における事における事
務事業コー務事業コー務事業コー務事業コー
ド及び事務ド及び事務ド及び事務ド及び事務
事業名事業名事業名事業名

平成23年度の主な取り組み及び成果 課題及び改善内容平成23年度の主な取り組み及び成果 課題及び改善内容平成23年度の主な取り組み及び成果 課題及び改善内容平成23年度の主な取り組み及び成果 課題及び改善内容

①昇進・昇格や職域の拡大など働く女性へのチャレンジ支援①昇進・昇格や職域の拡大など働く女性へのチャレンジ支援①昇進・昇格や職域の拡大など働く女性へのチャレンジ支援①昇進・昇格や職域の拡大など働く女性へのチャレンジ支援

②就労・再就職支援、起業支援など働きたい女性へのチャレンジ支援②就労・再就職支援、起業支援など働きたい女性へのチャレンジ支援②就労・再就職支援、起業支援など働きたい女性へのチャレンジ支援②就労・再就職支援、起業支援など働きたい女性へのチャレンジ支援

同
和
・
人
権
推
進
課

(921311)
女性のた
めのﾁｬﾚﾝ
ｼﾞ援事業
(921307)
女性・児
童セン
ター管理
運営

①キャリアカウンセラーによる女性のためのﾁｬﾚﾝｼﾞ相談を、
毎月第４月曜（１日４コマ。一人50分）実施。
・年間相談件数36件（予約52件）。相談内容は、就職19件、
起業８件（のべ）など。
②女性のための再ﾁｬﾚﾝｼﾞ支援講座「女性のための企画力
アップ講座」を実施。ジェンダーの視点をふまえた実現可能
な講座の企画作りにグループで取り組んだ。
・参加者４回でのべ32人。

①継続実施。追跡調査など相談者のフォ
ローアップに努める。

②講座実現には至らなかったが、参加者のス
テップアップにつながった。参加者のニーズ
に即した講座企画に努める。

商
工

労
働
課

(321102)
商工会議
所補助事
業

伊丹起業家交流会ソレイユとして女性創業塾参加者を中心
に１０月・１月に勉強会を開催

引き続き定期的に勉強会を開催し、女性の
起業支援事業への参加促進を図る

商
工
労
働
課

(324101)
求職者就
労支援講
座（セミ
ナー・IT
講座）

平成24年2月にパソコン講座を阪急伊丹駅のハーテック伊丹
で開催し、3月には就業支援講座を開催した。前者はワードと
エクセルを初級中級に分けて実施し、後者は講師から就職活
動のノウハウを学ぶという内容でIT講座の参加者は女性が多
かった。

今後も関係課とも連携しつつ、取り組みた
い。

5-1-25-1-25-1-25-1-2
女性の再チャレ
ンジを支援する
「 いたみ女性
チャレンジひろ
ば」の充実を図
る

同
和
・
人
権
推
進
課

(921307)
女性・児
童セン
ター管理
運営
(921311)
女性のた
めのﾁｬﾚﾝ
ｼﾞ支援事
業

「チャレンジひろば」としてハローワークの求人情報の閲覧を
実施。資格取得や働くことや自己実現に関する情報相談の
実施。チャレンジ支援事業の実施など。
・チャレンジ相談36件
・職員による情報提供258件
・セミナー・講座延べ受講者数228人
・ぐるっと一日だんじょきょうどうさんかく400人
・パソコンヘルプデスク95人

引き続き、女性・児童センターと連携しなが
ら、新たに地域活動へのﾁｬﾚﾝｼﾞ支援講座に
取り組む。

5-1-35-1-35-1-35-1-3
さまざまな分野
で活躍する女
性たちのネット
ワークづくりや、
学習会の開催
などの活動を支
援する

同
和
・
人
権

推
進
課

(921307)
女性・児
童セン
ター管理
運営

センターでの講師には人材登録をお願いし、ネットワークの
構築を図った。また、地域の人材をゲストとして招き、講師活
動への支援を行った。

さらに幅広く人材ネットワークを構築していく
必要がある。

③多様な働き方に対応した条件の整備③多様な働き方に対応した条件の整備③多様な働き方に対応した条件の整備③多様な働き方に対応した条件の整備

同
和
・
人
権

推
進
課

(921307)
女性・児
童セン
ター管理
運営

労働の場での法律制度を学ぶ講座「働く」において多様な
働き方につて学習の機会を提供した。また、「派遣労働法」や
「働く110番」等の資料を充実させ情報提供を行った。

多様な働き方を選択するときの法制度につ
いて継続して学習の機会、情報提供を行っ
ていく。

商
工

労
働
課

パートタイム労働法については22年度に広報へ掲載した
が、23年度は実施していない。

今後も適時、チラシ等の配布や広報伊丹へ
の掲載に努めていく。

5-3-55-3-55-3-55-3-5
Ｎ Ｐ Ｏや ワー
カーズ ・コレク
ティブなどコミュ
ニティ・ビジネス
への取り組みに
ついて情報提
供など支援を行
う

ま
ち
づ
く
り
推
進
課

(911204)
市民まち
づくりプラ
ザ事業

ＮＰＯ法人設立の相談件数が１１件あり、またＮＰＯ法人に対
する具体的支援を１５件実施した。
「ＮＰＯ法講座」や「ブログ講座」、「動画講座」そして「イベン
ト講座」といった団体活動に役立つ講座を年間通じて幅広く
実施し、市民活動の支援・情報提供に役立った。
また、女性に焦点をあてた「社会起業講座」を5回シリーズで
開講し、講座を受講した女性が1名実際に起業した。

引き続き、団体活動に役立つ講座を開講し
ていく。

5-1-15-1-15-1-15-1-1
働 く女性のス
テップアップの
ための資格や
技術の習得に
つながる学習
機会を提供す
るとともに、起業
講座や起業相
談など起業支
援事業への女
性の参加を促
進する

5-3-45-3-45-3-45-3-4
パートタイム労
働法や派遣労
働、テレワーク
など多様な働き
方に関する法
制度等につい
て周知、啓発を
行う
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基本目標Ⅱ男女が対等に働ける
環境づくり

④農業や商工業など自営業における女性の評価と、生活の場における男女共同参加④農業や商工業など自営業における女性の評価と、生活の場における男女共同参加④農業や商工業など自営業における女性の評価と、生活の場における男女共同参加④農業や商工業など自営業における女性の評価と、生活の場における男女共同参加
5-4-65-4-65-4-65-4-6
農業分野にお
ける家族経営
協定の啓発と
普及の促進を
図る

農
業
政
策
課

農会長会で説明を行い、家族経営協定の啓発を引き続き
行った。

新たな締結には至らなかったため、引き続き
啓発を行う。

商
工

労
働
課

(321102)
商工会議
所補助事
業

商工会議所を通じ、産業情報センターにおいても啓発のため
のチラシやパンフレットを配置している。

関係課と連携しつつ、取り組める部分につ
いては関係団体に理解と協力を求めていき
たい。

農
業
政
策
課

平成２４年３月に開催された農会長会の中で、男女共同参
画に関するパンフレット「com-com」を配付し、啓発を行った。
・スウェーデンの男女共同参画事情を参考にすることにより、
さまざまな視点から啓発を図ることができた。

研修会のさらなる効果的な手法の導入の検
討

5-4-85-4-85-4-85-4-8
実態調査などを
通して、男女の
労働の実態把
握に努める

商
工
労
働
課

平成21年度に「伊丹市工業実態・意向調査」を実施し、その
結果をふまえ平成22年度には「労働問題審議会」を開催した
が、平成23年度は調査等は実施していない。

商工会議所等と連携し、可能な調査、実態
把握の方法について検討していきたい。

同
和
・
人
権

推
進
課

(921307)
女性・児
童セン
ター管理
運営

情報相談における情報提供およびチャレンジ相談へとつな
いだ。

　事業展開へとつないでいく予定である。

商
工
労
働
課

(321103)
地域特性
に応じた
商業展開
の推進

①女性創業塾
・平成２３年７月１６日（土）・17日（日）。講師は販促コンサルタ
ントの佐々妙美さん
・参加者38人
②託児付き女性起業支援セミナー「ダマ奈津子『夢実現！の
新ルール』～一歩踏み出す勇気を、あなたに！」
・平成２３年１２月７日（水）。講師はダマグループカサブランカ
合同会社会長の打間奈津子さん
・自身の体験談を交え、具体的にどう人脈を築いていくか、ど
う行動すればよいか、ビジネスのアイデア発想法などについ
て講演を行った
・参加人数38人

引き続き企業支援事業への女性参加の促
進を図る。

⑤困難を抱える若者への支援⑤困難を抱える若者への支援⑤困難を抱える若者への支援⑤困難を抱える若者への支援
5-5-105-5-105-5-105-5-10
社会生活を営
む上で、困難を
抱えた子ども・
若者に対し、関
係機関と連携
し、切れ目のな
い支援を行う

こ
ど
も
若
者

企
画
課

(211503)
若者自立
支援相談 ニートや引きこもりなど、内容によってはひとつの窓口だけ

での対応が困難で横断的に対応する必要があるため、『「子
ども・若者」のための相談・支援ハンドブック』を作成し、相談
窓口を持つ所属へ配布し、市民からの相談等に活用してもら
うよう周知を図った。

ＨＰなどの媒体を通じて市民にわかりやす
い相談窓口の周知に努める。

5-4-75-4-75-4-75-4-7
自営業におけ
る家族事業者
や、農業団体、
商工関係、経
営者団体など
に、研修会など
の啓発を行い、
男女共同参画
の推進を図る

5-4-95-4-95-4-95-4-9
女性の経営へ
の参画や起業
活動の推進を
図るため、研修
会等を実施し活
動を支援する
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基本目標Ⅱ男女が対等に働ける
環境づくり

　【基本課題６】男女の仕事と育児・介護の両立のための雇用環境の整備

番号及び番号及び番号及び番号及び
具体的施策具体的施策具体的施策具体的施策

担担担担
当当当当
課課課課

市行政評価市行政評価市行政評価市行政評価
における事における事における事における事
務事業コー務事業コー務事業コー務事業コー
ド及び事務ド及び事務ド及び事務ド及び事務
事業名事業名事業名事業名

平成23年度の主な取り組み及び成果 課題及び改善内容平成23年度の主な取り組み及び成果 課題及び改善内容平成23年度の主な取り組み及び成果 課題及び改善内容平成23年度の主な取り組み及び成果 課題及び改善内容

①保育サービス・児童くらぶなどの充実①保育サービス・児童くらぶなどの充実①保育サービス・児童くらぶなどの充実①保育サービス・児童くらぶなどの充実
6-1-16-1-16-1-16-1-1
多様な保育
サービスの充実
を図るため、保
育所・認定こど
も園の整備を推
進するとともに、
待機児童を解
消し、保育サー
ビスの充実に努
める

保
育
課

(211201)
認定こども
園の運営
／
(211203)
病後児保
育委託事
業／
(211209)
公立保育
所延長保
育事業／
(211210)
私立保育
所一時保
育事業費
補助事業
／
(211211)
私立保育
所延長保
育事業費
補助事業
／
(211212）
私立保育
所休日保
育事業費
補助事業
／
(211216)
認定こども
園の整備

①私立風の子保育園が平成23年度中に増築し、平成２４年４
月より定員が４０名から６０名に２０名増となる

②「（仮称）認定こども園保育内容等検討委員会」を立ち上
げ、保育所所長・副所長と幼稚園園長と教諭で認定こども園
での保育内容等の検討や情報交換を行った

③夏期の電力需給対策による特別保育事業では２園が対応
した（８回実施）

さらに高まるニーズに応えるために、認定こ
ども園の設置や民間保育所の誘致により延
長保育・一時保育などを充実させる。

6-1-26-1-26-1-26-1-2
事業者などに
対して企業内
保育所の設置
への働きかけを
行う

保
育
課

(211202)
民間活力
等による
保育所の
整備

企業内保育所設置に向けての相談を受け、県の助成制度
等の情報提供を行ったが、開設までは至っていない。

民間の認可保育所の誘致及び認定こども
園の設置に向けた取り組みによる保育所の
定員増員を優先的に行う。

6-1-36-1-36-1-36-1-3
開設場所、施
設・設備、指導
員の資質、保育
内容などの改
善に努め、児童
くらぶの充実を
図る

家
庭
教
育
課

(211401)
児童くら
ぶ事業

①延長保育の実施（平成22年度から）
17くらぶ中、13くらぶにおいて、17時～18時の1時間、延長
保育を実施した。
②指導員研修の充実
17くらぶにおいて、保育指導の研修及び全体研修（普通救
命講習会、ﾈｲﾁｬｰｹﾞｰﾑ、読み聞かせ、心のｹｱ、人権など）を
実施。また、支援を要する児童の個別のｹｰｽに対応するため
の巡回指導を実施した。

①延長保育の検証の実施

6-1-46-1-46-1-46-1-4
育児ファミリー
サポー ト セン
ター事業につ
いてさらに広報
し、活用を推進
する。高齢者を
含む男性会員
の獲得に努め
る

子
育
て
支
援
課

(212214)
育児ファミ
リーサ
ポートセン
ター事業

ファミリーサポートセンターが主催する公開講座や交流会な
どの事業の参加者に対して会員登録を求めた。
・ファミリーサポート会員向けの情報誌「育児ファミリーサポー
ト便り」に会員の生の声を掲載し配布することによりＰＲを行っ
た
・会員数2,199人となり前年度より47人増加した

年々登録者数は増加しているが、対象者数
に占める割合が低いこともあり、更なる周知を
図る必要がある。男性会員の確保について
は日曜・祝日のイベントの機会を利用し引き
続き啓発を行う。
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基本目標Ⅱ男女が対等に働ける
環境づくり

②「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）」に関する啓発②「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）」に関する啓発②「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）」に関する啓発②「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）」に関する啓発

同
和
・
人
権

推
進
課

伊丹商工会議所会報「会議所ジャーナル」において、平成
24年１月～６月号の６回に渡り、シリーズ「男女が輝く職場づく
りに向けて」を連載し、事業主への啓発を行った。内容はワー
ク・ライフ・バランスを中心に、男女共同参画情報紙「com-
com」から抜粋や男女共同参画表彰事業者の紹介など。

引き続き、様々な機会や手段を通じて啓発
に努める。

商
工
労
働

課

①同和・人権推進課と連携して、上記「会議所ジャーナル」掲
載に協力
②ハローワークが実施した企業担当者向けの育児･介護休業
セミナーについて、庁内にチラシを配置した。

②今後も適時、チラシ等の配布や広報伊丹
への掲載に努めていく。

③男性にとっての男女共同参画の推進③男性にとっての男女共同参画の推進③男性にとっての男女共同参画の推進③男性にとっての男女共同参画の推進
6-3-66-3-66-3-66-3-6
男性にとっての
男女共同参画
の意義や、生活
自立のための
知識・技術など
について、情報
提供や啓発を
行う

同
和
・
人
権

推
進
課

(921307)
女性・児
童セン
ター管理
運営

　男性に生活力を促進するための事業の実施。
・ぐるっと一日だんじょきょうどうさんかく（400人参加）
・市長といっしょにクッキング（男性18名参加）

　継続して実施する。

同
和
・
人
権

推
進
課

(921308)
男女共同
参画推進
市民
フォーラム
事業

男女共同参画推進市民フォーラムにおいて、講演会「男女
共同参画の実現を目指して～スウェーデンの実践例から学
ぶ」及び市民オンブード報告において、男性の働き方の見直
しや固定的な男女の役割分担の見直しをテーマとした。
・参加者数82人。

　参加者層の固定化が課題である
・男女用同参画推進委員会等を活用して啓
発に努める。

こ
ど
も
若
者

企
画
課

伊丹市次世代育成支援行動計画「愛あいプラン」後期計画
に働き方の見直しによる仕事と生活の調和（ワークライフバラ
ンス）の推進を重点事業と位置づけている。

近年の社会情勢により取り組みも難しいとこ
ろではあるが、今後も既に事業を実施してい
る所属以外にも事業が取り組んでもらえるよう
依頼していく。

6-3-86-3-86-3-86-3-8
男性に対する
心の健康を視
野に入れた情
報の提供や、自
殺予防等のた
めの相談を行う

健
康
政
策
課

いたみ健康・医療相談ダイヤル２４（委託事業）＝男女比お
よそ2:8
・ストレス・こころの相談で対応。
・ストレス・メンタルヘルスに関する相談数＝1,240件

　継続して行う。

④起業における取り組みへの評価④起業における取り組みへの評価④起業における取り組みへの評価④起業における取り組みへの評価

こ
ど
も
若

者
企
画
課

伊丹市次世代育成支援推進行動計画「愛あいプラン」後期
計画の周知に併せ、事業者への周知を行い、HPを利用した
周知も行った。

今後も、引き続きHPなどを利用した周知を
行っていく。

商
工
労
働
課

　平成23年度は実施にいたらなかった。
今年度７月より対象事業所が拡大されること
により、広報に掲載予定。

6-3-76-3-76-3-76-3-7
男性の仕事と
育児・介護等家
庭生活との両
立に関して啓発
を行う。働き方
の見直しや固
定的な男女の
役割分担の見
直しを進める

6-4-96-4-96-4-96-4-9
次世代育成支
援対策推進法
について事業
者に周知し、同
法に基づく事業
主行動計画の
策定及び公表
を働きかける

6-2-56-2-56-2-56-2-5
「仕事と生活の
調和（ワーク・ラ
イフ・バランス）」
や「育児・介護
休業法」につい
て労使双方に
周知、啓発を行
う
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基本目標Ⅱ男女が対等に働ける
環境づくり

6-4-106-4-106-4-106-4-10
女性の登用や
「仕事と生活の
調和（ワーク・ラ
イフ・バランス）」
など、男女共同
参画に積極的
に取り組む事業
所を取り上げ、
市民に広報す
る

同
和
・
人
権
推
進
課

商
工
労
働
課

(212601)
男女共同
参画推進
事業所表
彰 第２回男女共同参画推進事業所表彰を実施し、近畿中央

ヤクルト販売㈱と住友電気工業㈱伊丹製作所の２社を表彰。
結果を広報伊丹、伊丹市ウェブサイトや啓発パネル展等で広
報し、啓発に努めた。

　表彰事業所の一層の広報を通じて、事業所
のイメージアップを図り、あわせてワーク・ライ
フ・バランス推進への事業所及び市民への啓
発に努める。

6-4-116-4-116-4-116-4-11
入札資格審査
申請と同時に
各事業所にお
ける男女共同
参画の推進状
況についての
アンケートを実
施するとともに、
入札時の評価
方法について
調査研究をす
る

契
約
・
検
査
課

同
和
・
人
権
推
進
課

今回の入札参加資格審査申請について平成２４年度のみ
の追加申請であったため、アンケート調査は実施に至らな
かった。

２４年度は２５、２６年度の本登録の時期にな
るため、アンケート調査の実施を予定。
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基本目標Ⅲ 男女共同参画の理念に立った健康・福祉サービスの充実 

 

基本目標Ⅲ 基本目標Ⅲ 基本目標Ⅲ 基本目標Ⅲ 男女共同参画の理念に立った健康・福祉サービスの充実男女共同参画の理念に立った健康・福祉サービスの充実男女共同参画の理念に立った健康・福祉サービスの充実男女共同参画の理念に立った健康・福祉サービスの充実    

 

 男女が互いの身体的特徴を十分に理解しあい、思いやりを持って生きていくことは、男

女共同参画社会の形成にあたっての前提であるといえます。子育てについては社会全体の

取り組みとしての支援や環境整備が必要です。高齢化の進行に伴い、要介護高齢者の数は

今後も増加が予想されます。特に家族による介護の負担は、女性に大きくかかっているの

が現状です。 

 

【生涯を通じた男女の心と体の健康づくり】  

男女の生涯にわたる健康を支援するため『伊丹市健康づくり計画』を推進し、年代や性

差に対応して健康の保持増進ができるよう政策が進められています。 

 ＨＩＶ／エイズや性感染症が、若年層を中心に増加傾向にあり、飲酒や喫煙、また薬物

乱用による被害も深刻です。これらの健康被害に関する正確な情報提供と予防教育の推進

を関係機関と連携し行われています。 

医療・福祉従事者が人権と男女共同参画について十分理解し市民に接することができる

よう研修が行なわれるべきですが、まだまだ充分では無いようです。 

●年代や性差に応じた生涯にわたる健康の保持増進 

（伊丹病院）『思春期の心と体について、自分自身を大切にし、相手の心身の健康にも思

いやりを持つことを基本に、教育・啓発や相談を行う』ことの一環として出前講座を行っ

ています。 

・高校生に対して…性に対する正しい知識とその結果について“命”を含め自分と相手を

大切にする行動について考えてもらう場として実施しています。（平成 23(2011)年度４

件。内容『思春期を迎えるための心と体の準備』） 

・小学校の保護者に対して…思春期における心と体の変化と接し方、子宮頸がんワクチン

の啓発を行っています。（平成 23 年度子宮頸がんワクチン啓発４校実施） 

・更年期の女性に対しても、出前講座で対応していますが、平成 23(2011)年度の実績は

０件でした。平成 24(2012)年には 1 件行われましたが、件数が少ないため今後より効果

的な情報提供方法が検討課題です 

●性差に応じた適切な医療の推進に努める 

 伊丹病院の女性総合外来は今年３月末で、閉鎖したため各外来の女性医師や看護師が対

応しています。利用患者も性差医療に対する認識が少ないとのことですが『性差医療』を

『女性』『男性』両性において実践し、発展させていくことにより、きめ細やかな医療と

健康支援を提供することが、地域の中核病院としての使命ではないでしょうか。女性医師

が増える事と性差医療の推進とは別問題です。研修を実施するなど職員の意識向上に努め

ていただきたい。 

●妊娠や出産などに関する女性の主体的な意思決定に関する啓発 

（伊丹病院）出前講座などの機会に、特に高校生や出産を控えた母親に対してリプロダク

ティブ・ヘルス／ライツを踏まえた講義を行っています。 
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基本目標Ⅲ 男女共同参画の理念に立った健康・福祉サービスの充実 

 

●不妊に関して 

（伊丹病院）ホルモン治療や HSGなどの一般的不妊症への外来対応を行い、IVF-ET（体外

受精ー胚移植）等の高度医療へのつなぎをしています。 

（健康政策課）不妊に関する専門相談機関や県が実施する治療費助成事業について広く情

報提供しています。 

●医療・福祉従事者への男女共同参画についての研修  

 ＤＶに関する研修は今まで行なわれていないとの事ですが、過去に幼児虐待のケースが

確認された事から、早期発見を要する為早急に取り組んでもらいたいと思います。  

 

【高齢者・障がい者（児）、ひとり親の家庭などが孤立せず、安心して暮らせる環境

の整備】  

●高齢者・障がい者（児）が安心して暮らせるそれぞれへの介護環境の整備 

『伊丹市障害福祉計画（第３期）』策定にあたって、アンケートによる実態調査を通し

て女性介護者の実態把握に努められた事は評価できます。また、男性介護者の会について

『介護保険サービス利用のてびき』に掲載し、孤立しがちな男性介護者に向けてＰＲして

います。 

障害者デイサービスセンターでは、同性介護を基本とするとされていますが、職員の配

置状況から体制的には十分ではない状況です。 

民生委員児童委員は支援者として、地域の見守りなど日頃活動されていますが、個人情

報保護の観点から、通報後の情報が入ってこないとのことです。関係各課との連携と情報

共有システムの構築が急がれます。 

●高齢者・障がい者（児）の自立や社会参画への支援 

高年福祉課では、年に１回広報伊丹に『介護予防特集』を掲載し、市民に情報提供を行

なっています。 

障害福祉課では障がい者就労チャレンジ事業や地域生活支援センターにおける相談等就

労支援に努め、平成 23 年度は障がい福祉サービス利用者等のうち、50 人が一般就労しま

した。平成 23 年度は、伊丹スリーＲセンターにおいて再生可能資源の手選別業務を受託

する「株式会社きると」が平成 24 年 4 月からの稼動のため知的障害者 13名を一度に雇用

したため、増加率は大きくなりましたが、さらなる増加をめざしています。 

●ひとり親の家庭に対する支援 

 母子・父子家庭への相互交流、情報交換等を実施している婦人共励会ですが、会員の高

齢化（70 歳代が４割）にともない若年母子の参加促進や父子家庭への対応が今後の課題

です。 

    

【安心して子どもを産み育てられる環境の整備】  

●子育て相談体制、情報提供の充実 

 「いたみ健康・医療相談ダイヤル２４」では、乳幼児期から思春期までの全ての年齢層

の相談に 24時間体制で対応されています。 

 地域の保育所では、育児相談や園庭開放を実施し在宅児や保護者への子育て支援が行な
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基本目標Ⅲ 男女共同参画の理念に立った健康・福祉サービスの充実 

 

われています。 

 総合教育センターでは、市内学校園に在籍している幼児、児童、生徒に関する教育相談

を受けていますが、相談希望者が多くケース内容も複雑で、新しい相談を次々と受けるに

は、相談員が足りずに十分に対応出来ていない状態です。 

・平成 23(2011)年度の相談件数のべ 3,666 人（内容：心理相談、電話相談、特別支援教

育相談（発達相談）、医療相談、コンサルテーション、巡回相談、ことばの支援教室のの

べ相談人数の合計数）。相談員を増やす等、早急に改善していただきたいと考えます。 

●多様な子育て支援サービスの充実 

 子育て支援センターでは男性の子育て参画の為、父親対象の講座を実施しています。む

っくむっくルームなど子育てひろば事業への参加はのべ 1.174人と前年度より 150人増加

と年々増加傾向にあります。 

●食環境・住環境など、子育てをめぐる生活環境への取り組み 

 いたみ食育プランに基づき、中高生を対象にしていた『食生活バランスアップ教室をさ

らに進めて３小学校で実施されました。 

●子ども達の居場所づくりへの取り組み 

 女性・児童センターでは、こどもまつりなどのイベントで地域との連携を図り、居場所

づくりに取り組んでいます。こども若者企画課では年 8回、遊ぼう広場事業が行なわれ参

加保護者は、父母や祖父母などさまざまで異世代交流の場にもなっています。 

●子育ての不安を解消する小児医療の充実 

 地域医療推進課では、阪神北広域救急医療財団が作成した子どもの急病の対応に関する

冊子を４ヶ月検診時に配布しました。伊丹病院では小児科外来に子育て相談の場を設けて

います。産後うつや虐待の早期発見については、関係各課と連携し取り組まれています。 

 

＜成果目標と現状＞    

項目 計画当初 現状 成果目標 

（H28 年度） 

子宮頸がん検診・乳がん検診の受診率 

子宮頸がん 

23.4% 

乳がん 

25.1% 

子宮頸がん 

28.9％ 

乳がん 

18.7% 

各検診とも 50% 

妊娠 28 週以降での妊娠届け者数 6 件 
14 件 

 (H23 年度) 
5 件 

母子・父子家庭相談件数 658 件 
674 件 

 (H23 年度) 
700 件 

保育所の園庭開放参加者数及び育児相談者数 5,300 人 
4,545 人 

 (H23 年度) 
5,300 人 

地域子育て支援拠点事業等男性参加者数 
1,024 人 

 (H22 年度) 

1,174 人 

 (H23 年度) 

1,548 人 

(H28 年度) 

食生活バランスアップ教室事業参加者数 708 人 
166 人 

 (H23 年度) 
1,500 人 

小学校低学年対象に「給食に関する指導」及び「食に関する指

導」を 実施したクラス数（小学１,２年生対象） 

244 クラス 

(H22 年度) 

120 クラス 

(H23 年度) 
240 クラス 

阪神北広域こども急病センター受診者数 27,535 人 
31,805 人 

(H23 年度) 
25,000 人 
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基本目標Ⅲ男女共同参画の理念に立った
健康・福祉サービスの充実

基本目標Ⅲ　男女共同参画の理念に立った健康・福祉サービスの充実　基本目標Ⅲ　男女共同参画の理念に立った健康・福祉サービスの充実　基本目標Ⅲ　男女共同参画の理念に立った健康・福祉サービスの充実　基本目標Ⅲ　男女共同参画の理念に立った健康・福祉サービスの充実　

　【基本課題７】生涯を通じた男女の心と体の健康づくり

番号及び番号及び番号及び番号及び
具体的施策具体的施策具体的施策具体的施策

担担担担
当当当当
課課課課

市行政評価市行政評価市行政評価市行政評価
における事における事における事における事
務事業コー務事業コー務事業コー務事業コー
ド及び事務ド及び事務ド及び事務ド及び事務
事業名事業名事業名事業名

平成23年度の主な取り組み及び成果 課題及び改善内容平成23年度の主な取り組み及び成果 課題及び改善内容平成23年度の主な取り組み及び成果 課題及び改善内容平成23年度の主な取り組み及び成果 課題及び改善内容

①年代や性差に応じた生涯にわたる健康の保持増進①年代や性差に応じた生涯にわたる健康の保持増進①年代や性差に応じた生涯にわたる健康の保持増進①年代や性差に応じた生涯にわたる健康の保持増進

健
康

政
策
課

市内3箇所の小学校に対し、講演会「たばこが健康に及ぼ
す影響について」を実施。724人参加。

　昨年度同様に実施予定

保
健
体
育
課

思春期の児童生徒については、心身両面からの適切なケア
が必要との観点から保健室の機能の一つである相談活動を
充実させた。また、保健体育科の授業等を通して、第二次性
徴について正しい認識をもたせた。
相談活動を充実させることで、問題の早期発見・対応が可
能となり、子どもの心身の安定や、自尊感情が高まり、相手を
思いやるなどの効果を得た。

　保健室への来室理由の背景にある心に関
する問題を把握する中で、保健学習や保健
指導の視点から心身の健康問題の多様化へ
の対応を図る必要がある。

少
年
愛
護
セ
ン
ター

(211501)
青少年問
題相談事
業

青少年への共感的な理解を基盤として、電話相談144件、
来所相談7件、合同教育相談6件、進路相談（相談3件、情報
151件）を実施した。
・なやみの電話相談では、匿名で受けるため、相談者からは
さまざまな悩みを聞くことができ、内容によっては市や県の専
門機関につないでいる。
・進路相談では、市内8中学から校長推薦を受けた各2名の
相談員が毎月１回連絡会議を開き、相談内容について協議
する、また、相談員の資質向上に向けて年間3回の研修会を
行った。
伊丹っ子ルールブックを少年補導委員に配布、紹介し、各
地域での活用を依頼した。

規範意識の低下により、相手を思いやる心
が育ちづらい。

伊
丹
病
院

学校からの要請やまちづくり出前講座により教育・啓発を実
施。
①高校生については性に対する正しい知識について”命”を
含め自分と相手を大切にする行動について考えててもらう場
として実施。
・平成23年度4件。内容「思春期を迎えるための心と体の準
備」（うち出前講座4件、定時制高校からの依頼1件）
②小学校の保護者については、思春期における心と体の変
化と接し方、子宮頸がんワクチンの啓発を行った。

出前講座等は、事前に申込者と調整し、希
望に沿う内容で講義を行っている。学校など
毎年実施しているところは、内容について工
夫が必要。

健
康
政
策
課

(121105)
骨密度測
定事業

①骨密度測定会を全6回実施し、あわせて健康相談を実施。
その他、マタニティクラス、30代の健診（受診者897人、男女比
2:8）、地区健康展、健康フェア参加者（希望者）に対し、骨密
度測定を実施
②乳がん検診、子宮がん検診を実施し、がん検診推進事業と
して、節目年齢の対象者には、無料で健診を受診できる、
クーポン券を送付
③50歳以上の男性市民を対象に、前立腺がん検診を実施

昨年度同様に実施し、各健診の周知に努
める。

伊
丹
病
院

①女性のライフサイクルの中で起こりうる更年期をいかに楽し
く過ごしていくかなど、助産師がアドバイスする出前講座を用
意しているが、平成23年度実績0件であった
②外来で不定愁訴を訴える方には、自己チェック表を渡し、
医師の診断につなげるなどしている

①件数が少ないため、今後、より効果的な情
報提供方法などを検討する。

7-1-37-1-37-1-37-1-3
性差に応じた適
切な医療の推
進に努める

伊
丹

病
院

①各外来の女性医師が対応
②希望により看護相談でトリアージを実施している

勉強会等職員の意識の向上に努める

7-1-17-1-17-1-17-1-1
思春期の心と
体について、自
分自身を大切
にし、相手の心
身の健康にも
思いやりを持つ
ことを基本に、
教育・啓発や相
談を行う

7-1-27-1-27-1-27-1-2
更年期・高齢期
における健康
情報や学習機
会の提供を行う
とともに、検診
や保健事業の
実施にあたって
は、パートタイ
マー、自営業者
や乳幼児・介護
者を抱える女性
の受診、参加機
会の充実に努
める
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基本目標Ⅲ男女共同参画の理念に立った
健康・福祉サービスの充実

7-1-47-1-47-1-47-1-4
保育付きスポー
ツ教室の実施
など、男女共同
参画の視点に
配慮した健康・
スポーツ活動を
推進する

ス

ポー

ツ

振

興

課

伊

丹

ス

ポー

ツ

セ

ン

ター

平成２２年度の８教室から、平成２３年度は平日の午前中に
実施された全教室（２４教室）で託児が利用できるよう範囲を
広げた。また、これまでは教室受講者のみの利用だったもの
を、施設利用者（トレーニングルーム、テニス、プール等）にも
利用できるよう改善した。

利用曜日の拡充により、利用者が分散し、
利用者が一人もいない曜日が現れる結果と
なってしまった。次年度からは、利用のない
曜日の託児は中止するとともに、サービスの
低下につながらないよう、託児対象年齢を「４
月２日時点で２歳」から「２歳のお誕生日を迎
えたら」に変更し、拡充を図るよう検討する。

②妊娠や出産などに関する女性の主体的な意思決定に関する啓発②妊娠や出産などに関する女性の主体的な意思決定に関する啓発②妊娠や出産などに関する女性の主体的な意思決定に関する啓発②妊娠や出産などに関する女性の主体的な意思決定に関する啓発
健
康
政
策
課

電話や面接による個別の相談として、妊娠も含めて女性自
身の身体を大切にした自己決定権の視点を持って、対応して
いる。

　昨年度同様、現在も引き続き行っている。

伊
丹
病
院

出前講座などの機会に、特に高校生や出産を控えたお母さ
んに対してリプロダクティブ・ヘルス／ライツを踏まえた講義を
行っている。

　今後も継続して実施する。

健
康
政
策
課

　マタニティクラスの実施。
・参加者を妊婦だけに限らず、パートナーや祖父母にまで広
げて募集した。参加者のべ445人（妊婦80.9％、パートナー
16.4％、祖父母2.7％）
・内容についても妊婦疑似体験や沐浴実習など体験できる内
容を組み込んだ。

　昨年度同様、現在も引き続き行っている。

伊
丹
病
院

①産科においてパパママクラスやパパクラスを開催。
・パパママクラス＝345人参加（うち男性118人）、パパクラス
＝男性61人参加。
②妊娠期クラスへの参加や健診時のエコーを同席して見れる
様声かけを行う。希望者には立会い分娩や出産後ベビーと共
に過ごす時間を拡大し、母性父性への介入を行う。
③ＤＶについては伊丹市ＤＶ相談等の窓口紹介や外来での
相談で対応する。

①②父親の参加によって一緒になって出産
への心構えを養うことができる。また、立会い
分娩に参加することで生命の感動を共に味
わってもらい育児参加につながるよう支援。
課題は、情報提供を積極的にこのような取り
組みを広く認知してもらうこと。
③DV研修の必要。

健
康
政
策

課 　専門相談や治療費助成のちらしの設置をした。 昨年度同様、現在も引き続き行っている。

伊
丹
病
院

ホルモン治療やHSGなどの一般的不妊症への外来対応を
行い、IVF-ET(体外受精－胚移植）等の高度医療へのつな
ぎをしている。

　今後も継続して行う。

③母体保護の向上、母子保健の充実③母体保護の向上、母子保健の充実③母体保護の向上、母子保健の充実③母体保護の向上、母子保健の充実

健
康
政
策
課

①母子健康手帳交付時にマタニティマークキーホルダーを配
布
②妊婦健康診査費助成制度として14回9万８千円上限として
助成
③乳幼児期の家庭を対象に助産師による訪問活動を実施

②妊婦健診にかかる費用助成の事業につい
ては、助成を継続できよう、国の補助が継続
をすることを要望する必要がある。

伊
丹

病
院

①妊娠期より保健指導で関わり、社会心理面で気になる妊産
婦には支援者など支援体制の確保や介入を行い医師、保健
センターとの連携をとっている。
②助産師外来を実施し、院内助産用にフリースタイルのフ
ローリングを設置し、好評を得ている。

①様々な背景を持った妊産婦がおり、保健セ
ンター等との決め細やかな連携が求められて
いる。
②PR方法が課題。

子
育
て

支
援
課

(212209)
子育て
コーディ
ネート事
業

出産後の母親が子育てで悩んだときに子育て支援センター
にいき、指導員や同じ世代の子どもを持つ母親と話すことに
より、指導員のアドバイスはもちろんのこと他の同じ立場の母
親と知り合うことにより悩みを共有し、悩み解消につながって
いる。

子育て支援センター等に出かけて行き、悩
みを解消できる母親はいいが、悩みを持って
いても一歩踏み出せない母親への援助の取
り組みが必要である。

7-2-57-2-57-2-57-2-5
妊娠 ・ 出産な
ど、女性の生涯
にわたる健康を
支援するための
情報提供や啓
発はリプロダク
ティブ・ヘルス
／ライツ（性と生
殖の健康 ･権
利 ）の視点に
立って行う

7-2-67-2-67-2-67-2-6
妊娠・出産期の
女性や胎児、
乳幼児の健康
について理解
を深めるため、
家族を巻き込ん
だ保健事業を
行う

7-2-77-2-77-2-77-2-7
医療機関と協
力しながら、不
妊に関する専
門相談機関や
県が実施する
治療費助成事
業について広く
情報提供する

7-3-87-3-87-3-87-3-8
妊娠・出産期の
母体保護の向
上、母子保健の
充実を図る。併
せて、産後うつ
に対する早期
発見支援を図
るための体制づ
くりを行う
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基本目標Ⅲ男女共同参画の理念に立った
健康・福祉サービスの充実

④健康を脅かす問題への配慮④健康を脅かす問題への配慮④健康を脅かす問題への配慮④健康を脅かす問題への配慮

健
康

政
策
課

　保健センター・南館内にポスターを掲示した。 　ポスター掲示。チラシの配布。

保
健
体
育
課

(222311)
学校保健
指導助言
事務

小学校高学年から中学生において、保健学習等において、
児童生徒に正しい知識、情報を伝え、感染の予防と感染者
への差別偏見をなくすように指導した。子どもたちの理解によ
り、正確な情報を得ることの重要性と、差別や偏見をなくすこ
となど人権を大切にする教育を推進した。

　最新情報の収集と発信に努める。

健
康
政
策
課

①市内3カ所の小学校に対し、講演会「たばこが健康に及ぼ
す影響について」を実施
②「世界禁煙デー」「禁煙週間」「禁煙の日」周知・啓発の実
施。庁内放送や公共機関にポスター、チラシの配布を実施
希望者には、禁煙相談の実施。（平成23年度5名）
③健康フェアー、いい歯の日などイベントで、スモーカーライ
ザーの測定実施

　昨年度同様に実施

保
健
体
育
課

(222311)
学校保健
指導助言
事務

①市健康福祉部や県健康福祉事務所と連携し、防煙教育を
実施した。また、薬物乱用防止や飲酒防止など、小学生高学
年から中学生において、児童生徒へ正しい知識、情報を伝え
た
②保健担当者会で実践交流等を行うことで、各校における指
導の充実に加え、自分の体を大切にすることなどの啓発活動
の推進につながった

担当者等の研修により、指導力を向上させ
るとともに、学校現場への外部講師等による
専門的な助言や啓発を行う。

少
年
愛
護

セ
ン
ター

(213106)
青少年健
全育成関
係広報啓
発事業

①「ｾﾝﾀｰ通信」を毎月5,200部発行し自治会を通して全市的
に配布した。
②「万引き防止チラシ」14,000枚、「環境浄化・非行防止ポス
ター」450枚を作成し、市内各学校、量販店、自治会等に配布
し、広く啓発を行った。
③県の健康福祉事務所と連携して薬物乱用防止研修会を行
い、駅前で街頭キャンペーンを行った。

・少年の喫煙が低年齢化している。
・薬物の乱用が懸念される。

⑤医療・福祉従事者への男女共同参画についての研修⑤医療・福祉従事者への男女共同参画についての研修⑤医療・福祉従事者への男女共同参画についての研修⑤医療・福祉従事者への男女共同参画についての研修

こ
ど
も
福
祉
課

医療･福祉従事者に対する児童虐待防止啓発研修の実
施。
・対象：むこがわCAP「児童虐待対応の流れについて」（参加
人数８人）
・対象：伊丹市保育所長「虐待通報者の秘密保持について」
（参加人数10人）
・対象：伊丹市歯科医師会「ネグレクトへの対応について」（参
加人数17人）

　研修を実施する団体のさらなる開拓

地
域
福
祉
課

(131103)
民生委員
児童委員
等活動委
託事業

民生委員児童委員を対象とした、DV・虐待防止のための研
修会、運動、大会への参加。
・ひょうごオレンジネット推進事業啓発活動
　（5/７,10/１,10/30）
・伊丹市要保護児童対策地域協議会代表者会議（5/26)1人
参加
・DV防止対策連絡会議（8/31）1人参加
・阪神北ブロック会長・主任児童委員連絡会（11/28）10人参
加
・児童虐待防止講演会（2/9）224人参加
ほか。
事業実施や事業参加などにより、「伊丹市民生委員児童委
員連合会」としても共通の認識を持ち、各民生委員児童委員
の日々の活動に活かしている。

研修等で得た知識や成果を、地域住民によ
り多くフィードバックしていく必要がある。
民生委員児童委員として活動する上で必
要な個人情報の提供や対応事案の内容など
を求める要望があり、検討を要する。

高
年
福
祉
課

(130702)
高齢者の
成年後見
制度利用
支援事業

地域包括支援センターを相談窓口とし、関係機関とのネット
ワークを図り、個別に相談を受ける中で市民への啓発を行う
ほか、個別のケースを事例検討する場で成年後見制度の利
用についての検討や（成年後見制度に関するケースカンファ
レンス7件）、権利擁護センターと連携して権利擁護に関する
研修（4回実施 計184人 男性：53人 女性：131人）を周知
するなど、成年後見制度について周知徹底を図った。

成年後見制度はしくみが複雑であり、市民
に充分に知られている制度とは言い難い。今
後も周知を図っていく必要がある。

7-5-117-5-117-5-117-5-11
医療・福祉従事
者が人権尊重
と男女共同参
画について十
分理解して市
民に接すること
ができるよう、専
門分野に応じた
研修を実施す
る

7-4-97-4-97-4-97-4-9
ＨＩＶ感染／エ
イズや性感染
症に対する正し
い知識の普及
や予防教育を
推進するととも
に、感染者や患
者への差別や
偏見をなくすた
めの教育・啓発
を行う

7-4-107-4-107-4-107-4-10
飲酒、喫煙、薬
物乱用、過激な
ダイエットなど
が心身に及ぼ
す影響につい
て教育、啓発を
行う
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基本目標Ⅲ男女共同参画の理念に立った
健康・福祉サービスの充実

介
護

保
険
課

高齢者の人権擁護に関連する研修やシンポジウムへ職員
派遣を行った。認知症や成年後見人制度の基礎的な知識の
習得を通じて、業務実施の上でも配慮すべき人権課題の現
状に理解を深めた。

引き続き、業務関連分野の研修参加を通
じ、人権尊重及び男女共同参画に関する職
員の意識醸成を目指す。

伊
丹
病
院

管理職研修、人権研修などの機会を通じて人権や男女共
同参画への意識の向上を図る。また、患者等に配布する文書
について、男女平等に関する表現指針に基づいた表現とな
るよう周知。

男女平等に関する表現だけでなく、外国人
や性同一性障害など広く人権についての意
識を持ってもらうよう、研修の機会を提供する
必要がある。

社
会
福
祉

協
議
会

・地域包括センターにおいて、ケアマネージャー等を対象に
研修を実施（23年度9回）。テーマは「高齢者への相談支援」
「対人援助職の燃え尽きを防ぐ」など。

　虐待ケースの中のDV数の把握について。

番号及び番号及び番号及び番号及び
具体的施策具体的施策具体的施策具体的施策

担担担担
当当当当
課課課課

市行政評価市行政評価市行政評価市行政評価
における事における事における事における事
務事業コー務事業コー務事業コー務事業コー
ド及び事務ド及び事務ド及び事務ド及び事務
事業名事業名事業名事業名

平成23年度の主な取り組み及び成果 課題及び改善内容平成23年度の主な取り組み及び成果 課題及び改善内容平成23年度の主な取り組み及び成果 課題及び改善内容平成23年度の主な取り組み及び成果 課題及び改善内容

①高齢者・障がい者（児）が安心して暮らせる①高齢者・障がい者（児）が安心して暮らせる①高齢者・障がい者（児）が安心して暮らせる①高齢者・障がい者（児）が安心して暮らせるそれぞれそれぞれそれぞれそれぞれへのへのへのへの介介介介護護護護環境環境環境環境の整備の整備の整備の整備

高
年

福
祉
課

(130604)
高齢者実
態調査事
業

介護者の実態把握に努め、調査結果に基づいて各種の支
援を行った。家族介護者会について、「介護保険サービス利
用のてびき」に掲載するなどしてPRを継続している。

今後も介護者の実態把握に努めて、個人
に応じた支援を行っていく必要がある。
男性家族介護者の会について、「介護保険
サービス利用のてびき」に掲載するなどして
PRを行う。

障
害
福
祉
課

(133202)
伊丹市障
害福祉計
画策定事
業

①「伊丹市障害福祉計画（第3期）」策定にかかり、アンケート
実施時に、主な介護者の項目として「配偶者」や「母親」を加
えて、女性介護者の実態把握に努めた。
②男性介護者の相談支援時に、男性介護者の自助グループ
の紹介を行なっている。

「伊丹市障害福祉計画（第3期）」（計画期
間：平成24年度～26年度）の進行状況を確
認する。

介
護

保
険
課

関係機関(高齢者実態調査の実施部署)との情報共有につ
とめた。「高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」策定の
過程で、介護保険保健福祉に関するアンケート調査を実施
し、介護をめぐる現状の把握に役立てた。

引き続き、高齢者実態調査の実施部署(高
年福祉課)と連携し情報共有することや、介護
相談員事業を通じて得られる情報を活用する
ことにより、家族介護の実態把握につとめる。

社
会
福
祉

協
議
会

障害者デイサービスセンター事業（生活介護・機能訓練）の
実施。
・利用者の重度化に伴い、職員の介護等の資質向上を目指
した職員研修を年間通じて定期的に実施。（年間４回）

同性介護を基本とするが、職員の確保が難
しくなってきている。
研修では介護技術のみならず、職員のスト
レスケア対策や障害者福祉制度等について
取り組んでいる。

高
年

福
祉
課

(130604)
高齢者実
態調査事
業

高齢者実態調査の実施により、生活実態やニーズの把握に
努めた。

民生委員に提供する個人情報の取扱いに
ついては、個人情報保護審査会で協議し、
実施した。。

障
害

福
祉
課

(133102)
障害者相
談支援委
託事業

障がいのある人の総合相談・専門相談を市内4箇所で行
い、障害者自立支援協議会の個別支援会では、事例検討等
を実施し、相談員の資質の向上に努めた。

　相談者の性別と年齢を把握する。

社
会
福
祉

協
議
会

要援護高齢者及びひとり暮らしの高齢者の実態を把握する
ため、民生委員の協力を得て高齢者実態調査を実施（調査
数4,633人）。高齢期の女性や障害のある女性が社会的に不
利な状況に陥りがちなことを踏まえ、その生活実態やニーズ
を細かく把握するよう努めた。

より多くの要援護高齢者を把握していくた
め、調査方法と調査データの改善を図る。

　【基本課題８】高齢者・障がい者（児）、ひとり親の家庭などが孤立せず、安心して暮らせる環境の整備

8-1-18-1-18-1-18-1-1
家族介護者の
性別や年齢層
など、実態の把
握に努め、同性
による介護など
男女共同参画
の視点を盛り込
む

8-1-28-1-28-1-28-1-2
高齢期の女性
や障がいのある
女性が社会的
に不利な状況
に陥りがちなこ
とを踏まえ、そ
の生活実態や
ニーズを細かく
把握するよう努
める
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基本目標Ⅲ男女共同参画の理念に立った
健康・福祉サービスの充実

②②②②介介介介護者が安心して暮らせる護者が安心して暮らせる護者が安心して暮らせる護者が安心して暮らせる環境環境環境環境の整備の整備の整備の整備

高
年
福
祉
課

(130401)
地域包括
支援セン
ター事業

地域包括支援センターおよび市内9箇所の介護支援セン
ターにおいて、在宅の要援護高齢者の家族等を含め、高齢
者、子ども、障がい者に対して、気軽に相談できる窓口を設
置し、サービスの利用促進を図る。また地域包括支援セン
ターの周知を図るとともに、ブランチである介護支援センター
との連携を強化し、地域に根ざした相談窓口として定着を
図った。
・「広報伊丹」23年10月15日号「介護保険特集号」においても
窓口を周知。

地域に根ざした相談窓口として周知を図っ
たことにより、総合相談等の事業が充実した。
今後も高齢者の総合相談窓口として市広報
に掲載するなどにより周知に努めていく。

介
護
保
険
課

地域包括支援センターに加え、すまいに身近な介護支援セ
ンターが、介護に関する総合相談の窓口として機能してい
る。市役所高年福祉課、介護保険課でも職員全員で丁寧で
分かり易い介護相談業務につとめた。また、上記相談窓口の
案内を各てびきに掲載し、65歳以上高齢者全員に配布した。

引き続き、介護保険各種てびきや広報特集
号などの作成に際しては、窓口施設の情報
を掲載し、相談窓口の周知につとめる。また、
てびき小冊子は65歳以上高齢者全員に配布
する。

社
会
福
祉

協
議
会

地域包括支援センター及び市内９か所の介護支援センター
における総合相談窓口の設置。窓口の周知及び利用しやす
い窓口の工夫を重ねる。年間相談件数7,858件。

①より質の高い相談対応を行うために、各関
係機関との事例検討等を実施する。
②相談窓口の周知方法。

高
年
福
祉
課

(131301)
家族介護
教室事業

家族や近隣の援助者に対し、介護予防の知識や技術習得
のための教室を各介護支援センターで開催した。実施主体
である介護支援センターの相談機能を活用して、事業参加者
を募った。
・23年度は19回361人の方々が参加。

介護支援センターの相談機能を生かし、事
業の周知を図る。

障
害
福
祉
課

(133102)
障害者相
談支援委
託事業
(133220)
障害福祉
サービス
（居宅系）
事業

障がいのある人やその家族の相談に対応するとともに介護
負担の軽減に努めた。

毎年増加する特別支援学校の卒業生の日
中の居場所の確保が問題になっている。

社
会
福
祉

協
議
会

　当事者会（家族会）の活動支援
・伊丹市介護家族ささえの会・伊丹市認知症介護者家族の会
（えくぼの会）・伊丹市失語症の友の会（お花し会）・男性介護
者きたいの会（平成21年発足）の活動支援
・男女の別を問わず、各種事業を実施し、介護は女性がする
という旧来型の固定観念を緩和する一助となった。

平成22年度と同様に事業を実施。また、平
成23年度より若年認知症のつどいを開催。

高
年
福
祉
課

(132218)
家族介護
者支援交
流事業

家族会に事業委託を行い、家族介護者相互の交流会等を３
回開催した。身体的、精神的負担の軽減を図るため、本事業
を必要とする多くの介護者が参加できるよう支援を行った。
（各家族会会員数：介護者家族ささえの会13人うち女性13
人、認知症介護者家族の会21人うち女性20人、失語症の友
の会32人うち女性21人、男性介護者きたいの会13人）

　より多くの参加を促すため、介護者団体と連
携した効果的な事業のPRが必要である。

介
護
保
険
課

介護保険課で実施をした、介護の日イベント（ノルディック
ウォーキング体験会）や、介護保険事業計画策定に関する市
民説明会は、開催日を土日祝日に設定し、参加の利便性に
配慮した。

市民の参加する事業開催に際しては、実施
日や時間の設定に関して、男女協同参画の
視点に配慮する。

③高齢者・障がい者③高齢者・障がい者③高齢者・障がい者③高齢者・障がい者((((児児児児))))の自立や社会参画への支援の自立や社会参画への支援の自立や社会参画への支援の自立や社会参画への支援

高
年
福
祉
課

(131103)
通所型介
護予防事
業

市、地域包括支援センター、介護支援センターの訪問活動
により周知を図り、要介護状態となるリスクの高い人を対象とし
て筋力向上トレーニング事業（機器あり・機器なし）、機能訓練
事業（遊友教室）、高齢者食生活改善事業、口腔機能向上事
業（口腔ケア事業）、介護予防デイサービス事業など、各種機
能訓練やレクレーション等を行い、筋力及び機能の向上、維
持を図った。

　事業対象者の把握に努める。

社
会
福
祉

協
議
会

伊丹市包括支援センターを運営し、介護予防に関わる活動
を進め、高齢者の自立を促進。

社会福祉士・主任ケアマネ・保健師等が要
支援の認定を受けた者や二次予防事業の対
象者へ介護予防ケアマネジメントを継続的に
実施する。

8-2-58-2-58-2-58-2-5
家族介護に関
する事業の実
施にあたって
は、男性の参加
が得られるよう
内容や時間帯
などを工夫する
とともに、男女
共同参画の視
点を盛り込むよ
う努める

8-3-68-3-68-3-68-3-6
介護予防に関
わる活動を進
め、高齢者の自
立を促進する

8-2-38-2-38-2-38-2-3
介護に関する
総合的な相談
体制を充実さ
せ、窓口の周知
に努める

8-2-48-2-48-2-48-2-4
家族介護者に
対する介護教
室 や リ フ レ ッ
シュ事業、健康
教室、相談事
業、レスパイト事
業、介護者会の
活動支援などを
通して、家族介
護者の負担の
軽減と健康管
理の支援に努
める
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基本目標Ⅲ男女共同参画の理念に立った
健康・福祉サービスの充実

高
年

福
祉
課

(130801)
シルバー
人材セン
ター運営
補助事業

シルバー人材センターが、高齢者の就労による生きがいや
健康づくりに取り組めるよう同センターの事業を支援した。

今後も多様な高齢者のニーズに応えられる
よう、就労の充実を図る。

障
害
福
祉
課

(131805)
障害者就
職支度金
助成事業
／
（131806）
障害者職
場実習助
成事業／
(131807）
障害者就
労チャレ
ンジ事業

一般就労人数のさらなる増加をめざす。平成23年度は50人
（男性36人、女性14人）が一般就労した。

景気低迷の中で企業の募集状況が思わし
くなく、一般就労の実績は低調である。

④④④④ひひひひとりとりとりとり親親親親の家庭に対する支援の家庭に対する支援の家庭に対する支援の家庭に対する支援

地
域
福
祉
課

(111311）
婦人共励
会事業補
助金事務

母子・父子家庭の福祉増進や相互交流、情報交換等を実
施している当該団体へ年間324千円の事業補助金を交付し
ている。
・同会は年間事業として、全国・近畿母子寡婦福祉研修大会
参加、バスツアー、クリスマスの集いなどによって、研修・交流
を行っている。

様々な相互交流事業や情報交換、情報提
供等を行うことにより、ひとり親家庭の孤立感
軽減の一助となっているが、若年母子の参加
促進や支援を必要とする父子家庭への対応
が課題となっている。

こ
ど
も

福
祉
課

（212403）
母子・父
子相談事
業

経済的な問題から家族関係に関すること、DV被害など、幅
広い相談に応じている。
・23年度の相談件数は６７４件（うちＤＶを含むもの123件）。

　新任職員の相談技術向上に努める。

8-4-98-4-98-4-98-4-9
就労支援など
ひとり親家庭に
対する自立支
援策を充実す
る

こ
ど
も

福
祉
課

　母子家庭等対策総合支援事業の実施
・高等技能訓練促進費支給事業：18件
・教育訓練給付金支給事業：3件
・母子自立支援プログラム策定事業：22件（うち3名が就職）

　市民に対する事業の更なる周知が必要。

8-4-108-4-108-4-108-4-10
母子・父子向け
市営住宅の提
供や空家入居
募集時の優先
枠の設定など、
ひとり親世帯へ
の住宅支援を
行う

住
宅
課

市営住宅空家入居者募集において、母子・父子等世帯枠
を設けて募集を行い、２世帯入居により、一定の成果を得られ
た。

　継続して世帯枠を設ける。

8-４-118-４-118-４-118-４-11
父子家庭が地
域で孤立しがち
な背景にあると
考えられる固定
的役割分担意
識の解消に向
け、広報・啓発
活動を行う

同
和
・
人
権
推
進
課

こ
ど
も
福
祉
課

平成23年度の取り組みはなし（24年度からの新規項目のた
め）

父子家庭のニーズの把握及び有効な広報･
啓発手法を見出す必要がある。

8-3-78-3-78-3-78-3-7
高齢者や障が
い者（児）の自
立と社会参画
に向け、就労を
支援する

8-4-88-4-88-4-88-4-8
相談事業や交
流事業など、ひ
とり親家庭の不
安や孤立感を
軽減する取り組
みを行う
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基本目標Ⅲ男女共同参画の理念に立った
健康・福祉サービスの充実

　【基本課題９】安心して子どもを産み育てられる環境の整備

番号及び番号及び番号及び番号及び
具体的施策具体的施策具体的施策具体的施策

担担担担
当当当当
課課課課

市行政評価市行政評価市行政評価市行政評価
における事における事における事における事
務事業コー務事業コー務事業コー務事業コー
ド及び事務ド及び事務ド及び事務ド及び事務
事業名事業名事業名事業名

平成23年度の主な取り組み及び成果 課題及び改善内容平成23年度の主な取り組み及び成果 課題及び改善内容平成23年度の主な取り組み及び成果 課題及び改善内容平成23年度の主な取り組み及び成果 課題及び改善内容

①子育て①子育て①子育て①子育て相談相談相談相談体制、情報提供の充実体制、情報提供の充実体制、情報提供の充実体制、情報提供の充実

健
康
政
策
課

（122103）
２４時間健
康・医療
相談事業
（212304）
すくすく相
談

　乳幼児期、思春期全ての年齢層の相談に対応した。
・乳幼児期＝７,８１６件、小学生＝１,５９５件、思春期（中高生）
＝５３５件
　すくすく相談や乳幼児の発達に関する相談も実施した。

　継続して行っている。

保
育
課

地域子育て支援事業として、各保育所で育児相談に対応し
ている。また、地域交流や園庭開放を実施し在宅児や保護者
への子育て支援を行っている。窓口での相談については、必
要に応じて関係部署を紹介したり情報提供をし、適切に対応
している。

多様な相談やニーズに対応できるように、
関係部署との連携を図る。職員同士で相談
支援についての情報共有に努める。

こ
ど
も
福
祉

課

(211102)
家庭児童
相談事業

要保護児童対策地域協議会における個別担当者会儀の実
施を以って、相談窓口の強固な連絡･連携体制を維持してき
た。
・２３年度の会議の開催実績は157回

　相談窓口のさらなる周知が必要。

家
庭
教
育
課

(212101)
家庭教育
アドバイ
ザー事業

公立幼稚園全園へ家庭教育アドバイザーを派遣。アドバイ
ザーと子育て支援センター指導員が連携し、子育ての悩み相
談を実施した。
・アドバイザーの派遣回数181回、相談件数330件、参加者数
11,765人

　アドバイザーの資質向上を図る。

総
合
教
育

セ
ン
ター

(212105)
教育相
談・特別
支援教育
相談

保健センター、こども福祉課「たんぽぽ」や「カルミア」などを
経て幼稚園に入園した園児について、状況に応じた教育相
談や巡回相談を実施した。

卒業などで学校を離れた場合でも、次の就
学先、就業先につながるまでフォローしてい
るケースもあるが、他機関との連携した対応を
考える必要がある。

少
年
愛
護

セ
ン
ター

(211501)
青少年問
題相談事
業

青少年問題協議会と連携し、情報交換を行い、また、こども
若者企画課が作成した「子ども・若者」のための相談支援ハン
ドブックを職員全員に配布し、相談窓口に常備することによ
り、各相談窓口との連絡・連携体制の充実を図った。
合同教育相談では、学校教育室、こども福祉課、阪神北少
年サポートｾﾝﾀｰの職員と連携して本人、保護者、担任教諭
の相談に当たっている。23年度はスクールソーシャルワー
カーにも相談に加わってもらった。

　引き続き実施予定

健
康
政
策
課

ビデオ（日常の人権、女性・子ども・高齢者）による課内職員
研修を実施

　引き続き実施予定

子
育
て
支
援
課

・安心して子どもを生み育てることに喜びを感じることができ、
地域社会が子どもの育ちや親の子育てを支えていくことので
きることを踏まえ、もっとも身近な父親の育児参加の促進を目
指し、子育て支援センターで事業実施への取り組みを行うな
かで職員間で話し合い、基本的認識については共有できて
いると考えている。
・子育て相談に的確に対応できるよう研修会に参加した
・子育て支援課管轄外の地域子育て支援拠点については、
「子育てテーマパーク」を子育て中の保護者を中心に（市民
公募女性9名、事務局男性1名）実施する機会を設けること
で、学びあうことができた。

職員一人一人が自らの生活を振りかえる機
会を設け考えていく中で共通認識をもつ取り
組みが必要である。男性の育児参加やワー
ク・ライフ・バランスの推進が大きな課題となる
なか検討過程で改めて共通認識を持ってい
く。子育て支援課管轄外の地域子育て支援
拠点については連携強化をするための取り
組みを進める。

こ
ど
も

福
祉
課

ＤＶ対応に関する県主催の研修に3名の相談員の職員を派
遣した。

　現状のとおり実施していく。

9-1-29-1-29-1-29-1-2
子育て相談を
受けるにあたっ
ては担当職員
の研修を行うな
どして、固定的
な男女の役割
分担にとらわれ
ないよう配慮し
て行う

9-1-19-1-19-1-19-1-1
乳幼児期から
思春期特有の
悩みまでが相
談できる体制を
整備 ･ 充実 さ
せ、窓口の周知
を行う。また、相
談窓口の連絡･
連携体制を充
実させる
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基本目標Ⅲ男女共同参画の理念に立った
健康・福祉サービスの充実

家
庭

教
育
課

(212101)
家庭教育
アドバイ
ザー事業

年３回、みんなのひろば事業の関係者同士で、情報交換の
場を設け、情報を共有した。

　継続した取り組みを実施する。

総
合
教
育

セ
ン
ター

(212105)
教育相談
事例研究
会

相談事例について相談者の抱える問題の見立てやカウン
セリングの方向性について、毎週行うケースカンファレンス(相
談員の会議）の中で確認し合った。さらに、大学教授等を招
いて事例研究会を行い、相談員の資質向上を図った。

引き続き、男女の役割分担に囚われないよ
うな意識を持って相談にあたることができるよ
うな研修をする。

少
年
愛
護

セ
ン
ター

(211501)
青少年問
題相談事
業

①進路相談員研修会、少年育成協会全体研修会、青少年を
守る店連絡協議会研修会、少年補導委員全体研修会、青少
年健全育成研修会等を実施した。
②近畿、県、阪神間で行う補導委員研修会にも参加し、年間
17回の研修会に参加し、職員の資質の向上を図った。

子ども理解やカウンセリング、子育てをテー
マとした研修会を６回、企画、開催予定。

②多様な子育て支援サービスの充実②多様な子育て支援サービスの充実②多様な子育て支援サービスの充実②多様な子育て支援サービスの充実

子
育
て
支
援
課

(213103)
子育て
サークル
補助金事
業

①子育てサークルネットワークの活動支援として、会議（定例
会11回、打合せ会議12回）の進め方や主催事業（4回）への
アドバイスを行いながら、子育てサークルネットワークの運営
を支援できた。
②子育てサークルの活動助成金として、38団体（前期39団
体）に673,750円を交付した。

継続的に各サークルの特徴を活かしながら
地域で主体的に活動できるように子育て支援
センターの職員がサークルに出向き活動をア
ドバイスする取り組みを行う。11月に毎年サー
クルネットワーク交流会のときに母親に誘わ
れて遊びにくる父親はいるが、積極的に遊び
に参加することがないので役割を与えてい
き、参加するきっかけづくりをする。

同
和
・
人
権
推

進
課

(921307)
女性・児
童セン
ター管理
運営

①男性保護者が参加するきっかけとして親子科学教室を実
施。
②多胎児のお父さんを対象にしゃべり場を実施。
・講師が男性だったことから普段の妻とのコミュニケーションに
ついて本音を語る場となった。

①24年度も継続事業として実施
②新たにまちづくりマップ作り＆しゃべり場を
実施予定

健
康
政
策
課

(212309)
マタニティ
クラス事業
(212303)
モグモグ
離乳食講
座

①マタニティクラスでは参加者を妊婦だけに限らず、パート
ナーや祖父母にまで広げて募集した。内容についても妊婦
疑似体験や沐浴実習など体験できる内容を組み込んだ
②モグモグ離乳食講座には父親の参加も可能
・参加者のべ381人（母95.5%、父2.4%、祖母1.6%、その他
0.5%)

　昨年度同様、現在も引き続き行っている。

子
育
て
支
援
課

(212206)
子育て支
援セン
ター事業

　男性の子育て参画のための啓発を実施。
①講座・相談・情報提供等の子育て支援事業を通して、男性
の子育てへの参画をはかる
②父親対象の講座を開催（１回、参加者数26人）
③むっくむっくルーム等各ひろば事業への男性参加は延べ
1,174人と昨年度より150人増加しており、男性の育児への意
識の変化を実感している
④子育てサポーター養成講座では、今年度は男性の参加者
が４名あり、サポーターとして登録し、子育て支援センターの
事業全般で活動している。

父親が子育てに関する知識や技能を修得
できる機会を拡大し、父親が参加しやすい事
業の工夫をしながら実施していき男性の参加
の増加を目指していく。２３年度と同様に「パ
パのための講座」等への参加を呼びかけ育
児参加のきっかけづくりに取り組む。

家
庭
教
育
課

(212102)
草の根家
庭教育推
進事業

父親の子育てを促す内容を取り入れた家庭教育パンフレッ
トを作成し、４カ月健診時に保護者へ配布し、啓発を図った。
①４カ月健診時＝月2回、延べ２４回。参加者数1,914人。家
庭教育ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ「子どもは社会の宝です」の配布とビデオ「新
米ママ＆パパに贈るﾒｯｾｰｼﾞ」上映
②3歳児健診時＝月2回、延べ24回。参加者数1,895人。「3歳
児からの家庭教育のしおり」の配布。
③就学前＝小学校1日入学時。参加者数3,726人（保護者の
児童）。配布資料「家族っていいな！」。腹話術で基本的な生
活習慣の大切さや親としての在り方を考える機会とする
④思春期＝中学校入学説明会時。参加者数1,899人。配布
資料「どんと来い思春期！」「思春期の心理と行動」。講話内
容「思春期の心理と親の対応」
パンフレットの配布については一人ひとりに声をかけながら

手渡しをし、家庭教育の啓発を行なっている。

　パンフレットの内容の充実。

9-2-39-2-39-2-39-2-3
男性の子育て
参画を促すとと
も に 、子育て
サークルの育成
やネットワーク
化、情報提供な
ど、地域におけ
る市民の子育
て活動を支援
する

9-2-49-2-49-2-49-2-4
子育て支援事
業の実施にあ
たっては、男女
が共に子育て
に関する知識
や技能を得る
機会や場を提
供するとともに、
男性の子育て
への参画を促
すよう工夫する
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基本目標Ⅲ男女共同参画の理念に立った
健康・福祉サービスの充実

公
民
館

（231103）
公民館事
業推進委
員会活動
事業
（231105）
講座等生
涯学習活
動支援事
業

①市民講座「パパと一緒に野外料理を楽しもう！」
・野外活動センターで、野外料理やゲームを通して親子の絆
を深め、父親の子育てを促した。（8家族参加、内父親は5
人。）
②市民講座「子どものやる気！本気！元気を育てる」
・子どもの伸ばし方のコツやストレスに打ち勝つたくましい子ど
もの育て方を学んだ。（172人参加。男女比は、4：5）
③市民講座「フィンランド発　子どもの自主性と自立を育てる
家庭づくり」
・高い学力で世界の注目を集めるフィンランドの教育から、地
域社会や家庭で子どもたちを愛情深く見守る子育て法につ
いて学んだ。（１１人参加。男女比は、1:10）
④現代課題セミナー「０才児ママのワイワイトーク」
・0才児と親を対象にした講座で、タッチカウンセリングや工作
づくりを通して友達づくりをした。また父親が講座に出席する
日を設定した結果、父親の積極的な参加を得、子育てに対
する父親の意識の高さを認識することができた。（親子22組参
加、内父親は9人）

　父親が、子育てに積極的に関わることの必
要性や効果、子育ての楽しさを実感すること
ができるよう、父親の関心の高いプログラム等
について検討し、より多くの参加が得られるよ
うな事業を実施していきたい。
　平成24年度は、おうちではなかなかできな
い遊びを親子で体験できる市民講座「パパと
キッズのプレイルーム」を企画している。

③③③③食環境食環境食環境食環境・・・・住環境住環境住環境住環境など、子育てをめなど、子育てをめなど、子育てをめなど、子育てをめぐぐぐぐる生活る生活る生活る生活環境環境環境環境への取り組みへの取り組みへの取り組みへの取り組み
9-3-59-3-59-3-59-3-5
食品の安全性
など子育てをめ
ぐる生活環境に
ついて、情報や
学習機会の提
供を行う

消
費
生
活
セ
ン
ター

(113302)
消費者教
育・啓発
の推進

①｢本当の食の豊かさとは何か?～見直しましょう､日本の伝統
食｣をテーマとして､講演会をを開催
②くらしの講座では､｢楽しく食べて､健康に!｣をテーマに､食
生活と健康について講演会を開催
③｢食品の糖度を測ってみよう｣をテーマに､身近な食品の糖
度を測定し､摂取エネルギーと食品表示について､親子での
学習会を開催
　いずれも、多くの市民の参加があった。

今後も､より多くの市民に参加していただけ
るよう、講座のテーマ・内容を検討する。

健
康
政
策
課

①「いたみ食育プラン」に基づき、各種事業を他部局や市内
事業所と連携して実施。子ども部事業や子育て支援センター
事業に定例的に栄養士が出向き、こどもの食生活についての
講話を行った。
・23年度19回。５２９人参加
②乳幼児検診や各種講座、健康教育、高校生対象のバラン
スアップ教室ほかイベント時に共催して実施

中高生対象にしていた食生活バランスアッ
プ教室をさらに進めて３小学校に実施。また、
市内事業所と連携して公立保育所児童に食
育体験教室を実施。

保
健
体
育
課

(222401)
健全な食
生活推進
事業

①各校で食に関する指導計画（全体計画・年間指導計画）を
作成し、全教育活動を通し、発達段階に応じて系統的に食育
を行った。
②「給食に関する指導」を小学校１年生対象に実施し、給食
を生きた教材として活用した。
③「食に関する指導」を小学校２年生を対象に実施し、児童
の食への興味・関心が増し、嗜好の改善につながった。
④食育担当者会を実施し、情報交換等をとおして、各校の食
育に生かした。
⑤家庭科で自分の体に合った食事を作る学習などにおい
て、男女共同参画の視点を持つことができた。

「食育」の推進にあたり、教育課程に位置づ
けるとともに、教育的ニーズを踏まえた指導
計画の改善を行う。
「食に関する指導」については、対象学年を
他学年にも広め、児童が食について学ぶ機
会を増やすことを検討し、さらなる食育の充
実を図っていく。

④子ども④子ども④子ども④子ども達達達達のののの居居居居場所場所場所場所づづづづくりへの取り組みくりへの取り組みくりへの取り組みくりへの取り組み

同
和
・
人
権

推
進
課

（921307）
女性・児
童セン
ター管理
運営

①児童会館では、児童の健全育成をめざし、事業を実施し、
子どもたちの居場所づくりに取り組んでいる。こどもまつりなど
のイベントにおいて地域との連携を図りながら子どもたちが安
心して過ごせる場所としての位置づけができている
②夏の期間、中高生たちの居場所づくりとして夜卓球を実施

継続し、子どもたちが安心して集える居場
所づくりを地域と連携して実施していく。

こ
ど
も
若
者

企
画
課

(211404）
遊ぼうひ
ろば事業

実行委員４人（男性２人、女性２人）及びサポーター男性13
人が運営。
・幼児や小学校低学年とその保護者を対象に、あそぼう広場
と出前あそぼう広場を実施。あそぼう広場には、約５０名/月参
加。（こども男性１１２名、女性１３９名、大人男性２７名、女性１
２０名）
・季節に応じた遊びや工作を自分の責任で自由な発想で
行っている。また、幼児・児童の保護者には、父母や祖父母
などさまざまであり、異世代交流の場ともなっている

現在は、瑞ケ池公園を中心に活動を行って
いるが、市内様々な場所で実施できるよう取
り組んで行く。

9-4-79-4-79-4-79-4-7
地域と連携しな
がら、子どもが
安全に安心して
過ごせる居場
所作りに取り組
む

9-3-69-3-69-3-69-3-6
子どもの健全育
成のため、食育
について様々
な機会を通じて
啓発を行う
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基本目標Ⅲ男女共同参画の理念に立った
健康・福祉サービスの充実

社
会
教
育
課

(220701)
生涯学習
センター
管理運営
事業
(220801)
北部学習
センター
管理運営
事業

ラスタホール・きららホールなどの生涯学習施設で、こども向
けの講座・イベントを実施し、居場所づくりに取り組んだ。
①ラスタホールでは、地域協働講座として、市民参画によるこ
ども向けの講座を実施した
②きららホールでは、利用団体と市民の交流を目的としたイ
ベントや子どもを主役としたイベントを開催した

引き続き、地域と連携しながら、子どもが安
全・安心に過ごせる居場所作りに取り組む。

⑤子育ての⑤子育ての⑤子育ての⑤子育ての不不不不安を解安を解安を解安を解消消消消するするするする小小小小児医療の充実児医療の充実児医療の充実児医療の充実

地
域
医
療

推
進
課

(122105)
阪神北広
域こども急
病セン
ター運営
事業

小児救急医療に関する知識の普及を図る為、乳幼児の４ヶ
月児検診において、阪神北広域救急医療財団が作成した子
どもの急病の対応に関する情報冊子を配布した。

医師等医療従事者の安定的な確保が必
要。

伊
丹
病
院

①小児科外来に併設して、子育て相談の場を設けている。
・子育ての相談は23年度283件（22年度は270件）
②小児科外来受診患児（予約以外）にトリアージを行い患児
の緊急度に応じて診察の優先度を判断している。その中でも
育児不安や虐待疑いについても判断している。
③虐待やＤＶの疑いがあれば、小児救急看護認定看護師と
相談のうえ、関係機関に連携を取っている。
④入院中に育児不安を訴える保護者には育児指導を行い、
また市の子育て支援事業の紹介を行っている。

子育ての相談だけでなく、相談内容に応じ
て社会資源の提供や市の子育て支援課等と
連携しながら支援を行う。

9-5-89-5-89-5-89-5-8
小児医療体制
の充実に努め、
子育て不安の
解消を図る
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基本目標Ⅳ あらゆる暴力に対する根絶の取り組み 

基本目標Ⅳ あらゆる暴力に対する根絶の取り組み 基本目標Ⅳ あらゆる暴力に対する根絶の取り組み 基本目標Ⅳ あらゆる暴力に対する根絶の取り組み 基本目標Ⅳ あらゆる暴力に対する根絶の取り組み 

    

【配偶者・パートナーからの暴力（ドメスティック・バイオレンス）防止対策の推進】 

 進捗状況評価から、全体的には着々と進められていることが理解できます。そのような

中で、今後に期待したい点としては以下の通りです。 

 ＤＶの相談件数やケース数は、高齢者虐待の中に含まれるＤＶの件数を含むように、

他課との連携のうえ挙げる。 

 ＤＶの相談員には相談者の心身の健康ための十分な支援体制と新しい知識や技能が

必要である。相談員のケアやスキルアップに努めているが、相談員とともに考え、

相談員が継続していけるような体制作りを継続する。 

 複雑なケースへの対応が目立つようになっていたことから、庁内だけでなく、市内

各機関との連絡調査会議が必要ではないかと考えます。また、県へ積極的に要望す

るととともに、近隣の市との連携の強化を図る。 

 支援者の研修では、学校の教員には中学校 1 校のみの実施であり、市の職員にも新

人研修と部長級研修のみである。医療関係者への研修はないことから、研修の計画

を立ててまんべんなく実施できるような体制づくり。 

 市民への啓発として、パネル展は駅やショッピングストアなど不特定多数の方々が

通るところで行うなど、市民に情報を届きやすくする。 

 計画実施だけでなくその評価のために、配偶者暴力相談支援センター利用者の方の

意見をフィードバックする機会をつくる。 

 実施に向けての検討である、ステップハウスの確保、生活用品提供支援への取り組

みについて一層の取り組みをおこなう。 

 女性・児童センターにおけるカウンセリングの取り組みは、被害者やその子どもの

自立に向けて取り組みを実施する。 

 

【セクシャル・ハラスメントなどへの防止対策の推進】 

●教職員へのセクシャル・ハラスメント防止対策 

 総合教育センターにおける相談のなかに、セクシャル・ハラスメントの相談が昨年に引

き続き、リピーターからあります。この事実は、市民にとって相談場所が周知されて的確

な対応がなされていることと評価します。一方で教職員へ防止対策は、昨年同様管理職研

修や初任者研修で対応しているにすぎません。伊丹市において、すべての教職員が定期的

に継続して教育を受ける機会が必要であると考えます。 

●市民団体へのセクシャル・ハラスメント防止対策 

 セクシャル・ハラスメントの講座希望は、その団体に人権感覚や人権意識が無自覚であ

ればいつまでたっても希望はありません。特に、市民団体等の場合は、被害を受けた人は

その団体に参加しないことで解決してしまいます。そのために表在化することはほとんど
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基本目標Ⅳ あらゆる暴力に対する根絶の取り組み 

ないため出前講座の依頼に至らないと考えられます。市民団体へは定期的に開催するなど

の強制力のある対応の検討が必要です。 

●性犯罪被害者への対応 

 性犯罪被害者の対応については平成 24 年度からの取り組みとなっています。性犯罪の加

害者は見知らぬ者だけでなく、恋人や配偶者などにも及びます。カウンセリングの機会が

課題とされていますが、計画にはないが、検査や緊急避妊ピルの処方などの市民病院の役

割も検討し、トータルな対応を期待します。 

 

【子どもや高齢者の安全を守る取り組みの推進】 

●児童虐待 

児童虐待や子どもの性犯罪を防ぐ取り組みは、他部署でも様々な取り組みが行なわれて

いますが、児童虐待と同時にＤＶが家庭内病理としてあることは少なくありません。ＤＶ

は固定的な性別役割分業感が基盤にあり、そのなかで育つ子どもへの影響は身体的・精神

的に大きく、世代間連鎖の可能性も高いのです。そのため、こども福祉課と家庭教育課だ

けでなく、伊丹市ＤＶ相談室も入った取り組みが円滑に行われていることは評価します。 

●高齢者虐待 

 高齢者虐待のなかには、ＤＶが含まれます。高齢者虐待では、加害者の続柄は息子であ

る事例が最も多いのですが、夫であることも珍しくありません。高齢者を対象とするケア

ワーカーや相談員がＤＶを理解していなければ、目の前では甲斐甲斐しく介護する夫が、

一変するＤＶ加害者であることを発見することはできません。介護疲れの虐待なのか、Ｄ

Ｖなのかではその後の対応は変わります。そのため、相談窓口のＰＲだけでなく、ＤＶの

件数を把握することで意識するとともに伊丹市ＤＶ相談室への報告が必要です。さらに、

関係者への研修の開催も期待します。 

 

＜成果目標と現状＞ 
   

項目 計画当初 現状 
成果目標 

（H28 年度） 

「伊丹市配偶者等からの暴力対策基本計画」実施済施策割合 
43% 

(H22 年度) 

63.9% 

（H23 年度） 

100% 

(H25 年度) 

市民意識調査における「伊丹市 DV 相談室」の認知度 
32.8% 

(H22 年度) 
- 

60% 

(次回調査時) 

CAP 講習会受講者数（小学 3 年生対象） 
1,925 人 

(H23 年度) 

1,925 人 

(H23 年度) 
1,900 人 
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基本目標Ⅳ あらゆる暴力に対する根絶の取り組み 

コラム② コラム② コラム② コラム② ＣＡＰの取り組み 

 伊丹市は、市内の小学校 3年生全児童に対して、ＣＡＰ(Child Assault Prevention=子

どもへの暴力防止プログラム)は行っており、人権教育を推進してきた市として全国的に

誇れる取り組みなのです。 

 市内にいるとこのことが当たり前になっていますが、改めてＣＡＰとは何かです。これ

は、「エンパワメント」（内なる力を引き出す）、子どもたちに「自分たちは大切な権利を

持っている」という人権意識、子どもたちの安全のためにはコミュニティ（地域）のおと

なたちが子どもたちをサポートするという３つの理念を柱にした子どもへの暴力防止・人

権教育プログラムです。 

 子どもには、生きるために絶対に必要な大切な 3 つの権利「Safe（安心）、Strong（自

信）、Free（自由）」について学びます。これらの人権を守る基本的対処の仕方が「No（イ

ヤという）」「Go（その場を離れる）」「Tell（誰かに話す）」をロールプレイ（寸劇）を使

って具体的に学んでいきます。 

 社会で共に生活する大人たちが、子どもには自由にする（拘束されない）権利なんてな

い！親の言うことを聞いていればいいのだという姿勢でいたとしたら、伊丹市の子どもた

ちは、せっかく素晴らし教育を受けているにもかかわらず、大人たちから「わがまま」と

見られることになってしまいます。また、子どもが暴力を受けていることを話した時には、

子どもを信じて受け止めることが必要です。 

 地域全体で子どもたちをサポートしていくためには、大人たちもプログラムを受け、大

人たちが変わらなければならないのです。 

（参考 ＮＰＯ法人 ＣＡＰセンター・ＪＡＰＡＮ ＨＰより） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         市内小学校でのＣＡＰ講習会の様子 
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基本目標Ⅳあらゆる暴力に対する
根絶の取り組み

基本目標Ⅳ　あらゆる暴力に対する根絶の取り組み基本目標Ⅳ　あらゆる暴力に対する根絶の取り組み基本目標Ⅳ　あらゆる暴力に対する根絶の取り組み基本目標Ⅳ　あらゆる暴力に対する根絶の取り組み 【【【【主要事業一覧主要事業一覧主要事業一覧主要事業一覧】】】】

番号及び番号及び番号及び番号及び
具体的施策具体的施策具体的施策具体的施策

担担担担
当当当当
課課課課

市行政評価市行政評価市行政評価市行政評価
における事における事における事における事
務事業コー務事業コー務事業コー務事業コー
ド及び事務ド及び事務ド及び事務ド及び事務
事業名事業名事業名事業名

平成23年度の主な取り組み及び成果 課題及び改善内容平成23年度の主な取り組み及び成果 課題及び改善内容平成23年度の主な取り組み及び成果 課題及び改善内容平成23年度の主な取り組み及び成果 課題及び改善内容

①配①配①配①配偶偶偶偶者等からの者等からの者等からの者等からの暴暴暴暴力対策の推進力対策の推進力対策の推進力対策の推進
10-1-110-1-110-1-110-1-1
「伊丹市配偶者
等からの暴力
対策基本計画」
に基づき、ドメス
ティック・バイオ
レンス（ＤＶ）防
止対策の推進
を図る

同
和
・
人
権
推
進
課
　
他

（921302）
ＤＶ対策
事業

①伊丹市ＤＶ相談室（伊丹市配偶者暴力相談支援センター。
平成22年度業務開始）を婦人相談員を配置して相談に対
応。23年度のＤＶ相談件数は延べ346件（22年度比32件増）。
ケース数167件（同25件増）
・他に市家庭児童相談室（こども福祉課）で123ケース、伊丹
警察で63ケースの相談に対応
②伊丹市ＤＶ被害者支援事業ネットワークを中心に、関係機
関の連携により被害者の相談、保護、自立支援対応。ネット
ワークにおいては、担当者会議、主管者会議各1回開催し、
情報交換や研修、市計画の進捗報告、意見交換等を行った
・ＤＶ防止マニュアルを必要に応じて改正し、周知した
・平成22年度のシステム改修による、被害者の住民基本台帳
閲覧制限の情報共有化に伴い、引き続き関係課で情報管理
を徹底
③ＤＶ防止セミナー他啓発活動を実施
・伊丹市更生保護女性会に働きかけ、ＤＶ防止講演会を開
催。参加者36人
・伊丹市ＤＶ防止セミナーを開催。講師はＮＰＯ法人ＷＡＮＡ
関西代表の藤木美奈子さん。伊丹市人権・同和教育研究協
議会進路保障部会及び伊丹市ＤＶ被害者支援事業ネット
ワーク関係職員の研修を位置づけ、全体で98人が参加。
・多言語対応によるＤＶ防止啓発カードを配布
・「女性に対する暴力をなくす運動」期間（11月12～25日）に
あわせて、伊丹市役所1階ロビー及び女性・児童センター内
で「ＤＶ防止パネル展」実施。デートＤＶ防止啓発も
・市議会議員対象に児童虐待及びＤＶ防止をテーマに人権
研修を実施
④伊丹市配偶者等からの暴力対策基本計画の施策のうち、
ステップハウスの確保、生活用品提供支援への取り組み、生
活費などの貸付・給付制度の研究・検討――の3項目が実施
に至っていない

・相談窓口の一層の周知
・ケース対応が複雑化。より一層の連携が必
要
・市内のＤＶの実態全体像の把握（件数等）
が困難
・2次的被害を防止するため、関係者への啓
発の必要
・学校と連携した若者への教育・啓発（デート
ＤＶ防止）

　【基本課題11】セクシュアル・ハラスメントなどへの防止対策の推進

番号及び番号及び番号及び番号及び
具体的施策具体的施策具体的施策具体的施策

担担担担
当当当当
課課課課

市行政評価市行政評価市行政評価市行政評価
における事における事における事における事
務事業コー務事業コー務事業コー務事業コー
ド及び事務ド及び事務ド及び事務ド及び事務
事業名事業名事業名事業名

平成23年度の主な取り組み及び成果 課題及び改善内容平成23年度の主な取り組み及び成果 課題及び改善内容平成23年度の主な取り組み及び成果 課題及び改善内容平成23年度の主な取り組み及び成果 課題及び改善内容

①市民生活におけるセクシュアル・ハラスメント防止対策①市民生活におけるセクシュアル・ハラスメント防止対策①市民生活におけるセクシュアル・ハラスメント防止対策①市民生活におけるセクシュアル・ハラスメント防止対策
11-1-111-1-111-1-111-1-1
学校におけるセ
クシュアル・ハラ
スメント防止の
ために、教職員
への研修を充
実させるととも
に、児童･生徒
への相談窓口
の周知と保護
者への情報提
供を行う

総
合
教
育
セ
ン
ター

(212105)
教育相
談・特別
支援教育
相談

①教育相談については、当センターのリーフレットやホーム
ページ、市の広報等で広く知らせた。相談受理ケースの中に
は、セクシュアルハラスメントを主訴とするものもあり、相談員
の会議で検討した。個人情報等に配慮し丁寧な対応につと
めた
②県や市が行う初任者・管理職を対象とした研修で、セクシュ
アル・ハラスメント防止について意識啓発を行った

引き続き当センターのリーフレットやホーム
ページ、市の広報等で相談窓口を広く知らせ
ていく。

　【基本課題10】配偶者・パートナーからの暴力（ドメスティック・バイオレンス）防止対策の推進
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基本目標Ⅳあらゆる暴力に対する
根絶の取り組み

ま
ち
づ
く
り

推
進
課

(911101)
まちづくり
基本条例
推進事業

出前講座の中で「男女共同参画社会ってなんだろう？」、
「許さないＤＶ」というメニューを開講した
・23年度には５件、１０２人の参加があった。

担当課と連携してメニューの充実、参加者
の増加に努める。

同
和
・
人
権

推
進
課

①セクシュアル・ハラスメントをテーマとした出前講座の依頼
はなかった。
②女性・児童センター等ではセクシュアル・ハラスメント防止の
啓発チラシを配置した。

今年度は男女共同参画推進委員会や男女
共同参画情報紙等で周知を図る。

11-1-311-1-311-1-311-1-3
セクシュアル・
ハラスメントに対
する相談を実
施するとともに、
窓口の周知に
努める

同
和
・
人
権

推
進
課

（921303）
女性のた
めのカウ
ンセリング
事業

女性のためのカウンセリングの枠を活用してセクシュアル・
ハラスメント相談窓口を開設し、広報伊丹等で周知したが、相
談件数は０であった。

相談カードを市内公共施設等に配布し、一
層の周知に努める。

②②②②さまざまさまざまさまざまさまざまなハラスメントに対する防止対策なハラスメントに対する防止対策なハラスメントに対する防止対策なハラスメントに対する防止対策

11-2-411-2-411-2-411-2-4
さまざまなハラ
スメントに対す
る啓発と相談窓
口の周知に取り
組む

同
和
・
人
権
推
進

課
　女性のための各種相談窓口を開設して対応。
・なやみ相談、法律相談、カウンセリング、ＤＶ相談

　引き続き啓発等に努める。

③性③性③性③性犯罪犯罪犯罪犯罪・・・・売買春売買春売買春売買春・ストー・ストー・ストー・ストーカカカカー行ー行ー行ー行為為為為などへの対応などへの対応などへの対応などへの対応
11-3-511-3-511-3-511-3-5
売買春や児童
買春など性を商
品化する行為
や性犯 罪 、ス
トーカー行為に
ついて、人権尊
重 の 視 点 に
たった広報・啓
発を行う

同
和
・
人
権

推
進
課

「人身取引対策ポスター」を庁内及び公共施設に掲示し、
啓発を図った。

　継続して取り組む。

11-3-611-3-611-3-611-3-6
性犯罪被害者
が女性のため
のカウンセリン
グを活用できる
よう体制づくりを
行う

同
和
・
人
権

推
進
課

　23年度取り組みなし（24年度からの新規項目のため）
女性のためのカウンセリングの活用を検討
する。

　【基本課題12】子どもや高齢者の安全を守る取り組みの推進

番号及び番号及び番号及び番号及び
具体的施策具体的施策具体的施策具体的施策

担担担担
当当当当
課課課課

市行政評価市行政評価市行政評価市行政評価
における事における事における事における事
務事業コー務事業コー務事業コー務事業コー
ド及び事務ド及び事務ド及び事務ド及び事務
事業名事業名事業名事業名

平成23年度の主な取り組み及び成果 課題及び改善内容平成23年度の主な取り組み及び成果 課題及び改善内容平成23年度の主な取り組み及び成果 課題及び改善内容平成23年度の主な取り組み及び成果 課題及び改善内容

①児童①児童①児童①児童虐待虐待虐待虐待や子どもへの性や子どもへの性や子どもへの性や子どもへの性犯罪犯罪犯罪犯罪を防を防を防を防ぐぐぐぐ取り組み取り組み取り組み取り組み

こ
ど
も
福
祉
課

(211103)
児童虐待
防止緊急
強化事業

①中心市街地での横断幕の掲示
②ラジオを通しての啓発番組、CMの放送
③市民向けの研修会の実施。テーマ「地域で見守る子育
て」。講師は子ども虐待や非行・不登校・引きこもりなどの問題
に対し、独自の取り組みを続けてきた鈴木潔さん。参加者259
人。

　継続して取り組む。

家
庭

教
育
課

　こども福祉課と連携し、児童くらぶでの現状把握に努めた。 　継続した取り組みを実施する。

12-1-112-1-112-1-112-1-1
子どもの虐待に
関する相談体
制の充実と窓
口の周知を行う
とともに、子ども
への虐待防止
に向けた啓発を
行う

11-1-211-1-211-1-211-1-2
セクシュアル・
ハラスメント防
止のために自
治会等に出前
講座の実施や
パンフレットの
配布等により情
報提供や啓発
を行う
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基本目標Ⅳあらゆる暴力に対する
根絶の取り組み

家
庭

教
育
課

(212103)
家庭教育
出前講座

　登録講師等による家庭教育出前講座を開催した。
・登録講師派遣回数31回、参加者数1,595人

　継続した取り組みを実施する。

12-1-212-1-212-1-212-1-2
要保護児童対
策地域協議会
を充実させ、子
どもの虐待防止
マニュアルに即
した対応を周
知、実行し、虐
待の早期発見･
早期対応に努
める

こ
ど
も
福
祉
課

(211101)
児童虐待
防止事業

虐待通告が寄せられたときには、虐待対応マニュアルに
沿って要保護児童対策地域協議会の構成機関と密に情報交
換の上、リスク判断を行っている。
・平成23年度の通告件数は370件（22年度比79件増）
児童虐待の中にはDVが起こっている場合が多いため、伊
丹市DV相談室と連携している。

虐待通告を受けた児童で、その後の進行管
理が必要な児童については、こども福祉課と
児童の在籍機関とで文書による情報交換を
一部導入し、情報収集･リスク判断の精度を
向上させる。

②高齢者②高齢者②高齢者②高齢者虐待虐待虐待虐待防止への取り組み防止への取り組み防止への取り組み防止への取り組み
12-2-312-2-312-2-312-2-3
高齢者虐待防
止に向けた啓
発を行うととも
に、関係機関の
ネットワーク化を
行い、早期発
見・早期対応へ
の体制強化を
図る

高
年
福
祉
課

高齢者虐待の対応については、地域包括支援センターと連
携を取りながら、警察や弁護士、介護支援センターなどでケ
アカンファレンスを適時開催し、早期解消に取り組んでいる
が、実際のケースを通じて人権尊重を充分にふまえた対応を
実践している（虐待ケース46件 うち DVケース3件）。高齢者
虐待防止マニュアルに基づいて、関係機関と連携しながら適
切な対応を図る。地域包括支援センターを相談窓口の中心
に置き、各関係機関とのネットワークの強化を図りつつ啓発を
行った。

高齢者虐待の被害者の多くは女性であり、
夫からのDVなどの件数も増加している。DV
など65歳以上であっても関係部局との連携が
必要である。今後としてはいまだ整備されて
いないが県のシェルター事業などの活用や
相談窓口の周知が必要である。

③学校・地域③学校・地域③学校・地域③学校・地域ぐぐぐぐるみでの安るみでの安るみでの安るみでの安全全全全対策の推進対策の推進対策の推進対策の推進
12-3-412-3-412-3-412-3-4
学校や地域と
連携した防犯
体制を構築し、
子どもへの犯罪
を防ぐまちづく
りに取り組む

安
全
対
策
課

(120304)
青色防犯
パトロール
事業

青色回転灯を装備した市公用車及び、平成22年度に伊丹
ライオンズクラブ様より寄贈いただいた防犯パトロール専用車
にて子どもの下校時間を中心に通学路の巡廻パトロールを行
う。
・22年に比べ、23年は市内の犯罪認知件数が29件増加した
が、街頭犯罪・侵入犯罪は106件減少した
・22年＝3,272件（街頭犯罪・侵入犯罪 2,450件）。23年＝
3,301件（街頭犯罪・侵入犯罪 2,344件）
・青パト実施者証取得者（男女割合）は、22年＝男性79％、女
性21％。23年＝男性74％、女性26％

全体としての犯罪認知件数は増加したが、
青色防犯パトロールが抑止力として効果を発
揮する街頭犯罪・侵入犯罪は減少しており、
効果があったと考える。継続的な実施が犯罪
抑止につながるため、今年度においても引き
続き、実施する。
実施者証取得者も女性の比率が去年より
５％増加しており、女性の実施者も増加して
いる。今後も男女共に実施証取得及び、パト
ロール参加を呼びかける。

12-3-512-3-512-3-512-3-5
子どもたちが暴
力や犯罪に巻
き込まれないよ
うにするための
学習機会を提
供する

保
健
体
育
課

(223205）
子どもの
安全対策
推進事業

　全小学校3年生児童対象に「CAP講習会」を実施した。
・子どもへの暴力防止プログラムであるCAP講習会を実施し、
安心・自信・自由といった子どもたちの権利について学ぶこと
により、子どもたちに自分が大切な存在であることを伝えるとと
もに、自分の身を守る方法を身につけさせた。困った時に声
を出す等の危機対応能力が育まれるとともに、誰かに相談し
たり、自分と友達を大切にする態度などが見られた。

子どもが本来持っている力を引き出すため
の効果的な指導法について、なお一層の検
討を行う。
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基本目標Ⅴ 男女が共に輝くまちづくり 基本目標Ⅴ 男女が共に輝くまちづくり 基本目標Ⅴ 男女が共に輝くまちづくり 基本目標Ⅴ 男女が共に輝くまちづくり 

 伊丹市が、男女ともに安全で安心して住める街をめざした目標は、市民の最も身近にあ

る自治会や自衛団といった組織の活動が要となります。それらの活動は男性が中心を担っ

てきた経緯があります。それにはこれまでのしがらみなどがあると考えられますが、それ

を克服し、女性の視点を入れることができるような積極的な取り組みを期待します。 

 

【市民の連携による男女共同参画の推進】 

●自治会長に占める女性の割合 

各部署がさまざまな地域活動事業を男女ともに行っていくための取り組みをしているこ

とは評価できます。しかし、自治会長の女性割合は計画当初から 2 年たっても大きな変動

がみられません。自治会長の選出は自治会の自治ではありますが、伊丹市の目標の理解を

求めて積極的なアプローチが必要です。 

●女性部 

「伊丹市保健衛生推進連合会女性部」「老人クラブ女性部」など「女性部」による研修へ

の男性参加者数が少数であることを問題にするのなら、「女性部」の存在の有無を検討し、

その必要性を精査する必要があります。 

●市民を巻き込んだ男女共同参画参加 

市民活動などの育成・支援では、市民を巻き込んだ川柳を募集し、それに挿絵を他の市

民団体が行うなど市民団体を巻き込む方法としての成功例が見られます。男女共同参画の

すそ野を広げる市民参画として、このような市民が毎年期待し、積極的に参加できる身近

な活動を発想豊かに展開し続けていくことを期待します。 

●防災における男女共同参画 

防災は、昨年度の東日本大震災以降、防災計画に男女共同参画の視点を盛り込む通達が

出ているところです。伊丹市においては、平成 24(2012)年度に男女共同参画の視点を地域

防災計画に盛り込まれたことは評価できますが、災害時の性暴力やＤＶへの対応をはじめ

とする災害時に女性の置かれる状況を詳細にかつ実践的な内容として男女共同参画の視点

にたった防災計画を危機管理室と男女共同参画の担当課が連携して策定することを期待し

ます。そのためには、防災計画に関連する審議会・委員会等に女性の支援について発言で

きる職種や役職の登用は必須の課題です。 

パネル展「防災・災害復興に女性の視点を」の開催は市民への啓発として視覚的に訴え

る等効果的な方法で行っていますが、その開催場所については、不特定多数の市民が目に

する場所を選んで更なる効果を期待します。女性消防団は消防団活動の多様化に伴い、女

性の活躍の場として広がってきています。地域の安全を守る人々として日中の地域生活に

根差し、活動できる女性を登用するためのあらゆる工夫を期待します。 
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【ユニバーサルデザインの推進による男女共同参画の環境整備】 

●バリアフリー化 

交通局においてノンステップバスを全車両導入したことは市民にとってよろこばしいこ

とです。また、利用者やの声を事業運営に生かすためにモニターを活用し、自己評価をし

ているという点で大変評価できることです。しかし、昨年度の報告書にあるモニター意見

の性別属性による評価が表れていないことは残念です。今後も継続することから、改善点

が小さなことであっても利用者の立場にたった実施をさらに期待します。 

公共施設などの整備において男女共同参画の視点、つまりは女性が不利な状況を改善す

ることの大きなものに、公共施設のトイレの改修があります。学校における多目的トイレ

設置の着手、公園のトイレや入口のバリアフリー化の成果目標を目指して今後とも計画的

な実施を望みます。 

 

＜成果目標と現状＞    

項目 計画当初 現状 
成果目標 

（H28 年度） 

自治会長に占める女性の割合 
14.9% 

(H22 年度) 

15.5% 

(H24.4.1) 
20% 

女性の自主防災訓練参加割合 41.35% 
43.5% 

(H23 年度) 
50% 

公園のバリアフリー化率 
74.1% 

(H22 年度末) 

74.8% 

(H23 年度末) 
89.2% 

日本語サロン参加者数 394 人 
478 人 

(H23 年度) 
480 人 

コラム③ コラム③ コラム③ コラム③ 今こそ女性消防団員が必要とされている！ 

 地域防災の要である消防団員が減少し、地域の防災力の低下が懸念されている中で、女

性消防団員は年々増加しています。平成 23(2011)年度の消防庁のデータによると、女性消

防団員は 19,577 人（全体の 2,2％）、女性消防団員を採用する消防団は 1,237団（全体の

58,3％）で全都道府県に及んでいます。これまでの消防団は男性中心の組織でしたが、現

在、消防庁が全国的に団員定数の 10％まで女性の割合を増やそうとする方針を打ち出して

います。女性団員は主に、広報活動、防火指導や応急救護指導、防火訪問など地域に根差

した活動を行なっています。 

 伊丹市総合計画（第５次）において女性消防団員の登用を掲げていますが、市の条例で

定数が定められており、乗り越えなければならない課題もあります。女性だけで特定の活

動に特化した機能別消防団員的な側面を有するため、通常の消防団員を基本団員としつつ

多様な人々の参加を得られる環境を整備し、消防団活動の活性化を図る努力を期待しま

す。近年中に「消防団員として女性が活躍」という記事がみられることでしょう。 

＜女性消防団員が在籍する兵庫県下の消防団と人数（H.24.4.1 現在）＞  

 尼崎市＝30人、芦屋市＝20人、川西市＝20人、三田市＝8人、神戸市＝101人 

＊参考（財）兵庫県消防協会 HP、総務省消防庁 HP  より    
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基本目標Ⅴ男女が共に輝くまちづくり

基本目標Ⅴ　男女が共に輝くまちづくり　基本目標Ⅴ　男女が共に輝くまちづくり　基本目標Ⅴ　男女が共に輝くまちづくり　基本目標Ⅴ　男女が共に輝くまちづくり　 【【【【主要事業一覧主要事業一覧主要事業一覧主要事業一覧】】】】

　【基本課題13】市民の連携による男女共同参画の推進

番号及び番号及び番号及び番号及び
具体的施策具体的施策具体的施策具体的施策

担担担担
当当当当
課課課課

市行政評価市行政評価市行政評価市行政評価
における事における事における事における事
務事業コー務事業コー務事業コー務事業コー
ド及び事務ド及び事務ド及び事務ド及び事務
事業名事業名事業名事業名

平成23年度の主な取り組み及び成果 課題及び改善内容平成23年度の主な取り組み及び成果 課題及び改善内容平成23年度の主な取り組み及び成果 課題及び改善内容平成23年度の主な取り組み及び成果 課題及び改善内容

①①①①さまざまさまざまさまざまさまざまな地域活動における男女共同参画の推進な地域活動における男女共同参画の推進な地域活動における男女共同参画の推進な地域活動における男女共同参画の推進

ま
ち
づ
く
り

推
進
課

(911310)
自治会連
合会運営
支援事務

自治会長の女性割合が２２年度は１８．６％（女性４０人、男
性１７５人）であったが、平成２３年度は１５．５％（女性３３人、
男性１８０人）だった。また、平成２３年度の自治会長研修「参
画と協働そして市民自治」（23年9月22日）の女性の参加割合
は２３．４％で（女性３６人、男性１１８人）で地域リーダーの育
成に役立った。

　地域支援を継続的に実施する。

消
費
生
活

セ
ン
ター

(113305）
消費者活
動への支
援

伊丹消費者協会総会において「健康と地球温暖化防止に
向けて､あなたにもできる食生活を見直そう」と題し、記念講演
会を開催。伊丹消費者協会会員だけでなく、広く市民に参加
していただいた。

伊丹消費者協会会員だけでなく、より多くの
市民に参加していただけるようPRをする

同
和
・
人
権
推
進
課

(921307)
女性・児
童セン
ター管理
運営

登録グループ代表者会議において男女共同参画研修を実
施するほか、貸室予約日には男女共同参画に関する情報を
提供した。また、講座修了生にはグループの立ち上げを促
し、男女共同参画の視点を持ったグループ活動支援を行っ
た。
・育成グループと協働による事業の実施
・育成グループによるイベントチラシの作成
・講座修了生による講座ファシリーテーター

　継続した啓発及び支援をしていく。

生
活
環
境
課

(413206)
「伊丹市
保健衛生
推進連合
会女性部
会」

保健衛生推進連合会が開催した指導者研修会や健康づく
りに関しての講演会に参加し、またリサイクルに関する研修会
を実施し、各家庭や各地域において男性とともに実践するこ
とで、男女共同参画の実現に寄与した。

保衛連女性部会総会・研修会を実施し、各
家庭や各地域の中で、環境美化や健康づく
りに関しての普及啓発を図り、男性とともに実
施していくことで、男女共同参画の実現を目
指す。

環
境
保
全
課

（411101）
環境マネ
ジメントシ
ステム事
業

伊丹市環境マネジメントシステムの市民監査員会議等にお
いて、可能な限り男女均等に役割を果たしてもらうようにして
いる。
・女性比率は22年度と同じで３８．５パーセントである

研修･会議等において、引き続き男女共同
参画の視点に配慮していく。
次回、監査委員の選定にあたり、女性比率
が４０パーセントを超えるように努める。

高
年
福
祉
課

(130502)
老人クラ
ブ等補助
事業

　女性部では自主的に企画立案し介護保険制度や介護方法
に関する研修会、講習会を男性にも呼びかけて実施してい
る。
　なお、各種団体役員への推薦等、各団体においてバランス
のとれた積極的な女性登用を図った。
（参考：・老人クラブ役員男女比：男性66.67％、女性33.33％）

女性部の事業においても男性の積極的な
参加があり、性別を問わない地域交流を行っ
た。

社
会
福
祉

協
議
会

登録ボランティア連絡会議において、意見交換や研修会を
実施した（年3回）。

前年度同様に、意見交換や研修会実施な
ど、充実させる。

ま
ち
づ
く
り

推
進
課

(911204)
市民まち
づくりプラ
ザ事業

①地域つながりカフェ、たみまるカフェ、防災カフェ、多文化
交流カフェといった交流・情報交換を目的とした事業等を実
施し、４２８名が参加した。
②市民みんなが先生徒講座、社会起業講座のように市民活
動を始めるきっかけづくりを意識した講座等を実施し、２８８名
が参加した。

平成２２年度より実施している交流を目的と
した様々なカフェがまちづくりプラザの行事と
して定着してきた。さらに参加者が増加するよ
う、ＰＲに努める。

同
和
・
人
権

推
進
課

(921307)
女性・児
童セン
ター管理
運営

①イベントにおけるボランティア活動やミモザの日の運営で実
践的な活動を行った。
②男性が地域活動の一歩を踏み出すきっかけとして編集講
座やパソコンヘルプデスクは、有効に働いている。また、サロ
ンに足を運ぶことがきっかけとなり、図書の貸し出しや情報相
談につなぐことができた。

男性が参加しやすい環境整備のため、男
性サポーターを取り入れていく予定である。

13-1-113-1-113-1-113-1-1
様々な地域活
動において、男
女共同参画の
視点が定着す
るよう、団体の
リーダーや会員
などへの情報
提供や研修を
行う

13-1-213-1-213-1-213-1-2
地域活動・ボラ
ンティア活動に
男性が参加す
る機会を提供
するとともに、情
報の提供や相
談、啓発を行う
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公
民
館

(231103)
公民館事
業推進委
員会活動
事業
(231105)
講座等生
涯学習活
動支援事
業

①市民講座「金曜いきいき交流サロン」
多様な講座内容を経験しながら、自分探し、自分育て、仲
間づくりをした。講座終了後、地域貢献を目的にした地域デ
ビューに向けての自主グループとして活動を開始している。
・延べ201人参加。男女比は、1:1
②市民講座「ボランティアはじめの一歩」
ボランティア活動に関わるはじめの一歩をお手伝いするボラ
ンティア入門講座を実施。
・延べ43人参加。男女比は、1:7
③現代課題セミナー「バルーンアートでボランティアしよう！」
バルーンアートを使って、沢山の人々に笑顔をプレゼントで
きるボランティアに挑戦した。講座終了生によるボランティアグ
ループが結成され、バルーンアートで地域の人との交流を図
る活動が推進されている。
・19人参加。男女比は、1:19

東日本大震災を機に、地域の絆の再構築
が強く求められる中で、市民一人一人がもつ
資質や能力を伸張するのみならず、様々な
学習活動を通じて地域社会において、住民
同士の絆を築くとともに、地域のコミュニティ
づくりを住民自ら能動的に行っていくことが求
められている。
その基盤づくりとして、まずは講座を通して
「人づくり」や「地域づくり」に取組んでいくとと
もに他施設とも連携し人と地域を結びつける
実践活動へつなげていきたい。
ボランティア活動においても、性別によって
役割や生き方を制限する意識が依然として
残っているが、固定的な役割分担意識に捉
われず、互いに協調・協力しながらその個性
や能力を発揮しあい、ともに責任を担うパート
ナーシップを推進・確立していきたい。

社
会
福
祉

協
議
会

①ボランティア情報誌「ＶＡＣＩ情報」発行
・年24回（月２回）発行。郵送、ＦＡＸ、メールで送付
②ボランティア講座
・「団塊の世代」をターゲツトに「お話し相手（傾聴）ボランティ
ア養成講座」を実施。男性の参加割合が多かった。

①内容を吟味しながら継続発行
②男性のボランティア活動に結びつけるため
の取り組みを紹介するなどの工夫をしたい。

②女性リー②女性リー②女性リー②女性リーダダダダーのーのーのーの養成養成養成養成ととととネッネッネッネットワークトワークトワークトワークづづづづくりへの支援くりへの支援くりへの支援くりへの支援
13-2-313-2-313-2-313-2-3
男女共同参画
の視点をもち、
市政やまちづく
りに関わる女性
の人材育成を
支援するための
情報や学習機
会を提供する

同
和
・
人
権

推
進
課

(921307)
女性・児
童セン
ター管理
運営
(921305）
男女共同
参画情報
紙発行事
業

①女性・児童センターにおいて編集員養成講座を実施し、修
了生がcomcomの編集員となった。
②公募した市民編集委員の企画・編集による男女共同参画
情報紙「com-com」を２号・計4,000部発行。市民への啓発を
図るとともに、編集活動を通して委員の啓発も図れた。

　継続して取り組んでいる。

ま
ち
づ
く
り

推
進
課

(911310)
自治会連
合会運営
支援事務

平成２３年度自治会長研修の女性の参加割合は２３．４％で
（女性３６人、男性１１８人）で、女性のまちづくりへの参画へ役
立った。

　多くの女性リーダーの参加がみられた。

同
和
・
人
権

推
進
課

(921307)
女性・児
童セン
ター管理
運営
(921311)
女性のた
めのﾁｬﾚﾝ
ｼﾞ支援事
業

①団体対象としたグループ活性化講座を実施し、グループ育
成支援へとつなげた。
②女性のための再ﾁｬﾚﾝｼﾞ支援講座「女性のための企画力
アップ講座」を実施。講座の企画作りにグループで取り組むこ
とにより、地域活動における女性リーダーの育成を図った

①組織力のツールを学ぶ機会の必要性から
今後、学習機会を設定していく必要がある
②今回は講座実現には至らなかったが、参
加者のニーズ等を把握し、男女共同参画の
視点を持った女性リーダーの育成の場として
活用したい

13-2-513-2-513-2-513-2-5
地域経済の活
性化に果たす
男女共同参画
の視点の重要
性をふまえ、地
域おこし、観光
分野における
施策、方針決
定過程への女
性の参画の拡
大に配慮する

都
市
デ
ザ
イ
ン
課

平成23年度の取り組みはなし（24年度からの新規項目のた
め）

地域おこし、観光分野における施策、方針
決定過程への女性の参画の拡大に配慮す
る。

13-2-413-2-413-2-413-2-4
自治会など地
域活動におけ
る女性リーダー
の育成やその
ネットワーク作り
を支援し、まち
づくりへの女性
の参画を推進
する
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③市民活動などへの育③市民活動などへの育③市民活動などへの育③市民活動などへの育成成成成・支援・支援・支援・支援
13-3-613-3-613-3-613-3-6
女性・児童セン
ターにおいて、
男女共同参画
を推進するグ
ループや団体
などに対し、活
動の場や交流
の機会、情報の
提供などを行う

同
和
・
人
権
推
進
課

(921307)
女性・児
童セン
ター管理
運営

登録団体やその他の施設で活動している団体等に情報提
供やグループ活動に関する情報相談を随時実施した。

地域で活動している団体とのネットワークを
広げていく予定。

13-3-713-3-713-3-713-3-7
市民企画によ
り、男女共同参
画を推進する
講座や講演会
の実施を支援
する

同
和
・
人
権
推
進
課

(921307)
女性・児
童セン
ター管理
運営
(921302)
男女共同
参画計画
推進事業

①今年度、女性・児童センターにおいて市民企画事業という
形ではなかったが、協働で講座運営、共催講座の実施やチ
ラシ作成等を通して実践的な育成支援を行った。
②男女共同参画社会の実現をテーマに市民から川柳を募
集。
・平成23年度は一般19人（男７・女12）から78作品、小中学生
421人（男213・女208）から560作品が集まった。
・優秀作品（一般５句、小中学生７句）は市民ﾌｫｰﾗﾑにおいて
表彰するとともに、挿絵を添えて色紙を作成し、女性・児童セ
ンター等に展示し、市民作成による親しみやすい啓発資料と
て注目を集めた

継続して実施する。さらに啓発資料としての
活用を図る。

13-3-813-3-813-3-813-3-8
市の指定管理
者や委託事業
者などに対し
て、女性の登用
状況などにつ
いて調査すると
ともに、男女共
同参画出前学
習会等の活用
を促し、男女共
同参画への理
解を働きかける

同
和
・
人
権
推
進
課

女性・児童センター指定管理者においては、連絡会議や研
修会等を通じて、男女共同参画への理解を継続的に働きか
けることができた。

他の指定管理者等への働きかけには至ら
なかった。まちづくり出前講座やＤＶセミナー
などへの参加を促していきたい。

④防④防④防④防災災災災における男女共同参画の推進における男女共同参画の推進における男女共同参画の推進における男女共同参画の推進

危
機
管
理
室

(111311)
災害時用
物資備蓄
事業

地域防災計画に定められた食糧・生活必需品の備蓄計画
に基づいて、年齢・性別に配慮した備蓄品目を今年も購入し
た。また、避難所仕切り板や非常用トイレの購入を進めた。
非常用トイレについては男女別にし、テントの遮光性を重視
するなど使用しやすい環境を整えられるよう配慮した。

東日本大震災で浮かび上がった女性の視
点からの避難所運営に関する課題について
まとめ、地域防災計画に反映する必要があ
る。

同
和
・
人
権

推
進
課

(921301)
男女共同
参画計画
推進事業

男女共同参画啓発パネル展（23年６月20日～７月１日・市
役所１階ロビー）において、「防災・災害復興に女性の視点
を」のパネルを作成、展示した。

市防災会議幹事（同和・人権推進課長）とし
て、市防災計画の改定にあたり、「避難所運
営における男女共同参画」の推進に努めた。

危
機
管
理
室

(111102)
防災啓発
事業

緑化フェアや農業祭において、女性からの視点を取り入れ
たマンホール対応トイレやほ乳びんなどの防災用品や家庭内
備蓄の啓発に係る展示を実施し5～600人が参加した。
家庭内の防災を啓発する「自然災害に備えて～ミニ心得」
を全戸配付した。

　今後も課題の掘り起こしが必要である。

安
全
対
策
課

(120305)
自主防犯
活動支援
事業

小学校区毎に立ち上げられたまちづくり防犯グループに対
して、防犯活動用品を提供する。
・昨年に続き、配布する防犯活動用品については、男女共に
活用しやすい活動用品を選んでいただけるよう種類を豊富に
し、配布を実施した。

地域の自主防犯活動を支援するため、防
犯活動用品の配布を引き続き実施する。
・性別を問わず、また、幅広い年齢層に対応
できる活動用品を配布し、参加者が増加する
よう努めたい。その為に活動用品を豊富に
し、また魅力ある活動用品を選択できるように
取り図る必要がある。

13-4-913-4-913-4-913-4-9
避難場所や災
害ボランティア
活動などの場
において、男女
のニーズの違
いや安全の確
保など男女共
同参画の視点
からの配慮がな
されるよう図る

13-4-1013-4-1013-4-1013-4-10
地域の防災・防
犯活動での固
定的な男女の
役割分担意識
を見直 し 、防
災・防犯分野に
おける政策・方
針決定の場へ
の女性の参画
を拡大させる
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13-4-1113-4-1113-4-1113-4-11
男女と もに消
防・防災に関す
る知識・技術を
身につけ、女性
消防団員の登
用への取り組み
やDIG訓練（災
害図上訓練）の
実施など、地域
防災の担い手と
なる女性の防
災リーダーを養
成する

消
防
局

(112101)
消防団活
動の活性
化
(111101)
自主防災
活動支援
事業

①周辺市での女性消防団の登用状況などの情報収集を行っ
た
②昨年度に引き続き、自主防災合同訓練への参加促進を行
うとともに参加者の男女比調査を実施

①消防団員数については、条例で定数が定
められており、103名の定数に対し、平成24
年４月現在、101名の実員数となっている。採
用にあたっては、条例改正による定数増や常
備消防職員数とのバランスを考慮する必要が
あるなどの課題がある
②訓練への延べ参加者数1,837人に対して、
女性の参加者数が799人と昨年比の割合で
約2ポイント増加した

⑤地域における「た⑤地域における「た⑤地域における「た⑤地域における「たままままり場」り場」り場」り場」づづづづくりくりくりくり

ま
ち
づ
く

り
推
進
課

(911206)
まちづくり
ラウンド
テーブル
事業

奇数月の第3土曜日に「市民まちづくりラウンドテーブル」を
年間を通じて6回実施し、６７名が参加した。
・育児中の女性でも参加しやすいように、一時保育も実施して
いる。

　引き続き、市民まちづくりラウンドテーブルを
実施し、ＰＲの強化に努める。

社
会
福
祉
協
議
会

ボランティア活動への参加啓発として、ボランティアまつりへ
の積極的な参画、公民館やまちづくりプラザとの連携強化を
行った。

内容を吟味して実施するとともに、いきいき
プラザロビーの活用。
・ボランティアが利用しやすく、市民が相談に
訪れやすくするため、また、いきいきプラザの
市民交流拠点としての機能を強化するため、
交流スペース（ボランティアカフェ）の設置。

　【基本課題14】ユニバーサルデザインの推進による男女共同参画の環境整備

番号及び番号及び番号及び番号及び
具体的施策具体的施策具体的施策具体的施策

担担担担
当当当当
課課課課

市行政評価市行政評価市行政評価市行政評価
における事における事における事における事
務事業コー務事業コー務事業コー務事業コー
ド及び事務ド及び事務ド及び事務ド及び事務
事業名事業名事業名事業名

平成23年度の主な取り組み及び成果 課題及び改善内容平成23年度の主な取り組み及び成果 課題及び改善内容平成23年度の主な取り組み及び成果 課題及び改善内容平成23年度の主な取り組み及び成果 課題及び改善内容

①①①①ユユユユニバーサルデニバーサルデニバーサルデニバーサルデザザザザインのインのインのインの普及普及普及普及啓発啓発啓発啓発
14-1-114-1-114-1-114-1-1
バリアフリー・ユ
ニバーサルデ
ザイン推進要綱
に基づく取り組
みを支援し、市
民への普及啓
発に努める

障
害
福
祉
課

ユニバーサルデザインの普及啓発について建築・開発指導
課と連携している。

関連部局と連携して、ユニバーサルデザイ
ンの普及啓発をさらに推進する。

②安②安②安②安全全全全・安心の視点に立った・安心の視点に立った・安心の視点に立った・安心の視点に立った都都都都市市市市計計計計画の推進画の推進画の推進画の推進

障
害
福
祉
課

県の福祉のまちづくり条例が改正された。改正のポイントは
以下のとおり。
・ユニバーサル社会づくりの視点の明確化
・整備基準の実効性の向上
・障害者等の参画と協働によるバリアフリー整備
・施設のバリアフリー情報公開の推進

平成24年度から県が開始したゆずりあい駐
車場の普及について取り組みを行う。

都
市
計
画
課

より女性の立場や居住者の視点を取り入れ、H22に策定した
「都市計画マスタープラン２０１１」を基本に、「整備」から「形
成」への転換を図るよう、普及に努めた。
また、H23年度からの2年間の都市計画審議会委員には男女
共同参画オンブード経験者にご就任を頂けたことを契機とし
て、より男女共同参画推進の視点での意見を取り入れていき
たい。

・マスタープランに基づき、より女性や弱者の
視点を取り入れ、環境に優しい都市空間づく
りをいかに実践していくかが課題であり、市民
の理解と参画協働を深め、このマスタープラ
ンに示したビジョンや戦略を基本として都市
づくりを推進していく。
・都市計画審議会委員（H24.4.1～H26.3.31）
の男女比が9：5、女性委員36％であり、目標
としている40％を次回の改選で目指す。

14-2-214-2-214-2-214-2-2
都市計画や福
祉のまちづくり
の推進にあたっ
ては男女共同
参画の促進に
努める

13-5-1213-5-1213-5-1213-5-12
地域活動を担う
市民が気軽に
集えるような場
を提供する
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基本目標Ⅴ男女が共に輝くまちづくり

③男女共同参画の視点に立った③男女共同参画の視点に立った③男女共同参画の視点に立った③男女共同参画の視点に立った公公公公共施共施共施共施設設設設などの整備の推進などの整備の推進などの整備の推進などの整備の推進

営
繕
課

平成22年度に続き高齢者や障がい者を含むすべての市民
が安全で、安心して利用できるように、ユニバーサルデザイン
の視点に立った施設の整備を行った。
・学校施設便所整備工事(5件)
・幼稚園施設便所整備工事(2件)
・共同利用施設バリアフリー化他工事(2件)
・社会教育施設（新図書館）等整備工事
・伊丹市立伊丹高等学校クラブハウス改築工事
・天神川団地高齢者改造工事

引き続き、新築工事、幼稚園の便所整備工
事及びその他施設におけるバリアフリー化工
事などにおいて、より充実した結果を目標と
する。
・幼稚園施設便所整備工事(1件)
・(仮称)神津認定こども園整備工事
・伊丹市立伊丹病院医局増築工事
・危機管理センター等整備工事
・天神川団地高齢者改造工事

施
設
課

(211218)
幼稚園大
規模改造
等事業
(223207)
学校施設
の大規模
改造等事
業

南・桜台の２幼稚園、昆陽里・摂陽の２小学校、南中学校、
伊丹高校において、多目的トイレの整備を含む全面改修を行
い、誰もが使いやすい施設の整備が図れた。

今後も未整備校の施設について、順次計
画的に実施する。

住
宅
課

(330404)
分譲マン
ション共用
部バリアフ
リー化助
成事業

分譲共同住宅の管理組合に対し、共用部分のバリアフリー
化に要する費用の一部を助成することにより、妊婦や乳幼児
等が、安全に安心して生活を送ることができる住環境の整備
を図る。
・平成23年度助成件数３件。

市広報及び市ホームページ等による更なる
周知を行い、当事業の利用促進を図る。

道
路

保
全
課

(433308)
道路安全
対策事業

バリアフリー化の一環として、転落防止柵設置などの安全対
策事業に取組んだ。

転落防止柵設置が水路管理上の支障とな
るケースがあり、工事実施にあたり地元水利
組合等の理解を得る必要がある。

み
ど
り
公
園
課

 

老朽化した緑ヶ丘公園の便所１箇所についてバリアフリー
化を行った。また、堂の前公園（街区公園）の出入口につい
てバリアフリー化を行った。これにより、高齢者や障がい者等
あらゆる方々の利用における利便性に寄与することができ
た。

緑ヶ丘公園の北便所は、経年劣化による施
設の老朽化が著しく、また、男女のブース分
けがされていなかったため、今回、取壊しを
行い、同箇所にバリアフリー化されたユニット
型トイレを設置した。また、昭和４３年に開設さ
れた堂の前公園については、段差があった
り、車椅子の有効幅員の取れていない状況
であった各出入口をバリアフリー化し、利用
者の利便性向上を行った。

14-3-414-3-414-3-414-3-4
市バス事業に
おいてはモニ
ター制度などに
より、男女共同
参画の視点を
積極的に取り入
れるとともに、ノ
ンステップバス
による車両更新
を行う

交
通
局

(433102)
市バス車
両更新事
業

①公募した市バスモニター（男性4人、女性6人）による運行状
況にかかる実態調査を平成23年11月より5ヵ月間実施するとと
もに、調査期間中に2回モニター会議を開催した。これにより
バス事業に関する様々な意見等を聴取することが可能とな
り、市民ニーズを活かした事業運営の参考とすることができた
②ノンステップバスの導入については、平成23年12月に3両
の更新を実施し、全車両ノンステップバスとなった。

①市民および利用者の声を事業運営に活か
すため、引き続き市バスモニターによる活動
を通じ、高齢者や子育て中の方の利用促進
に繋がる取組みを図る
②ノンステップバスの車両更新を継続して行
い、利便性の向上に努める

14-3-314-3-314-3-314-3-3
公共施設、住
宅、道路、公園
などのバリアフ
リ ー化 、 ユ ニ
バーサルデザイ
ン化を推進す
る。子育て中の
男女が利用し
やすいように、
保育室や授乳
室、男女双方の
ト イ レへのベ
ビーベッド、ベ
ビーホルダーの
設置に配慮す
る
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基本目標Ⅴ男女が共に輝くまちづくり

　【基本課題15】地域の国際化と国際社会への貢献

番号及び番号及び番号及び番号及び
具体的施策具体的施策具体的施策具体的施策

担担担担
当当当当
課課課課

市行政評価市行政評価市行政評価市行政評価
における事における事における事における事
務事業コー務事業コー務事業コー務事業コー
ド及び事務ド及び事務ド及び事務ド及び事務
事業名事業名事業名事業名

平成23年度の主な取り組み及び成果 課題及び改善内容平成23年度の主な取り組み及び成果 課題及び改善内容平成23年度の主な取り組み及び成果 課題及び改善内容平成23年度の主な取り組み及び成果 課題及び改善内容

①多①多①多①多文化文化文化文化共生への取り組み共生への取り組み共生への取り組み共生への取り組み
15-1-115-1-115-1-115-1-1
外国人市民に
対する多言語
による情報提供
や相談体制の
充実に努める

国
際
・
平
和
課

（921410）
外国人市
民用生活
情報誌提
供事業
（921412）
外国人生
活生活相
談事業

①希望する外国人市民に国際交流事業や行政情報などを翻
訳し、年3回自宅に郵送する。
・対応言語は4言語（英語・中国語・ハングル・ポルトガル語）
②市ホームページの自動翻訳システムを英語・中国語・ハン
グル・ポルトガル語の4言語で導入
③外国人市民からの生活相談を受け、問題解決に努める。
（相談件数133件）

　職員が生活相談に対応できる言語は英語と
中国語の2言語である。今後も相談窓口の周
知や関係部局との連携により、外国人市民の
生活安定に努める。

15-1-215-1-215-1-215-1-2
外国人市民が
日本語や日本
文化・風習を学
ぶ機会を提供
するとともに、日
本人に対しても
相互に文化や
風習を学び合
える機会を提供
する

国
際
・
平
和
課

（921402）
外国語・
日本語講
座事業
（921409）
伊丹マダ
ン企画運
営事業

①「日本語学習サロン」の開催
・日本語の不自由な外国人市民に対し、ボランティアが指導
する日本語講座を開講。日本語サロンへの参加によって、日
本語能力試験に合格者も出ており、生活向上や社会進出に
役立っている
・参加者数＝講師33人･ 受講者36人（うち男性16人、女性20
人）
②「伊丹マダン」の開催
・外国人市民と日本人市民との交流事業
・出会いと交流の場となり、多文化共生のまちづくりの一助と
なっている。（参加者数約4,200人）

①外国語講座については中国語のみ開催し
ており、今後対象言語を拡充する必要があ
る。
 ・日本語ボランティア講師のレベルアップ
②外国人市民と日本人市民との相互の理解
と交流を深めるため、更なる内容の充実と外
国人市民へのPRに努め、参加者数の増加を
図る

15-1-315-1-315-1-315-1-3
広 い 視 野 を
持って異文化を
理解し、共に生
きていこうとする
姿勢を育てるた
め、国際理解教
育を推進する

学
校
指
導
課

　小・中・特別支援学校国際理科教育担当者会
・担当者会において、年間指導計画のもと、各校の国際理解
教育の内容について情報交換及び協議を行うことにより、多
文化共生の視点をもって指導できた。
・市内外国人学校（伊丹朝鮮初級学校）において研修会（授
業見学、校長講話）を実施し、教員の指導力向上を図った。
・日本語指導が必要な外国人児童生徒等に対して伊丹市適
応指導員を派遣し、適応指導・日本語指導を行うとともに、全
児童生徒への国際理解教育、多文化共生教育の推進に努
めた。

引き続き、道徳や総合的な学習の時間だけ
でなく、学級活動や児童・生徒会活動、行事
等において、国際理解教育、多文化共生教
育を推進していく。

②②②②国際国際国際国際社会での男女共同参画に関する情報の社会での男女共同参画に関する情報の社会での男女共同参画に関する情報の社会での男女共同参画に関する情報の収集収集収集収集と提供と提供と提供と提供
15-2-415-2-415-2-415-2-4
女性の地位向
上や男女共同
参画に関する
国際的な規範
や基準、取り組
みの成果を周
知する

同
和
・
人
権

推
進
課

　第５回「国際女性デーin伊丹　伊丹ミモザの日」を開催（平
成24年3月4日）。
・パネルディスカッション「アジアの女性は今～子育てから考
えるケア労働」において、中国、タイ、イラン3カ国の女性パネ
ラーが報告。参加者路意見交換した。参加者47人（催し全体
では延べ181人）。

　様々なテーマ、手法を工夫し継続実施

③国際交流の推進、NGO・NPOへの支援③国際交流の推進、NGO・NPOへの支援③国際交流の推進、NGO・NPOへの支援③国際交流の推進、NGO・NPOへの支援

同
和
・
人
権

推
進
課

（921304）
女性団
体、組織
支援事業 伊丹ユネスコ協会事務局として、「カリヨンコンサート」「いた

みミモザの日」「日本語教室」など各種事業を共催。
　支援する団体、目的等を吟味する必要。

国
際
・

平
和
課

(921413)
国際・平
和交流協
会支援事
業

　JICA（国際協力機構）活動支援。
・伊丹市在勤女性1名モロッコ赴任

国際協力活動を行っているNGO等の活動
や、「国際ミモザの日」のイベント情報を提供
し、啓発の一助とする。

15-3-515-3-515-3-515-3-5
女性の地位向
上や男女共同
参画に関して国
際的活動を行う
NＧＯ、NＰＯな
どについて情
報を収集し、啓
発を行う
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基本目標Ⅴ男女が共に輝くまちづくり

④地④地④地④地球環境球環境球環境球環境保保保保全全全全の視点に立ったの視点に立ったの視点に立ったの視点に立った認識認識認識認識と取り組みと取り組みと取り組みと取り組み

消
費
生
活

セ
ン
ター

（113305）
消費者活
動への支
援

伊丹消費者協会の事業の１つとして、リサイクル活動を実
施。また、青空市の開催、廃油回収等のほか、リサイクル
ショップの運営。

関係団体と連携しながら、リサイクル運動を
推進するため、ＰＲの強化に努める

生
活
環
境
課

　リサイクルフェアの実施。
・地球にやさしい行動についての理解を深めるとともに、リサ
イクルの推進を図ることを目的に開催
・平成２３年度は「リサイクル 暮らし見つめて 大発見」という
テーマで開催され、男女ともに多数の来場があり、男女共同
参画の実現に寄与した

実行委員会の実行委員への男性の登用に
ついて、今後とも実現可能か検討しながら、
今年度においても、リサイクル・フェアを開催
し、各家庭の中で男女を問わず実践できる取
り組みの普及啓発を通してリサイクルの推進
に努める。

環
境

保
全
課

伊丹市環境審議会委員への団体からの推薦の際、全体的
な男女比率を考慮し、女性の推薦を依頼し、２２年度の改選
により女性比率が３３．３パーセントになった。
・女性の増加により、新たな視点での問題提起が増えた。

次回、改選により女性比率が４０％をめざ
し、関係団体の代表推薦の場合、女性が役
職をもっている場合、優先としての推薦を依
頼する

15-4-615-4-615-4-615-4-6
地球環境保全
や 省 エ ネ ル
ギー、ごみ減量
やリサイクルな
ど環境への活
動において男
女共同参画を
促進する
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基本目標Ⅵ 計画の総合的な推進 

基本目標Ⅵ 計画の総合的な推進 基本目標Ⅵ 計画の総合的な推進 基本目標Ⅵ 計画の総合的な推進 基本目標Ⅵ 計画の総合的な推進 

 平成 22(2010)年の「男女共同参画に関する市民意識調査」では、「男は仕事、女は家事・

育児・介護」という性別役割分業意識に「賛成する」の割合が女性 50.6%、男性 66.4%です

（全国調査より女性で 13.3 ﾎﾟｲﾝﾄ高く、男性で 20.5 ﾎﾟｲﾝﾄ高い）。このデータからわかるよ

うに性別役割分業意識が根強いので、市民の中にいかに男女共同参画を浸透していくかが

大きな課題と言えます。その為には、市が率先して市民との協働による推進体制を今後も

推進し、取り組み、男女共同参画に向けた事業の充実が重要です。 

 

【市民との協働による推進体制の確立】 

●推進本部を中心とした庁内の連携による推進体制の充実 

 伊丹市男女共同参画推進本部を中心として、推進体制の充実・強化がはかられています

が、より実効あるものになるように期待します。 

●市民参加による進捗管理 

 男女共同参画施策市民オンブードによる進捗状況調査が行われました。各課とオンブー

ドとのヒヤリングの前に、市職員による「ＰＤＣＡ」（プラン、実行、チェック、アクト）

が実行されることによって、オンブードによる市民目線でのチェックを、より効果のある

ものにしていく必要があると思います。男女共同参画推進委員会との連携を密にすること

で、効果的に男女共同参画を推進していけると考えます。 

●市民、市民団体、企業などとの連携と協議 

 本年度、男女共同参画推進委員会がたちあげられ、多様な市民 10名の構成となりました。

市民の中に男女共同参画がより推進することを期待します。今後、オンブードヒヤリング

を傍聴することや、必要に応じて学識経験者の参画も求められます。 

●市民への意識・実態調査の実施と施策への反映 

 平成 22(2010)年度の男女共同参画に関する意識調査結果の市民への周知に努められまし

た。まださらに周知に力をいれる必要があります。 

 伊丹市男女共同参画計画事業報告書について、男女比については統計を取るように各課

に要望されていますが、まだ徹底できていないので、より強く要望していただきたいと思

います。 

 

【市の率先した取り組みの推進】 

●行政委員会・審議会等の委員への女性の登用促進 

 市の取り組みとしては、審議会等への女性の登用が 31.9%（平成 24 年 4 月 1 日現在）と

なり、本年度女性ゼロの審議会等が一つ減り 5 つとなりました。先進的な取り組みとして、

市計画目標の 40%登用を口頭で啓発し目標に近づいている課があります。このような取り組

みが全庁的に拡がることを期待します。そして平成 28(2016)年度までに審議会等への女性

登用 40%、女性ゼロの審議会等がなくなることを期待します。 

●女性職員・教員の管理職への登用促進、職域の拡大 
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基本目標Ⅵ 計画の総合的な推進 

 女性職員・教員の、キャリアデザイン研修、ミドルリーダー研修への参加を促し、女性

管理職の割合 20.0％、副主幹昇任試験受験者数に占める女性の割合 42.1％と増えてきてい

ることは評価できます。しかし、まだ女性部長などの数は少ないので、増やすためのより

いっそうの努力が必要です。 

●仕事と育児・介護の両立支援への率先した取り組み 

 男性職員に対して育児休業の取得に向けて情報提供や啓発をおこなった結果、男性育児

休業取得者は 10.5%（19 人中 2 人）となりました。一昨年まで長年取得率０でしたが、取

得者がでてきたことは評価できます。更に取りやすい職場環境（皆で取得しようという雰

囲気など）の整備が望まれます。 

●行政従事者への男女共同参画についての研修の充実 

 男女共同参画を推進していくために、職員及び教員に対する男女平等、男女共同参画に

関する意識調査を実行してもらいたいと思います。また研修（新任、3年目、課長研修、役

職ごと）に男女共同参画推進の内容を入れる必要があります。 

 各種団体の研修を予定していたが実現しなかったことに対しては、役員会などの機会に

短時間でも、担当課から説明に行くなどの提案がありました。その提案を是非実行してい

ただきたいと思います。 

●職員、庁内組織のネットワークへの取り組み 

 推進本部会を開催されていますが、推進本部会をベースに関係課で連携をはかられるこ

とを期待します。その為には庁内のキーパーソン作りが必要です。 

●県や近隣自治体との連携 

 国、県の方向性を確認するとともに、近隣都市などとの連携・協力を深めた。とあるが、

更に、男女共同参画の推進に関して、法制度の整備・充実などについて国や県に要望され

ることを期待します。 

 

【男女共同参画に向けた拠点の充実】 

●男女共同参画推進拠点機能の充実    

女性・児童センターにおいて、ジェンダー格差を是正するための企画に精力的に取り組

まれていることは評価できます。更に男性の生活力アップと女性の経済力アップを基本ベ

ースに展開するという予定の実行を期待します。 

 今年度は「防災ワークショップ」を予定されていますが、女性の視点も含めた防災につ

いて充実できることを期待します。 

 

＜成果目標と現状＞    

項目 計画当初 現状 
成果目標 

（H28 年度） 

市民意識調査における「女性差別撤廃条約」の認知度 
38.4% 

(H22 年度) 
- 

50% 

(次回調査時) 

市民意識調査における「オンブード」の認知度 
14.6% 

(H22 年度) 
- 

60% 

(次回調査時) 
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男女共同参画推進委員会活動回数 - （H24 発足) 6 回 

審議会等に占める女性委員の割合 
32.4% 

(H23.4.1 現在) 

31.9% 

(H24.4.1 現在) 
40% 

女性のいない審議会等数 
6 

(H22 年度) 

5 

(H24.4.1 現在) 
0 

女性管理職の割合 
16.0% 

(H23.4.1 現在) 

20.0% 

(H24.4.1 現在) 
20% 

副主幹昇任試験受験者に占める女性の割合 
34.8% 

(H22 年度) 

42.1% 

(H23 年度) 
35% 

男性職員の育児休業取得率 
14.2% 

(H22 年度) 

11.1% 

(H23 年度) 

5%以上を維

持し、13%を目

標とする 

 

 

 

 

 

 

コラム④コラム④コラム④コラム④ 「男女共同参画センター」と「女性センター」 

 平成 11(1999)年に男女共同参画社会基本法が制定され、翌年、第１次男女共同参画計画、

平成 17(2005)年には第２次計画が策定されました。しかし、平成 21(2009)年に、日本は

国連の女子差別撤廃委員会から、政治・教育などの分野の意思決定の場への女性の進出の

スピードが遅すぎるという勧告を受けました。 

伊丹市は、男女共同参画の拠点施設を昨年度の伊丹市総合計画（第 5次）において「女

性・児童センター」に位置づけました。かつて男女共同参画センターという名称の拠点施

設を、西宮市立男女共同参画センター・ウェーブや宝塚市立男女共同参画センター・エル

のように、駅付近に設置することが検討されましたが実現はしませんでした。 

これまでオンブードは男女共同参画センターという名称の拠点施設の設置を提言して

きましたが、「女性・児童センター」を拠点とするにあたっては、その名称や設置目的に

ついて検討が必要です。 

 名称については、国の第３次男女共同参画計画で「男性、子どもにとっての男女共同参

画」を謳っているように男性のジェンダーの問題についての活動を展開する側面もあるた

め、この際「男女共同参画センター」への名称変更が必要という議論と、伊丹市の「女性・

児童センター」設置の経緯をふまえ、まずは女性問題の解決を目指す目的施設だけに今の

ままの名称が適しているという議論があります。現に、国の男女共同参画計画では、「男

女共同参画センター」と「女性センター」は併記されています。伊丹市について言えば、

例えば、現在市民に親しまれている愛称として「Ｇセン」として周知していくことも考え

られます。 
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基本目標Ⅵ計画の総合的な推進

基本目標Ⅵ　計画の総合的な推進　基本目標Ⅵ　計画の総合的な推進　基本目標Ⅵ　計画の総合的な推進　基本目標Ⅵ　計画の総合的な推進　 【【【【主要事業一覧主要事業一覧主要事業一覧主要事業一覧】】】】

　【基本課題16】市民との協働による推進体制の確立

番号及び番号及び番号及び番号及び
具体的施策具体的施策具体的施策具体的施策

担担担担
当当当当
課課課課

市行政評価市行政評価市行政評価市行政評価
における事における事における事における事
務事業コー務事業コー務事業コー務事業コー
ド及び事務ド及び事務ド及び事務ド及び事務
事業名事業名事業名事業名

平成23年度の主な取り組み及び成果 課題及び改善内容平成23年度の主な取り組み及び成果 課題及び改善内容平成23年度の主な取り組み及び成果 課題及び改善内容平成23年度の主な取り組み及び成果 課題及び改善内容

①推進本①推進本①推進本①推進本部部部部をををを中中中中心とした心とした心とした心とした庁内庁内庁内庁内のののの連携連携連携連携にににによよよよる推進体制の充実る推進体制の充実る推進体制の充実る推進体制の充実
16-1-116-1-116-1-116-1-1
伊丹市男女共
同参画推進本
部を中心とし、
各課等の連携
のもと、推進体
制の充実・強化
に努める

同
和
・
人
権

推
進
課

男女共同参画推進本部会議（平成23年10月19日及び12月
26日）、同幹事会（10月14日及び12月２１日）、専門部会（11
月29日）を開催し、市民オンブード報告に基づく22年度事業
報告及び伊丹市男女共同参画計画中間見直し(案)について
協議し、推進体制の強化を図った。

専門部会をさらに活用し、推進体制の強化
に努める。

②市民参画に②市民参画に②市民参画に②市民参画によよよよる進る進る進る進ちょちょちょちょくくくく管管管管理理理理
16-2-216-2-216-2-216-2-2
男女共同参画
施策市民オン
ブードを設置
し、本計画の進
ちょく状況調査
する。調査結果
は報告書を作
成し、市民に公
表する。市はオ
ンブードからの
提言事項は、積
極的に施策に
反映させるよう
努める

同
和
・
人
権
推
進
課

（921309）
男女共同
参画施策
市民オン
ブードに
よる進捗
状況調査

市民オンブードによる調査報告書を作成し、本部会議に報
告するとともに、冊子や概要版の配布、広報伊丹や伊丹市
ウェブサイトへの掲載、オンブード報告会の開催等、市民に
公表した。

年々のテーマを設定するなど調査内容の
重点化を図る。調査結果は新たに男女共同
参画推進委員会との連携を図りながら、広く
市民への周知に努める。

③市民、市民③市民、市民③市民、市民③市民、市民団団団団体、企業などとの体、企業などとの体、企業などとの体、企業などとの連携連携連携連携とととと協協協協働働働働
16-3-316-3-316-3-316-3-3
男女共同参画
啓発推進委員
会を設置し、多
様な市民、市民
団体との協働に
より男女共同参
画を推進する

同
和
・
人
権

推
進
課

（921301)
男女共同
参画計画
推進事業

23年度は24年度実施に向け、男女共同参画委員会の制度
や運営について検討を行った。

男女共同参画委員を委嘱し、活動を行う。
地域・団体などにおける研修実施、啓発事業
への参加・協力、啓発資料の作成・活用な
ど。

④市民への意④市民への意④市民への意④市民への意識識識識・実・実・実・実態態態態調調調調査査査査の実施と施策へのの実施と施策へのの実施と施策へのの実施と施策への反映反映反映反映
16-4-416-4-416-4-416-4-4
男女平等や男
女共同参画に
関する市民の
意識や実態等
について平成
27年度に調査
を行い、結果を
施策に生かすと
ともに、市民に
対してきめ細か
く広報する

同
和
・
人
権
推
進
課

出前講座や概要版資料の配布等を通じて、前回調査（平成
22年度実施）の結果について、市民への周知に努めた。

　継続実施する。

16-4-516-4-516-4-516-4-5
各種の実態調
査においては
男女のおかれ
ている状況や
ニーズを把握
するよう努める

同
和
・
人
権

推
進
課

平成23年度市町男女共同参画推進状況調査に協力して、
審議会等への女性の登用、議会議員、管理職の在職状況等
について女性の割合を調査し、職員・市民に結果を周知し
た。
伊丹市男女共同参画計画事業報告等においては、男女比
について統計を取るように各課に要望した。

　継続実施する。
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　【基本課題17】市の率先した取り組みの推進

番号及び番号及び番号及び番号及び
具体的施策具体的施策具体的施策具体的施策

担担担担
当当当当
課課課課

市行政評価市行政評価市行政評価市行政評価
における事における事における事における事
務事業コー務事業コー務事業コー務事業コー
ド及び事務ド及び事務ド及び事務ド及び事務
事業名事業名事業名事業名

平成23年度の主な取り組み及び成果 課題及び改善内容平成23年度の主な取り組み及び成果 課題及び改善内容平成23年度の主な取り組み及び成果 課題及び改善内容平成23年度の主な取り組み及び成果 課題及び改善内容

①行①行①行①行政委政委政委政委員会・員会・員会・員会・審議審議審議審議会等の会等の会等の会等の委委委委員への女性の員への女性の員への女性の員への女性の登登登登用促進用促進用促進用促進

人
事
研
修
課

①特別職選任等事務。
・各団体に働きかけて、女性特別職・行政委員の選任・任命
を図る
②審議会DBの活用
・審議会を所管する所属において女性登用率の確認ができ
ることで所属への意識付けを図り、人事研修課においても決
裁に確認し、指導を行った。

委員の男女比の適正化及び、女性のいな
い審議会の解消に向け、引き続き同様の取り
組みを継続する。

同
和
・
人
権

推
進
課

審議会等への女性の登用について調査した結果、平成23
年４月１日現在、女性委員の比率は32.4％で、目標の40％に
は及ばなかった。また、女性委員のいない６つの審議会等に
ついては、オンブード調査に協力して、報告書において名前
を公表するとともに、本部会議の専門部会においても、次回
選出時における解消を働きかけた。

女性委員の比率は伸び悩んでおり、より実
効性のある働きかけを検討する必要がある。

17-1-217-1-217-1-217-1-2
審議会等委員
の市民公募枠
については、人
数の拡大と、男
女の構成比を
考慮した上で積
極的改善措置
を働きかける

ま
ち
づ
く
り

推
進
課

(911101)
まちづくり
基本条例
推進事業 平成23年度の審議会等委員の市民公募委員の総数は、審

議会等の減少もあり、平成22年度の40人に比べ8人減少し、
32人であった。平成23年度の男女の構成比は男13人、女19
人で平成22年度（男19人、女21人）に比べ、女性の割合が高
くなった。

審議会の性質や目的等によって相応しい
公募委員枠の構成比について検討していく
必要がある。

人
事
研
修
課

　審議会委員の登用。
・各団体に働きかけて、女性特別職・行政委員の推薦を促
し、選任・任命を図る。
・リストは作成していないが、審議会DBの活用により、審議会
を所管する所属において兼職の確認を行うとともに人事研修
課においても決裁時に確認し、指導を行った。

引き続き同様の取り組みを継続していく予
定。

同
和
・
人
権

推
進
課

審議会等の委員について推薦依頼があった場合には、適
切な人材を推薦している。23年度実例は人権擁護委員、都
市計画審議会他

引き続き、各課当からの依頼に適切に対応
するとともに、男女共同参画情報紙編集や男
女共同参画推進委員会活動、講座の実施等
を通じて新たな人材の発掘・育成に努める。

17-1-417-1-417-1-417-1-4
審議会等の開
催時には一時
保 育 や 介 護
サービスを行う
よう努める

同
和
・
人
権

推
進
課

男女共同参画情報紙編集会議において一時保育を実施し
た。

　継続して取り組む。

②女性職員・教員の②女性職員・教員の②女性職員・教員の②女性職員・教員の管管管管理職への理職への理職への理職への登登登登用促進、職域の拡大用促進、職域の拡大用促進、職域の拡大用促進、職域の拡大

人
事
研
修
課

(999933)
職員研修
事業
(999936)
人材育成
型人事管
理推進事
業

①キャリアデザイン研修
・管理職への昇任を含めて、自分のキャリアプランについての
意識付けを行うことができた。
・平成23年度参加者実績 30歳19名（内女性9名）、40歳20
名（内女性8名）、50歳10名（内女性3名）
②昇任試験
・昇任試験の受験の奨励を図る。試験対象者を各所属部長
に通知し、対象者に奨励を諮った結果、受験者数に占める女
性の割合が増加した。
・副主幹試験受験者数19人中女性8人。主査試験受験者数
43人中女性30人。

①これまでと同様の研修を継続する
②女性の合格者数も増加しており、引き続き
昇任試験受験者数が増加するように対象者
の通知を行う

17-1-117-1-117-1-117-1-1
審議会等の委
員は、男女いず
れもが委員総
数の４０％以上
となるよう努める
とともに、女性
委員のいない
審議会等を解
消する

17-1-317-1-317-1-317-1-3
審議会等の委
員として推薦で
きるような女性
人材リストを作
成し活用するな
ど、人材の発掘
に努める

17-2-517-2-517-2-517-2-5
リーダー養成研
修の実施や昇
任試験受験の
奨励、メンター
(先輩の助言
者）の活用等に
取り組み、女性
の管理職登用
を積極的に推
進する
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職
員
課

女性中堅教員へ総合教育ｾﾝﾀｰ主催のミドルリーダー養成
研修講座への参加を校園長から助言指導することで、女性中
堅教員の参加者が増加し、（平成22年18人、平成23年19人）
次期学校園経営の担い手としての自覚を促すことができた。

女性中堅教員のミドルリーダー養成研修講
座への参加者割合を保ち、次期女性管理
職・リーダーとしての意識付けをさらに進めて
いく。

総
合
教
育

セ
ン
ター

(211608)
教職員の
ための各
種講座及
び研修･
研究活動
（ミドル
リーダー
養成研
修）

４７人中１９人の女性教員が研修に参加し、その中でミドル
リーダーとしての役割や各学校園における学校園運営および
管理職の職務内容や心構え等について研修を行い、管理職
に対する女性教員への意識啓発を行うことができた。

年々、女性教員の推薦が増える傾向にはあ
るが、各学校園長に対して、推薦を促す必要
がある。推薦の様子を注視しながら、各学校
園長に対して、随時推薦についての働きかけ
を行っていく。

17-2-617-2-617-2-617-2-6
性別により偏在
のある職場・職
種を見直し、女
性の職域を拡
大するとともに、
男女の相互乗り
入れを図る

人
事
研
修
課

(999936)
人材育成
型人事管
理推進計
画 　職員の募集・採用・配置事務

・職務内容、職場状況を把握し、異動等実施時には、偏在が
ないように努めた。

偏在のある職場について引き続き異動等に
より解消を図っていく。

17-2-717-2-717-2-717-2-7
職員及び教員
に対する男女
平等、男女共
同参画に関す
る意識調査を
検討する

同
和
・
人
権

推
進
課

　平成23年度は取り組みなし。
市民オンブードのヒアリング活動や推進本
部会議等において職員の意識動向の把握に
努めたい。

③仕事と育児・③仕事と育児・③仕事と育児・③仕事と育児・介介介介護の護の護の護の両両両両立支援への立支援への立支援への立支援への率先率先率先率先した取り組みした取り組みした取り組みした取り組み
17-3-817-3-817-3-817-3-8
「伊丹市職員子
育て応援プログ
ラム」について
周知、啓発し、
目標数値の達
成状況をチェッ
クする。特に、
男性職員に対
して育児休業・
介護休業の取
得に向けて情
報提供や啓発
を行う

人
事
研
修
課

（999936)
人材育成
型人事管
理推進計
画

部分休業制度・育児休業制度の改正・育児短時間勤務制
度の導入を図ることにより、子育てしやすい環境を整え、職員
広報を通じて周知を図った。
　その結果、平成２３年度男性育休取得者は2件となった。
・男性職員の育児休業取得率：市長部局１０．５％（２人／取
得可能１９人中）伊丹市全体：１１．１％（５人/取得可能４５人
中）
・女性職員の育児休業取得率：市長部局９５％（１８人／１９人
中）伊丹市全体：９８％（４１人取得／４２人中）
・介護休業の取得人数 市長部局：男女とも０人（参考、伊丹
市全体：男女とも０人）

引き続き、同様の取り組みを継続していく予
定である。

④行④行④行④行政政政政従事者への男女共同参画についての研修の充実従事者への男女共同参画についての研修の充実従事者への男女共同参画についての研修の充実従事者への男女共同参画についての研修の充実

人
事
研
修
課

(999933)
職員研修
事業

全庁的な取り組みとして、職場人権研修を推進した他、新
規採用職員、主任、主査、副主幹及び課長級の各階層ごと
に人権研修を実施した。その一つとして、新任主査研修では
人権学習指導者養成講座を受講後、新規採用職員との合同
実施研修の中で人権に関するグループワークのファシリテー
ターを体験させ、新規採用職員の人権感覚の向上に努めると
ともに、実践的な人権学習に取り組んだ。

今年度についても同様の取り組みを継続
し、主査級職員として人権啓発の重要性を認
識できる実践的な内容を実施する予定であ
る。

同
和
・
人
権

推
進
課

課長級を対象に男女共同参画推進研修を実施した。平成
23年７月４日、「これからの男女共同参画～第５次総計を見据
えて～」をテーマに、市民オンブード（高島さん）の講演他。
・参加職員４３人。

継続して実施する。テーマ・手法はマンネリ
に陥らないよう毎回工夫する。

17-4-917-4-917-4-917-4-9
職員研修にお
いて、階層や職
種などに応じた
プログラムや手
法の研究、教材
の整備に努め、
男女共同参画
の視点につい
て全職員が受
講できるよう研
修を実施する
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基本目標Ⅵ計画の総合的な推進

人
事

研
修
課

(999933)
職員研修
事業

職場人権研修、新規採用・新任主査研修に臨時職員や外
郭団体職員などに、必要に応じて各種研修を受講できるよう
に働きかけ、実際に受講に至った。

引き続き、同様の取り組みを継続していく予
定である。

家
庭
教
育
課

(212104)
家庭教育
ボランティ
ア研修会

登録ボランティア約45名を対象に、基調講演と「今、家庭教
育に求められるもの、そして、私のできること」のテーマでグ
ループ別意見交換会を実施した。
・参加者19名。

参加人数の増加及び研修内容の充実を図
る。

こ
ど
も
若
者

企
画
課

青少年育成団体指導者への男女共同参画研修会子ども会
連絡協議会、ボーイスカウト伊丹連絡会、ガールスカウト伊丹
連絡会、おやこ劇場の青少年育成団体の指導者へ男女共同
参画にかかる研修を受講してもらうことにより、各団体活動で
の意識付けを行う。
平成23年度は、ボーイスカウト伊丹連絡会の指導者研修会
を要請していたが、実現には至らなかった。

青少年育成団体の指導者への研修会等を
要請し、研修会等が実施できない場合につ
いては、チラシ配布による啓発も検討する。

少
年
愛
護
セ
ン
ター

(213104)
青少年街
頭補導事
業

①進路相談員研修会、少年育成協会全体研修会、青少年を
守る店連絡協議会研修会、少年補導委員全体研修会、青少
年健全育成研修会等を実施し、少年補導委員、学校関係
者、保護者、行政関係者に参加を働きかけた
②近畿、県、阪神間で行う補導委員研修会にも参加し、職
員、少年補導委員の資質の向上を図った。
・年間17回の研修に合計１,０９１名が参加した

　継続して取り組む。

ス
ポー

ツ
振
興
課

　スポーツリーダー養成事業・スポーツ教室事業
年齢や男女の区別なく、だれもがいつでもどこでもできる
ニュースポーツ（スローイングビンゴ・カローリング等）の実技
講習会や大会を実施。市民への参加を働きかけ、たくさんの
方に参加いただけた。また、指定管理である緑ヶ丘体育館
「MWN連合体」主催の多種多様な教室事業も実施。

スポーツの実技講習会や大会のなかで、
ジェンダーに関するチラシの配布や伝達によ
る講習等を実施し、男女共同参画の視点に
配慮したスポーツ活動を推進する。

⑤職員、⑤職員、⑤職員、⑤職員、庁内庁内庁内庁内組組組組織織織織ののののネッネッネッネットワークトワークトワークトワーク化化化化への取り組みへの取り組みへの取り組みへの取り組み
17-5-1117-5-1117-5-1117-5-11
庁内の男女共
同参画推進に
向けた体制づく
りに取り組む

同
和
・
人
権

推
進
課

①課長級を対象に男女共同参画推進研修を実施した。
②伊丹市男女共同参画計画推進関係課長をメンバーとする
推進本部専門部会を開催し、庁内の男女共同参画推進に向
けた体制作りを図った。

　引き続き、研修及び推進会議を活用する。

⑥県⑥県⑥県⑥県やややや近隣近隣近隣近隣自自自自治治治治体との体との体との体との連携連携連携連携
17-6-1217-6-1217-6-1217-6-12
男女共同参画
の推進に関し
て、法制度の整
備・充実などに
ついて国や県
に要望する

同
和
・
人
権

推
進
課

県男女共同参画センター会議や県男女共同参画施策推進
会議、ひょうご女性チャレンジネット、ひょうごＤＶ防止ネット
ワーク、配暴センター連絡会議等へ参加し、国・県の方向性
を確認するともに、近隣都市などとの連携・協力を深めた。

新たに婦人相談員研究協議会に参加し、
情報収集等に努める。

17-4-1017-4-1017-4-1017-4-10
行政に関係す
る職員やボラン
ティアなどが男
女共同参画の
視点をもって市
民に接すること
ができるよう、研
修の実施、また
は参加への働
きかけを行う
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基本目標Ⅵ計画の総合的な推進

　【基本課題18】男女共同参画に向けた拠点の充実

番号及び番号及び番号及び番号及び
具体的施策具体的施策具体的施策具体的施策

担担担担
当当当当
課課課課

市行政評価市行政評価市行政評価市行政評価
における事における事における事における事
務事業コー務事業コー務事業コー務事業コー
ド及び事務ド及び事務ド及び事務ド及び事務
事業名事業名事業名事業名

平成23年度の主な取り組み及び成果 課題及び改善内容平成23年度の主な取り組み及び成果 課題及び改善内容平成23年度の主な取り組み及び成果 課題及び改善内容平成23年度の主な取り組み及び成果 課題及び改善内容

①男女共同参画推進①男女共同参画推進①男女共同参画推進①男女共同参画推進拠拠拠拠点機能の充実点機能の充実点機能の充実点機能の充実

18-1-118-1-118-1-118-1-1
女性・児童セン
ターが本市の
男女共同参画
推進の拠点施
設として、男女
の利用が促進
されるよう環境
整備や周知を
図る

同
和
・
人
権
推
進
課

(921307)
女性・児
童セン
ター管理
運営

ジェンダー格差の是正のため、男女それぞれに必要な能力
アップのための事業を実施した。
・ぐるっと一日だんじょきょうどうさんかく
・市長といっしょにクッキング
・お父さんといっしょに親子科学教室

男性の生活力アップと女性の経済力アップ
を基本ベースに事業展開していく予定であ
る。
・24年度は、まちづくりマップ作成＆男性のた
めのしゃべり場を実施予定。

18-1-218-1-218-1-218-1-2
女性・児童セン
ターにおいて、
男女共同参画
に関する情報
提供、活動の場
の提供、学習・
啓発・相談など
を行い、男女共
同参画の拠点
機能の充実を
図る

同
和
・
人
権
推
進
課

(921307)
女性・児
童セン
ター管理
運営

ジェンダー格差を是正するため「情報」「相談」「事業」「交
流」を相互リンクさせ、自立支援に向けたグループ交流や活
動支援、育成支援をしていくセンター機能を充実させてきた。
・講座の実施（40事業　１２３コマ）
・情報相談、図書の貸し出し、情報誌の発行
・相談インテーク、アウトテーク

男女共同参画センターの機能を充実させた
中核施設としての基盤づくりを継続的にすす
めていく
・24年度は新たなグループの立ち上げ支援
をしていく予定である。

18-1-318-1-318-1-318-1-3
女性・児童セン
ターにおいて、
地域における
課題解決や実
践的活動につ
ながる知識習
得、課題の把
握・解決のため
の情報提供、人
材発掘・育成な
どの機能を充
実させる

同
和
・
人
権
推
進
課

(921307)
女性・児
童セン
ター管理
運営 ①地域の課題解決のために団体育成講座として、会議力や

議論を学ぶグループ活性化講座を実施した。
②リーダー育成を目的とした市政について学ぶ講座を市民グ
ループとともに実施し、その後、学びを深め、「市長と語ろ
う！」から広報課と意見交換するといったツーステップへの実
践へとつながっていった。

地域の課題を発見し、実践へと活動してい
く事業として24年度は企画力講座、防災減災
ワークショップ等を予定している。

18-1-418-1-418-1-418-1-4
女性･児童セン
ターが男女共
同参画社会作り
の推進役として
活発な事業が
展開され、かつ
市民にとってよ
り利用しやすい
ものとなるよう指
定管理者と緊
密な連携・協力
を行う

同
和
・
人
権
推
進
課

(921307)
女性・児
童セン
ター管理
運営

年度協定締結前に指定管理者との間で、事業内容が男女
共同参画の推進に資するものとなるよう協議を行った。また、
毎月連絡会議を行い、事業報告及び事業計画について協議
を行った。

引き続き、指定管理者との連携を深め、男
女共同参画推進のための事業展開のための
支援を図っていく。
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日　　程日　　程日　　程日　　程 開始時刻開始時刻開始時刻開始時刻 対象職場 時　間対象職場 時　間対象職場 時　間対象職場 時　間

10:00 広報課
課長

西本　秀吉 山口　めぐみ
― ― ― ― 50分間

危機管理室
主幹

井手口　敏郎
― ― ― ― ―

消防局
消防総務課長
福井　浩次

予防課長
松本　三治

予防課副主幹
新屋　誠

総務課主査
眞殿　雄揮

― ―

10:00 まちづくり推進課
課長

中井　秀典
主査

山名　晶子
― ― ― ― 50分間

環境保全課
課長

吉田　成俊
― ― ― ―

生活環境課
課長
辻　博夫

― ― ― ― ―

13:30 地域福祉課
課長
蓼原　惠

― ― ― ― ― 50分間

14:30 農業政策課
課長

内藤　竜太 中谷　公美
― ― ― ― 50分間

10:00 高年福祉課
主査

赤藤　祥子
主査

大池　るい子
― ― ― ― 50分間

13:30 介護保険課
主査

大田　幸正
― ― ― ― ― 50分間

10:00 こども若者企画課
課長

辻本　彰子
副主幹
小宮　正照

― ― ― ― 50分間

11:00 保育課
課長
岡田　章

副主幹
澤田　淳子

主査
梶谷　和弘

― ― ― 50分間

13:30 子育て支援課
課長

藤原　安紀子
主査

金井　英子
― ― ― ― 50分間

14:30 こども福祉課
課長

弥野　ツヤ子
― ― ― ― ― 50分間

15:30 社会福祉協議会
障害者デイサービス

センター長

吉野　真旨

地域包括支援

センター長

坂田　一明

ボランティア

市民活動センター

大重　美和子
― ― ― 50分間

10:00 総合教育センター
主幹

村上　順一
― ― ― ― ― 50分間

11:00 伊丹病院
総務課長
田中　久雄

副看護部長
大迫　しのぶ

副看護師長
杉本　文子

副看護師長
神内　眞理子

― ― 50分間

13:30 家庭教育課
課長
菅　繁子

主査
藤本　幹

― ― ― ― 50分間

10:00 女性・児童センター
副センター長
木原　明美

課長
大野　浩史

副主幹
寺井　和代

― ― ― 120分間

13:45 同和・人権推進課
課長

大野　浩史
副主幹
寺井　和代

― ― ― ― 100分間

公民館
副主幹
池田　真美 小西　晶子

― ― ― ―

図書館
館長
田中　茂 安田　麻里子

― ― ― ―

10:00 学校指導課
課長

春名　潤一
主査

井村　明子
― ― ― ― 50分間

社会教育課
課長

長野　直美
主査

鍋　真理子
― ― ― ―

愛護センター
所長

善入　美津治
― ― ― ― ―

13:30 人権教育室
主幹

松山　和久
副主幹
和久　学

― ― ― ― 50分間

14:30 障害福祉課
課長

橋本　佳子
副主幹
田中　裕子

― ― ― ― 50分間

10:00 人事研修課
課長

宇谷　敏幸
主査

藤田　浩之
主任

大山　顕史
副主幹
富永　猛 加藤　久美 氏家　成樹

50分間

13:30 健康政策課
課長

岡本　綾子
主査

今井　寛子
― ― ― ― 50分間

14:30 商工労働課
課長

牧村　達也
主査

中村　雅光
― ― ― ― 50分間

７月１３日（金） 10:00 同和・人権推進課
課長

大野　浩史
― ― ― ― ― 150分間

７月２７日（金） 10:00 職員課
課長

升井　竜雄
― ― ― ― ― 50分間

７月１１日（水）

７月９日（月）

６月２７日（水）

11:00

６月１１日（月）

11:00

11:00

６月１２日（火）

７月４日（水）

50分間

ヒヤリング出席者ヒヤリング出席者ヒヤリング出席者ヒヤリング出席者

７月６日（金）

15:30 50分間

６月２６日（火）

50分間

６月２５日（月）

６月２０日（水）

平成24年度ヒヤリング実施経過平成24年度ヒヤリング実施経過平成24年度ヒヤリング実施経過平成24年度ヒヤリング実施経過

50分間
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平成２４年度 平成２４年度 平成２４年度 平成２４年度 

伊丹市男女共同参画施策市民オンブード活動記録 伊丹市男女共同参画施策市民オンブード活動記録 伊丹市男女共同参画施策市民オンブード活動記録 伊丹市男女共同参画施策市民オンブード活動記録 
 

４／１～４／１６  オンブード公募期間 

 

４／２５（水）   オンブード面接 

 

５／１５（火）   オンブード委嘱式、打ち合わせ…市役所第８会議室 

 

５／２４（木）   ベイコミュニケーションズとの打ち合わせ…市役所本庁 

 

５／２８日（月）  オンブードヒヤリング打ち合わせ…市役所 B１会議室 

６／ ８日（金）  オンブードヒヤリング打ち合わせ…市役所 B１会議室 

 

６／８ （金）   ケーブルテレビ収録（来田さん）６月下旬放映 

 

６／１１（月）   男女共同参画施策市民オンブードヒヤリング 

 ～７／２７（金）      ＜詳細 資料１のとおり＞ 

 

６／２５（月）   オンブードヒヤリング打ち合わせ…市役所 B１会議室 

 

６／２７（水）   男女共同参画施策推進研修･･･総合教育センター２階研修室 

 

７／１１（水）   オンブードヒヤリング打ち合わせ…市役所 B１会議室 

 

７／２６（木）   オンブード打ち合わせ（報告書作成について）…市役所 B１会議室 

７／２７（金）   オンブード打ち合わせ（報告書作成について）…市役所 B１会議室 

 

７／２７～８／２６ 報告書案作成 

 

８／ ２（木）   伊丹市男女共同参画推進委員会との意見交換 

･･･総合教育センター２階講座室          

 

８／２７  （月）  オンブード打ち合わせ（報告書作成について）…市役所第８会議室 

９／ ６  （木）  オンブード打ち合わせ（報告書作成について）…市役所第７会議室 

１０／１２（金）  オンブード打ち合わせ（報告書作成について）…市役所 B１会議室 

 

１０／１４（日）  ぐるっと一日男女共同参画･･･女性・児童センター 

 

１０／１５（月）  伊丹市男女共同参画推進本部幹事会･･･ 

 

１０／２９（月）  伊丹市男女共同参画推進本部会議･･･ 

 

１２／ ９（日）  男女共同参画推進市民フォーラム･･･スワンホール 

 

１２／１８（火）  男女共同参画施策市民オンブードがっつり報告会 

                      

３／ ３ （日）  いたみミモザの日…女性・児童センター（予定） 
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調査を終えて 調査を終えて 調査を終えて 調査を終えて 

 

 新人オンブードとして初めてヒヤリングに臨み感じた事は、それぞれの課題に対して職

員の方々が柔軟に対応してくださり、男女共同参画社会の実現にむけて前向きに取り組も

うとする姿勢が、ひしひしと伝わってきました。短時間ですが、密度の濃い時間を共有す

る事ができ、担当者からも共に手を携えて進みたいと感じられる言葉が聞かれる場面もあ

りました。複数課で歴代のオンブードに指摘されてきた事を、改善する努力をされて成果

として表れてきているとの話を聞き、先輩オンブードの方々の苦労が実を結びつつある事

を実感しました。 

 庁内では、全体的に男女共同参画の浸透が進んでいる印象をうけましたが、翻って市民

レベルでの推進は意識調査の結果にも反映されているように、遅々として進まず、オンブ

ード制度が施行されて 15 年目を迎えゼロからスタートする気持ちで取り組んでゆかなけれ

ばならない最重要課題です。 

 男女共同参画社会の実現は市民と行政の協働により推進されると思います。今年度発足

した男女共同参画推進委員会を含め、市民を巻きこみ展開してゆく必要があります。 

 男女共同参画は男女の平等だけでなく、年齢や性別、人種や民族、障がいの有無、その

他の属性による違いを違いとして認めつつ、平等にくらすことができる公平な社会こそが、

本当の意味での男女共同参画社会ではないでしょうか。 

 この報告書を読まれた皆さんと身近な問題として一緒に考えてゆきたいと思います。 

（来田純子） 

 

 歴史はジグザグと進み、しかし着実に進むものだと実感したオンブード 2 年目でした。 

 今年は新しいオンブードさん達を迎え、実践的な面や市政の実情を細かく知る事が出来

て、より細やかなオンブード活動につながったと思います。 

 昨年中間見直しされた伊丹市男女共同参画計画によって作成された事業報告に基づいて、

オンブードヒヤリングを行いました。「計画」は基本目標のところに具体的数値の入った成

果目標表が記載されていて、市の意気込みが感じられました。 

 ヒヤリングの際に、複数課で昨年のオンブードだけでなく、歴代のオンブードに指摘さ

れてきたことを少し推進できたという説明を聞き、1４年間の重みを感じました。 

 女性管理職が 20％となり、女性ゼロの審議会が一つ減り、男性職員の育児休暇取得率が

10.5％となる等、市役所内は変わりつつあるという印象があります。今後さらに男女共同参

画を市役所内で推進し、市職員が市民の模範となることを期待します。それにはヒヤリン

グ前に、市職員による「ＰＤＣＡ」（プラン、実行、チェック、アクト）が実行されること

によって、オンブードによる市民目線でのチェックを、より効果のあるものにしていく必

要があると思います。 

 また、大きな課題として、いかに市民への男女共同参画の推進を図るかという問題があ
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ります。今年度発足した男女共同参画推進委員会と連携して推進することを期待します。

その為には、昨年市総合計画で定めた男女共同参画の拠点施設を、女性は勿論、男性も参

加しやすいような、名実共に男女共同参画推進の拠点として機能させることが重要です。

また、男女共同参画条例の制定も必要です。 

 昨年、「男女共同参画課」という看板がなくなりましたが、市民の皆さんと市職員への男

女共同参画推進の為には、早期の復活が望まれます。  

市民の皆さんと一緒に一歩ずつ進んでいきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

             （笹尾照美） 

 

オンブードに就任し、この役割が伊丹市にどのように役立つのかを、ヒヤリングをさせ

ていただきながら考えてきました。巷で理解またはイメージされている「オンブズマン」

は、地方公共団体等にかかわる不正・不当な行為を監視し、これを是正することを目的に

することです。伊丹市職員の方々のオンブードの位置づけが、この意義になっていないか

不安になっているからです。ヒヤリングでは、伊丹市の男女共同参画計画進捗状況を担当

課の方はその現状をどのように考え、どうして行こうと考えていらっしゃるのかのディス

カッションを私は期待していました。もちろんのこと、チェックするものでも指摘するも

のでもないと考えていました。以前、私が大阪府女性センター（愛称ドーンセンター）事

業の評価に関わった経験からのイメージでした。誰かから指摘され、チェックされること

で事業が進むのでは、その事業に魂は入っていませんし、発展は見込めません。当たり前

のように、男女共同参画計画を遂行する意味、その必要性の理解が必要です。それがあれ

ば、男女共同参画計画を推進するために、自分たちの課で出来ることは何かを考え、計画

し、実行し、確認し、分析することとなるでしょう。次年度は、聞き方やヒヤリング内容

などを再考し、市民や男女平等の目線でヒヤリングができるように考えたいと思っていま

す。 

しかし、なぜ男女共同参画計画の意味、男女平等の是正をしましょうということを言わ

なければならない意味についてはすべての職員が学ぶことが必要なのではないかとは思い

ます。全ての家族構成員が家父長制の中で家父によって支配されるべきであると書き記さ

れている近代法のベースであるコモン・ローの時代から約 2000 年を経て、家父も含めすべ

ての家族構成員、すなわち妻や子どもも同等の「人」であることが認められる時代になっ

ています。社会参加は男性が行い、女性は男性を支えていればよいとの意識を改め

る時代です。しかしそれは、女性がひとりの「人」として認められたことを表す参政権

が与えられたのが 1945 年ですから、日本ではまだ 67 年しか経っていません。男女共同

参画の推進は、男女平等を推進する計画ですが、家父長制は 2000 年の歴史の中に

あり、男性の遺伝子レベルにまで書き込まれているのではないかと思われるほど社

会は強力で、2000年の壁は相当厚いのです。 

それだけに、計画を推進していくには困難が伴います。それほどスムーズにいく
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とは考えられません。そこに必要なのは、3人寄れば文殊の知恵ならぬ共同、協働、

連携などかもしれません。オンブードの役割として私は、皆さんのパートナーにな

れるような努力をしたいと考えます。 

このような機会を頂きましたことに感謝いたします。 

（高田昌代） 

 

 

 

平成２４年度 伊丹市男女共同

参画施策市民オンブード 

（左から 来田／高田／笹尾） 
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      伊丹市男⼥共同参画のあゆみ          

１９７２年（昭和４７年） 伊丹市立働く婦人の家開設 

１９７９年（昭和５４年） 伊丹市企画室に婦人問題担当を設置 

１９８０年（昭和５５年） 伊丹市生活文化部に婦人青少年課を設置 

１９８１年（昭和５６年） 伊丹市婦人施策推進会議設置 

１９８６年（昭和６１年） 伊丹市婦人施策推進会議より最終報告 

１９８９年（平成元年）  伊丹市女性団体懇話会設置、第１回女性フォーラム開催 

１９９０年（平成２年）   (仮称)伊丹市女性センター建設懇話会設置 

１９９１年（平成３年）  伊丹市女性センター事業基本方針策定委員会設置 

第１回伊丹市『女と男の暮らしと意識調査』実施 

１９９３年（平成５年）  (仮称)伊丹市女性センター事業基本方針策定委員会より提言 

             伊丹市女性施策推進本部設置 

１９９４年（平成６年）  伊丹市市民文化部に女性政策課を設置、伊丹市女性政策懇話会設置 

１９９５年（平成７年）  伊丹市女性政策懇話会より提言 

１９９６年（平成８年）  伊丹市女性のための行動計画策定 

第２回男女共同参画型社会づくりに関する市民意識調査実施 

１９９７年（平成９年）  男女平等に関する表現指針発行、伊丹市女性施策市民オンブード設置 

             伊丹市ファミリーサポートセンター事業開始 

１９９８年（平成１０年） 伊丹市女性交流サロン設置、伊丹市男女共生教育基本方針策定 

１９９９年（平成１１年） 伊丹市セクシュアルハラスメント防止等に関する指針策定 

             男女混合名簿を市内全学校園で実施 

２０００年（平成１２年） 自治人権部同和・人権室に男女共生社会推進担当を設置 

             伊丹市ＤＶ被害者支援事業ネットワーク設置、伊丹市女性政策懇話会設置 

２００１年（平成１３年） 第３回男女平等に関する市民意識調査実施 

伊丹市女性政策懇話会より提言 

２００２年（平成１４年） 伊丹市女性のための行動計画中間見直し 

２００４年（平成１６年） 男女共生社会推進担当を男女共同参画担当に名称変更 

伊丹市女性施策推進本部を伊丹市男女共同参画推進本部に名称変更 

第４回男女平等に関する市民意識調査実施 

伊丹市男女共同参画政策懇話会設置 

２００５年（平成１７年） 伊丹市男女共同参画政策懇話会より提言 

２００６年（平成１８年） 市民部同和・人権室に男女共同参画課を設置 

伊丹市男女共同参画計画策定 

             女性施策市民オンブードを男女共同参画施策市民オンブードに名称変更 

伊丹市男女共同参画施策市民オンブード・サポーターズ設置 

２００７年（平成１９年） 市役所にＤＶ相談員配置 

２００８年（平成２０年） (仮称)伊丹市配偶者等からの暴力対策基本計画検討委員会設置 

２００９年（平成２１年） (仮称)伊丹市配偶者等からの暴力対策基本計画検討委員会より提言 

伊丹市配偶者等からの暴力対策基本計画策定 

伊丹市男女共生教育基本方針見直し 

２０１０年（平成２２年） 伊丹市配偶者暴力相談支援センター（伊丹市ＤＶ相談室）開設 

第 5回男女共同参画に関する市民意識調査実施 

第 1回男女共同参画推進事業所表彰事業、第 1回男女共同参画川柳事業実施 

２０１１年（平成２３年） 市民自治部共生推進室に同和・人権推進課（男女共同参画担当）を設置 

             伊丹市男女共同参画計画＜中間見直し＞策定 

２０１２年（平成２４年） 伊丹市男女共同参画施策市民オンブード・サポーターズ募集停止 

             伊丹市男女共同参画推進委員会設置 

資料資料資料資料 １１１１ 
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伊丹市男⼥共同参画施策市⺠オンブード設置要綱    

    

（目的） 

第１条  伊丹市男女共同参画計画（以下「計画」という。）及び男女共同参画に関する施策について市民

の立場から独自に調査し、意見の表明を行うことにより，本市における女性差別の解消及び男女共同

参画社会の推進を図り，男女平等の社会を実現することを目的として，伊丹市男女共同参画施策市民

オンブード（以下「市民オンブード」という。）を設置する。 

 

  （所掌事項） 

第２条  市民オンブードの所掌事項は，次のとおりとする。 

  (1) 計画の進捗状況の調査に関すること。 

  (2) 本市の男女共同参画に関する施策のうち，自己の発意に基づき取り上げた施策の調査に関すること。 

 (3) 本市の施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響についての調査に関すること。 

  (4) その他市長が特に委嘱する事項 

 

  （職務の対象としない事項） 

第３条  市民オンブードは，次に掲げる事項については，その職務の対象としない。 

  (1) 議会に関する事項及び議会の議決に関する事項 

  (2) 市職員の勤務条件，身分等に関する事項 

  (3) 市民オンブードの身分等に関する事項 

 

  （責務） 

第４条  市民オンブードは，男女共同参画に関する施策の監視役として，公平かつ適切に職務を遂行し

なければならない。 

２  市民オンブードは，その地位を政治的目的のために利用してはならない。 

３  市民オンブードは，職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も，また，同様

とする。 

 

  （市の機関の責務） 

第５条  市の機関は，市民オンブードの職務の遂行を尊重し，積極的に協力しなければならない。 

 

  （組織） 

第６条  市民オンブードの定数は，３人とする。 

２  市民オンブードは，地方自治及び男女共同参画の推進に優れた識見を有する者とする。 

３  市民オンブードは，公募により募集した者のうちから，前項の条件を満たす者を市長が選考のうえ，

委嘱する。ただし応募した者が前項の条件に該当しない場合は，市長は応募した者以外の者で，市長

が適当と認める者に委嘱する。 

４  市民オンブードは，その職務の遂行にあたっては，協議により行うものとのとする。 

 

  （任期） 

第７条  市民オンブードの任期は，２年とする。ただし，再任を妨げない。 

 

 （解任） 

第８条  市長は，市民オンブードが次のいずれかに該当すると認めるときは，委嘱を解くことができる。 

  (1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき。 

  (2) 職務上の義務違反があると認めるとき。 

  (3) その他市民オンブードにふさわしくない行為があると認めるとき。 

資料資料資料資料 ２２２２ 
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  （兼職等の禁止） 

第９条  市民オンブードは，次の職を兼ねることができない。 

  (1) 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２条に定める選挙による職 

  (2) 政党その他政治団体の役員 

  (3) もっぱらその事業が本市との請負に委ねられている企業その他の団体の役員 

 

  （調査） 

第１０条  市民オンブードは，調査のため必要があるときは，市の関係機関に対し説明を求め，関連す

る文書その他の資料を閲覧し，若しくは提出を求め，又は実地に調査することができる。 

２  市民オンブードは，第２条第１号から第３号までに基づく調査を行う場合は，市の関係機関に対し，

あらかじめその旨を通知するものとする。 

 

  （調査報告書の作成等） 

第１１条  市民オンブードは，毎年度，決算が議決により認定された後に，当該決算対象年度における

計画の進捗状況に関する調査報告書を作成し，意見を付して市長に提出しなければならない。 

２  前項の意見表明を受けた市の機関は，その意見を尊重しなければならない。 

３  市民オンブードは，報告書及び意見の作成に当たっては，個人情報等の保護について十分な配慮を

しなければならない。 

 

  （庶務） 

第１２条  市民オンブードの庶務は，市民自治部共生推進室同和・人権推進課が行う。 

 

  （細則） 

第１３条  この要綱に定めるもののほか，市民オンブードの運営に関し必要な事項は，市長が別に定める。 

 

付  則 

（施行期日） 

この要綱は，平成９年８月１日から施行する。 

 

付  則 

この要綱は，平成１２年４月１日から施行する。 

 

付  則 

この要綱は，平成１４年４月１日から施行する。 

 

付  則 

この要綱は，平成１６年４月１日から施行する。 

 

付  則 

この要綱は，平成１８年４月１日から施行する。 

 

付  則 

この要綱は，平成２３年４月１日から施行する。 
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       市⺠オンブード⼀覧           

伊丹市女性施策市民オンブード伊丹市女性施策市民オンブード伊丹市女性施策市民オンブード伊丹市女性施策市民オンブード    

 第 1期 任期平成 9 年 11 月１日～11 年 10 月 31 日 

  山崎 昌子   （公募）   フリーライター           伊丹市稲野 

  長谷川 京子  （市長推薦）   弁護士               神戸市 

 第 2期 任期平成 11 年 11 月１日～13 年 10 月 31 日 

  白神 利恵   （公募）   大学院生               伊丹市東有岡  

＊13年 4 月末退任 

  朴木 佳緒留 （市長推薦） 神戸大学教授（発達科学部）     神戸市 

   ＊朴木委員は特別決裁により、任期を 6 カ月間延長し、14年 3 月 31 日までとする 

   ＊さらに 2年間の任期を延長した（16年 4 月 30 日まで）。 

 第 3期 任期平成 13 年 5月 1 日～15年 4 月 30 日 

  中山 直子   （公募） 子育て情報誌グループ         伊丹市荒牧 

   ＊白神委員の退任により欠員が生じたため 

 第 4期 任期平成 14 年 5月 17日～16 年 4 月 30 日 

  今井 真理   （公募）                    伊丹市千僧 

   ＊平成 14年 4 月１日に要綱を改正し、定数を 2 名から 3 名に増員したことによる 

 第 5 期 任期平成 15年 5月 12 日～17年 4 月 30 日 

  浅井 淳子   （公募）                   伊丹市北伊丹 

   ＊朴木委員は特別決裁により、任期を 2年間延長した。  

 第 6期 任期平成 16 年 5月 17日～18年 4 月 30 日 

  石崎 和美   （公募）                    伊丹市伊丹 

 第 7 期 任期平成 17年 5月 9 日～18年 4 月 30 日 

  山本 千恵   （公募） 行政書士               伊丹市野間 

 

伊丹市男女共同参画施策市民オンブード伊丹市男女共同参画施策市民オンブード伊丹市男女共同参画施策市民オンブード伊丹市男女共同参画施策市民オンブード    

 第 1期 任期平成 18年 5月 15日～20 年 3 月 31 日 

  朴木 佳緒留 （市長推薦） 神戸大学教授（発達科学部）   神戸市 

  山本 千恵   （市長推薦） 行政書士            伊丹市野間 

  大澤 欣也   （公募）     人権擁護委員          伊丹市大鹿 

   ＊山本氏の任期は女性施策市民オンブードの 1年間を算入し、19年 3 月 31 日まで 

 第 2期 任期平成 19 年 5月１日～21 年 3 月 31 日 

  波多江 みゆき （公募） ライター             伊丹市池尻 

   ＊朴木委員は特別決裁により、任期を 2年間延長した。（平成 22年 3 月 31 日） 

 第 3期 任期平成 20 年 5月 1 日～22 年 3 月 31 日 

田中 利明  （公募） 民生児童委員            伊丹市鈴原 

第 4期 任期平成 21 年 5月 1 日～23 年 3 月 31 日 

片山 実紀  （公募） 神戸大学大学院研究員        伊丹市荻野 

第 5 期 任期平成 22 年 5月 6 日～24 年 3 月 31 日 

 石崎 和美  （公募） 元オンブード（平成 16～17年度）   伊丹市伊丹 

 高島 進子  （市長推薦） 神戸女学院大学名誉教授     伊丹市伊丹 

＊ 朴木委員退任のため、後任を高島氏に依頼。 

第 6期 任期平成 23 年 5月 2 日～25年 3 月 31 日 

笹尾 照美  （公募）関西学院大学大学院生         伊丹市安堂寺町 

第 7 期 任期平成 24 年 5月 1 日～26 年 3 月 31 日 

来田 純子  （公募）                   伊丹市大鹿  

高田 昌代  （市長推薦）神戸市看護大学教授          生駒市

資料資料資料資料 ３３３３ 
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＊2011年公表によると、日本のＧＧＩは0.651で、
98位（135カ国中）でした。

内閣府男女共同参画局「男女共同参画社会の実現をめざして」から抜粋
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